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国立大学法人小樽商科大学

○ 大 学 の 概 要

（１） 現況

① 大学名

国立大学法人小樽商科大学

② 所在地

北海道小樽市緑３丁目５番２１号

③ 役員の状況

秋山義昭（学長 （平成１８年４月１日～平成２０年３月３１日））

理事数（非常勤を含む） ３名
監事数（非常勤を含む） ２名

④ 学部等の構成

商学部
商学研究科

⑤ 学生数及び教職員数（平成１８年５月１日現在）
学生数 商学部 合計 ２，４３４人

（うち留学生 ４０人)
（昼間コース） 経済学科 ４７３人

商学科 ５３４人
企業法学科 ３７６人
社会情報学科 ２５２人
商業教員養成課程 １人
教育課程 ４９８人

（夜間主コース） 経済学科 ６０人
商学科 ５３人
企業法学科 ５３人
社会情報学科 ８１人
教育課程 ５３人

商学研究科 合計 １１２人
（うち留学生 １３人)

経営管理専攻（修士課程） ７人
現代商学専攻（修士課程） ２３人
アントレプレナーシップ専攻 ８２人

（専門職学位課程）

教員数 １３４人

職員数 ７１人

（２） 大学の基本的な目標等

小樽商科大学は，経済社会の発展と地域社会の活性化に貢献し，延いて
は文化・人類の発展に寄与し得る研究と人材の育成を推進することを使命
として，実学重視の伝統と商科系単科大学としての特徴を活かし，一層の
個性化を図るために，以下の目標を設定する。

１ 教育の分野
（１）徹底した少人数主義によるきめ細かな教育の実施
（２）実学を重視した教育の実施
（３）広い視野と国際的感覚を育てるための国際交流事業の充実

２ 研究の分野
（１）基礎研究とそれを踏まえた応用的・実学的研究の重視
（２）１学部に広範な専門分野を包摂する単科大学の特性を活かした総

合的・学際的研究の推進

３ 社会貢献の分野
（１）地域社会の活性化に資する産学官連携事業の展開
（２）経済社会の要請に応え得る高度な専門的知識を有する職業人の育

成

４ 本学の特徴－「実学」の伝統を受け継いだ教育－
「 」，「 」，「 」，「 」，「 」，「 」経済学 商学 法学 情報科学 言語文化 人文・自然
という幅広い学問分野の講義やゼミが揃っているため，自分の専門分
野を深めると同時に，これらの多彩な分野から科目を選択し，幅広い
知識を修得することができる。また，単に所定の学問分野の知識を頭
に入れるだけではなく，専門ゼミ，基礎ゼミによって，議論する力，
文章を書く力，発表する力等の積極的に発信する力を養い，それぞれ
の学問分野の知識を組み合わせて実践的に活用する能力を修得するこ
とができる。この専門能力と幅広い知識を使いこなす能力の双方を修
得する学問が「実学」である。
なお，この実学を基礎にして，英語，ドイツ語，フランス語，中国

語，スペイン語，ロシア語，朝鮮語の７外国語及び短期留学生プログ
ラムの英語による経済学及び商学の授業科目を開講し，グローバルな
時代に対応するための実践的なスキルを身に付けさせる，もう一つの
伝統を受け継いだ教育を実施している。
大学院商学研究科は，現代商学専攻（修士課程）及びアントレプレ

ナーシップ専攻（専門職学位課程）の２専攻を設置している。現代商
学専攻では，社会の多様な方面で活躍し得る高度な専門的知識・能力
を有する人材の育成を目的として，特定のテーマについて自らの専門
性を高めるために研究を深めて修士論文に結実させる教育を実施し，
アントレプレナーシップ専攻は，自らの専門性を軸に，マーケティン
グ，組織，戦略，会計等の知識・スキルを統合し，経営分析能力やビ
ジネスプランニング能力を持つＭＢＡホルダーを育成し，テーマ研究
型と職業人養成型の双方の専攻を持つ研究科である。
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大 学 の 機 構 図

平 成 １８ 年 度

理事（総務担当副学長）

理事（教育担当副学長）

学 長 理事（非常勤) ＊担当削除

監事（会計担当・非常勤)

監事（業務監査・非常勤)

経営監査室

事 務 局 総務課
企画・評価室
財務課
施設課
学務課
国際企画課
就職課
入試課

商 学 部 経済学科
商学科
企業法学科
社会情報学科
（一般教育）

大学院商学研究科 現代商学専攻（修士課程）
アントレプレナーシップ専攻
( )（専門職学位課程）MBA

附属図書館 事務部

言語センター

ビジネス創造センター

保健管理センター

情報処理センター

国際交流センター

教育開発センター

平 成 １７ 年 度

理事（総務担当副学長）

理事（教育担当副学長）

学 長 理事（財務担当・非常勤)

監事（会計担当・非常勤)

監事（業務監査・非常勤)

経営監査室

事 務 局 総務課
企画・評価室
財務課
施設課
学務課
国際企画課
就職課
入試課

商 学 部 経済学科
商学科
企業法学科
社会情報学科
（一般教育）

大学院商学研究科 現代商学専攻（修士課程）
アントレプレナーシップ専攻
( )(専門職学位課程）MBA

附属図書館 事務部

言語センター

ビジネス創造センター

保健管理センター

情報処理センター

国際交流センター

教育開発センター



- -3

国立大学法人小樽商科大学

全 体 的 な 状 況

した。１．学長のリーダーシップの下，機動的・戦略的な大学運営を目指した取り組み
(12) 在学生の保護者を対象とした懇談会を開催した。第１回目の今回は就職を大学院商学研究科現代商学専攻の改組の取り組み

， ，(1) 平成１９年４月大学院商学研究科現代商学専攻博士後期課程を開設した。 メインテーマとし ３年次生の保護者を対象に道内外から１７４名が参加し
「テーマ研究型」大学院として，同専攻博士前期課程に進学類を置き体系的 大学，保護者，学生との連携を密にする良い機会となった。
な教育によってテーマ研究を深め，博士学位の論文に結実させる。

組織体制・人事評価システムの見直しの取り組み ２．国民や社会に対する説明責任を重視した社会に開かれた大学運営を目指した
取り組み(2) 「組織体制，人事評価見直しの基本方針」を策定し，平成１９年度に，学
地域連携・地域貢献の取り組み長の下に「将来構想検討ワーキンググループ」を設置し学科制のあり方・長

中期的な将来ビジョンを，新たに設置した副学長の下に「教員人事評価シス (1) シンポジウム「大学と地域貢献のあり方を考える」において，札幌医科大
テムワーキンググループ」を設置し評価基準等を，事務局長の下に「業務改 学との間において連携協定を結んでいる文理融合型協力体制で様々な事業を
善タスクフォース」を設置し課長等会議と並行して事務組織・機能の再構築 展開することについて意見交換を実施した。
をそれぞれ検討することとした。 (2) 本学のビジネス創造センターにおいて，約５０名の参加者を集め産学連携

研究成果報告会を開催し 「ユーザビリティ活動の発信拠点を目指して 「小小樽商科大学同窓会（緑丘会）との連携の取り組み ， 」，
(3) 小樽商科大学同窓会「緑丘会」と合同で，緑丘会の東京池袋本部において 樽観光大学校の設立」及び「企業再生の現状と課題：再生事例からの教訓」
就職説明会「緑丘東京企業セミナー」を３日間にわたり，一部上場企業２４ の３件の報告及び質疑応答を行った。
社を集め，本学学生５８人が参加し実施した。 (3) 本学情報処理センターにおいて，本学学生による，小学生高学年を対象に

(4) 各界で活躍する本学卒業生が１コマを担当し１３回の授業を行う「エバー インターネットの活用法「安心 「快適 「楽しく」をテーマに「インター」， 」，
グリーン講座」が２０周年を迎え，３教室をテレビ会議システムで結び，本 ネット子ども教室ｉｎ商大」を６回にわたり実施した。
学卒業生の教育評論家，会社代表取締役，流通研究室代表等による記念講演 (4) 本学において 「国連大学グローバル・セミナー第６回北海道セッションの，
会を実施した。 基調講演が 「北東アジアにおける経済社会統合の道」及び「ロシア極東から，

見た北東アジアとの協力」のテーマで開催され，多数の市民が参加した。入試受験会場増設の取り組み
(5) 平成２０年度の入試から，優秀な学生をより多く確保するために東京に受 (5) 市民に１日限りの「教授」と銘打った「１日教授会」を 「街の振興と活性，
験会場を設置することを決定した。 化－おたるの元気を取り戻せ」をテーマに実施した。市民から寄せられた意

見・質問等に対する回答は，ホームページに掲載した。研究実施体制等の取り組み
(6) 本学の重点的に推進すべき研究領域とその研究組織の支援を行うために 研 (6) 「１日教授会」において市民から要望のあった地域交流の場として，ＪＲ「
究推進会議」を設置した。 小樽駅近くに「商大駅前プラザ」を４月に設置した。市民向けゼミや市民が

(7) 本学と北洋銀行との間で，企業再生に関する寄附講座の開設，インターン 利用できる本学附属図書館蔵書の貸出や返却，パソコン，インターネットが
シップの受入，提携教育ローン開発などの協力関係について，平成１９年度 利用できる。スタッフが常駐する。
からこれらを包括提携化し，大学と銀行の職員相互講師派遣など人材育成や (7) 本学札幌サテライトにおいて，北海道経済の活性化に資するものとして，
研究交流を進める協定を締結した。 本学ビジネス創造センター主催の「産学連携研究成果報告会」を実施した。

(8) 本学附属図書館と小樽市立図書館が連携して，市民等の利用に供するもの執行体制の円滑な運営等の取り組み
(8) 本学の組織・運営規程を見直し，教授会等の議題を精選するとともに，会 として，両図書館の窓口で所蔵する図書の貸出・返却が可能となる協力協定
議を統合し，また，新たに中期目標・計画，大学評価，教員の人事評価シス を締結した。
テムを担当する副学長を設置した。 (9) 本学が実施する「国際交流週間」において，留学生や学生，市民が一同に

(9) 「組織体制，人事評価見直しの基本方針」を策定し，学長の下に次期中期計 なって，留学生による出身国の紹介や日本の詩吟，尺八，三味線の披露など
， 「 」 。画に反映させる「将来構想検討ワーキンググループ」を，新たに設置した副 を行い ふれあう 文化交流会 と称しイベントを１週間にわたり実施した

学長の下に「教員人事評価システム検討ワーキンググループ」を設置し，そ (10) 本学札幌サテライトにおいて，ビジネス創造センター主催で「ユーザビリ
れぞれ検討を進めることとした。 ティ活動の発信拠点を目指して」と題し，市民対象に報告会を実施した。

自己評価等の取り組み 高大連携の取り組み
(10) 学部，大学院（現代商学専攻博士課程，アントレプレナーシップ専攻専門 (11) 本学札幌サテライトにおいて，ビデオレンタル業界の経営戦略や会計，法
職学位課程）の教育成果の自己評価について，平成１９年度から外部評価を 律などさまざまな角度から講義し，生徒が「理想のレンタルショップ」を検
実施することとした。 討，発表する高校生対象の連続講義「レンタルショップをつくろう」を５日

間にわたり実施した。広報戦略の取り組み
(11) 広報誌ヘルメス・クーリエの読者懇談会を開催し，一般読者のヘルメス
クーリエに対する感想や意見，要望を直接聴き，今後の企画に資することと
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その他の取り組み
「 」 。(12) 本学グッズの一つである「小樽緑丘（日本酒 」の原料米を生産している） (3) Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況 におけるポイントは次のとおりである

農家において，本学学生による田植え・収穫体験を実施した。 ア 教養教育，とくに高校入学後の初年次教育に力をいれ，大学での学びの
(13) 夜間主コースの授業を，社会人のための再教育・生涯学習の場として積極 意義や動機付け，知的スキルを涵養するための基礎科目・知の基礎系に属
的に位置付づけ，通常の授業に参加する形の「通常授業公開講座」として， する授業科目（ 総合科目Ⅰ～Ⅲ 「基礎ゼミナール」等）を全学協力方式「 」，
社会人に開放した。 で開講している。
(14) 就職支援として，ガイダンスの実施や公務員受験対策講座及び資格取得講 イ 教育理念に応じた効果的な教育課程を編成するために必要な改革を行っ
座及び，東京企業セミナーを本学同窓会や学生就職支援団体（ＣＤＰ）と連 てきた。平成１８年度に現行教育課程の検証を行った。結果は，平成１９
携して新たに開催するなど就職支援の拡充を図った。 年度にＦＤ活動報告書「ヘルメスの翼に(第５集 」で公表する。）

ウ 教育と研究の自己点検評価を行った。結果をまとめ，自己点検評価報告
書「北に一星あり（第１２集 」で公表することとしている。３．中期計画の全体的な進捗状況，各項目別の状況のポイント，各項目に横断的 ）
エ 専門の教職員組織を設置し，毎年事業計画を立てて，入試広報・高大連な事項の実施状況など
携事業を展開し，アドミッション・ポリシーの周知に努めている。(1) 中期計画は，全体的には概ね計画どおりに進捗している。

オ 大学院設置基準の改正及び平成１９年度の博士後期課程の設置に基づき，(2) 「Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況」におけるポイントは次のとおりであ
る。 教育開発センターの学部・大学院教育開発部門において，現代商学専攻修
ア 平成１８年度予算の編成に当たっては，学長が「第１期中期計画期間中 士課程の教育課程を見直し，現代商学専攻博士前期（修士）課程の教育課
における財政計画」を踏まえ，人件費の抑制，共通経費及び一般管理費の 程を再編した。
削減を中心とした編成方針を策定し，これに基づき実行した。 カ アントレプレナーシップ専攻専門職学位課程において，授業評価アン
また，学長裁量経費については教育研究活性化，教育研究環境改善，地 ケートと教員相互による相互評価をもとに教員自身による自己評価を行っ

域社会貢献推進の３区分で運用することとし，当初予算では賄うことので た。これをもとに，平成１９年度に外部評価を実施することとした。
きない事業について学長のリーダーシップのもと重点的に配分した。 キ 成績の進捗管理を学生自ら確認できるようにするためＧＰＡを成績票に

イ 会計業務の改善効率化のために， 記載して学生に通知した。
ア）旅費支給に係る職務区分簡素化，旅費に関する諸規定の改正， ク ＦＤ専門部会において，平成１７年度実施の「授業改善のためのアン
イ）現行業務との整合性の検証に基づく会計諸規定の見直し ケート」結果を分析し，結果を「ヘルメスの翼に（第４集 （ＦＤ活動報）」
を行った。 告書）に掲載し公表した。
ウ 平成１８年度内部監査計画を作成し，業務監査及び会計監査を実施し， ケ 研究活動の一層の推進を図り，特色ある研究拠点形成のための検討方針
業務監査においては学内各課各係の業務内容についてヒアリング形式で実 を策定し，その支援を行うために，研究推進会議を設置した。平成１９年
施し 会計監査においては 期末決算 予算の執行状況について実施した 度に重点領域推進研究応募要領を作成し，募集することとした。， ， ， 。
エ 教員の人事評価システムを担当する「副学長」を学長が指名し，平成

４．平成１８年度に特に重点的に取り組んだ，又は成果が上がった取組１９年４月から「副学長」の下に，学科長，専攻長等によるワーキンググ
ループを組織して人事評価システムの策定に向けて検討することとした。 (1) 科学研究費補助金の申請件数の増加を目指し，外部資金獲得ワーキンググ

オ 労使協定を締結し，平成１９年４月から教員の勤務形態として，裁量労 ループで，前年度の申請率４５％を上回る５０％という目標を設定し，その
働制を導入することとした。 達成のために，日本学術振興会から講師を招き科学研究費補助金学内説明会
カ 「小樽商科大学組織体制，人事評価見直しの基本方針」を策定し，平成 を実施した結果，申請率５０％と目標を達成することが出来た。

， 。１９年度に将来構想ワーキンググループを設置し学科制のあり方等を，事 (2) 証明書自動発行機を稼動したことにより 証明書の即日発行を可能とした
務局長の下に「業務改善タスクフォース」を設置し課長等会議と並行して また，自動発行機の導入により業務量が軽減したことから，在学生への証明
事務組織・機能を検討することとした。 書郵送サービスを開始した。
キ 教授会等の資料を事前にシステムに登録し，会議当日スクリーンに投影 (3) アントレプレナーシップ専攻専門職学位課程では，志願者増加の取り組み
することにより，紙の資料配付は極力行わないこととした。同時に資料作 として，北海道経済連合会，中小企業家同友会，札幌商工会議所，日本貿易
成のためのＳＤ（ ）講習としてパワーポイント講習会を 振興機構等に直接出向き組織推薦入試制度について説明し，また，これら団Staff Development
行った。また，他の学内委員会の議事要旨についても可能なものからシス 体の会員企業に電子メール等で「組織推薦入試制度」の意義を説明した。
テムに登録し情報の共有化に努めることとした。 (4)「小樽商科大学緑丘奨励金給付実施要領」を制定し，１年次の学業成績が優,
ク 事務局において，学科事務の具体的な業務内容及びニーズ調査を行い， 秀で他の学生の模範となる２年次生に奨励金を給付する制度を設け，平成
コスト面においても経済的かつ合理的な支援体制として，可能な限り，学 １８年度入学者から適用した （学部学生１０名 １人当たり１０万円，大学。
科事務を各課等の本来業務に含めることにより，教員の事務負担の軽減を 院学生２名 １人当たり５万円）
図るとともに，学科事務支援業務マニュアルを作成した。
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
① 運営体制の改善に関する目標

（１）効果的な組織運営に関する基本方針中
① 学長がリーダーシップを発揮しつつ，全学的視野に立ち組織運営が可能となるよう学長を補佐する体制を整備する。期
② 学内の審議機関における適切な役割分担を行い，効率的な運営組織，運営体制を確立する。目
③ 事務組織が学長以下の役員等を直接支える機能を備え，大学運営の企画立案に積極的に参画する体制を整備する。標
④ 広く学外の専門家・有識者を運営組織に登用し，国民への説明責任，意思決定プロセスの透明性を確保する。
⑤ 北海道国立７大学の連携を推進する。
（２）戦略的な学内資源配分の実現等に関する基本方針

学内全体の業務運営体制を見直し，適切な予算管理システム及び会計システムを構築し，目標管理を徹底する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【１】 【１－１】 平成１６年度から事業等の企画について，学長の提言に基づき
（平成１６年度に実施済みの 学長補佐を配置し，適切に処理している。Ⅱ 業務運営の改善及び効率
ため，平成１８年度は年度計 平成１６年度は 「施設設備担当学長補佐 を配置し，学内施化に関する目標を達成する ， 」

画なし） 設の有効利用について調査を行い，専門職大学院小樽キャンパスためにとるべき措置
及び学部・大学院の教育開発を担う教育開発センターを講義棟に１ 運営体制の改善に関する
配置した。目標を達成するための措置

(１)全学的な経営戦略の確立 平成１７年度は 「財政問題担当学長補佐」を配置して財政面，
に関する具体的方策 を点検・調査し 「財政問題に関する報告書」をとりまとめて学，
学長の発案に対して，全 長に提言した。また 「業務改善担当学長補佐」を配置してペー，

学的な観点から検討し，企 パレス化等現行業務の実態を見直し，一層の合理化，効率化を図
画立案するために，平成 り，平成１８年度から教授会資料のほとんどを紙媒体から電子媒
１６年度に学長を補佐する 体による投影資料の変更，会議室予約スケジュール管理システム
組織を設置する。 を導入した。平成１９年度も業務改善について検討を継続する。

【２】 【２－１】 法務，財務，労務の高度な専門性を持つ担当部門の必要性につ
(２)運営組織の効果的・機動 平成１７年度に収集した情 Ⅲ いて調査・検討した結果，費用対効果及び効率性の面から法務及
的な運営に関する具体的方 報等を基に，組織運営におけ び労務は総務課で，財務は財務課で事務を所掌することで十分処
策 る法務，財務，労務担当部門 理可能であると判断して，現体制で処理することとした。
① 法務，財務，労務に関わ の必要性について調査，分析
る高度な専門性を必要とす する。
る担当部門について検討を
行う。

【３】 【３－１】
② 運営組織の変革に伴い， （平成１６年度に実施済みの
平成１６年度に既存の各種 ため，平成１８年度は年度計
委員会のあり方を見直す。 画なし）

【４】 【４－１】
(３)教員・事務職員等による （平成１６年度に実施済みの
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一体的な運営に関する具体 ため，平成１８年度は年度計
的方策 画なし）
① 各種委員会等の審議機関
に，当該審議に係る所掌の
事務職員を構成員として配
置する制度設計を行う。

【５】 【５－１】
② 専門的知識を有する幹部 （平成１６年度に実施済みの
職員が，積極的に法人運営 ため，平成１８年度は年度計
に参画できる運営体制を検 画なし）
討する。

【６】 【６－１】 社会の幅広い知見を大学経営に活かすため，法令の趣旨に則し
(４）学外の有識者・専門家 平成１７年度に収集した情 Ⅲ て，役員のほか，経営協議会の委員に，新たな課題，経営戦略機
の登用に関する具体的方策 報等を基に，有識者，専門家 能を高めるため，企業経営の専門家及び地域経済界のトップを引
運営組織への有識者・専 の登用について調査，分析す き続き迎え入れることとした。

門家の登用について，適切 る。
な人材を得るための制度を
研究する。

【７】 【７－１】
(５）国立大学間の自主的な （平成１９年度以降実施）
連携・協力体制に関する具
体的方策
北海道地区の学長会議及

び副学長会議等を開催し，
意見交換し，大学運営に反
映させる。

【８】 【８－１】 財務委員会において，平成１７年度に策定した「第１期中期計
(６) 全学的視点からの戦略 財務委員会において，引き Ⅲ 画中における財政計画」を基礎に，その後の諸状況の変動を考慮
的な学内資源配分に関する 続き予算管理の在り方等につ して，人件費の再検証を行った。その結果，同計画における人件
具体的方策 いて検討する。 費抑制に係る基本方針のとおり，常勤教員の採用保留数を現行の
① 予算管理システム導入及 ３名から平成１９年度より４名とすることを決定した。
び実施のための組織整備 また，予算管理の観点から実施している予算執行状況調査の検
ア．平成１６年度に予算編 証方法の改善策として，執行状況調書の提出回数の見直し，予算
成方針の策定支援，予算 責任者に対するヒアリングの実施，節約事例の自己申告制度の新
原案の調整，予算実績の 設を主とした手法を検討し，平成１９年度より実施することとし
差異分析等を担当する事 た。
務組織を設け，また，予
算案の審議及び調整する
委員会を設置する。
イ．適切な予算管理システ
ム設計のため，管理会計
等専門分野の人材を，外
部を含めて参画させたプ
ロジェクトチームを平成
１６年度に発足させる。

【９】 【９－１】 平成１８年度予算の編成に当たっては，学長が「第１期中期計
② 戦略的な予算編成 「第１期中期計画期間中に Ⅲ 画期間中における財政計画」を踏まえ，人件費の抑制，共通経費
毎年，学長が戦略的な見 おける財政計画」を踏まえ， 及び一般管理費の削減を中心とした編成方針を策定し，これに基
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地から予算編成方針を提示 学長策定の予算編成方針の下 づき実行した。
し，上記①の委員会で各部 に，平成１８年度予算を編成 また，学長裁量経費については教育研究活性化，教育研究環境
門からの部門予算原案との し実行する。 改善，地域社会貢献推進の３区分で運用することとし，当初予算
整合性について企画・立案 では賄うことのできない事業について学長のリーダーシップのも
を行う。 と重点的に配分した。

【１０】 【１０－１】 平成１７年度同様に，４半期毎に予算執行状況調査を行い，予
③ 予算の効率的・効果的な 平成１７年度に引き続き， Ⅲ 算計画ＷＧ及び財務委員会において検証・審議した結果，平成１
実施 ４半期毎に予算の計画と実績 ８年度においても，各部門において概ね計画に沿って執行されて
予算実績比較をできるだ の差異を分析し，必要に応じ いることを確認した。

， 。け短期に行い， （ て 適切な是正措置を講じるPDCA Plan
計画ー 実施ー 差Do Check
異分析ー 是正措置）Action
の徹底を図る。

【１１】 【１１－１】 旅費支給業務の簡素化，効率化を図るため，旅費支給に係る職
(７)内部監査機能の充実に関 会計業務の改善及び効率化 Ⅲ 務区分を現行の４区分から３区分に，宿泊料の地域区分を東京都
する具体的方策 の観点から，会計関係規程及 の特別区とその他の地域の２区分にそれぞれ変更するとともに，
① 適正な会計制度の導入 び運用の検証・見直しを行う 外国旅行の支度料を減額一律定額化するなど 旅費規程 及び 旅。 「 」 「
会計規程に基づいた本学 費に関する事務取扱要項」の改正を行った。

全体の業務及び財産の実態 また，現行業務と関係規程との合理性・妥当性に関する検証を
， ，「 」を把握し，適切な内部牽制 逐次実施し その結果として 予算決算及び出納事務取扱規則

制度を確立する。 をはじめ 「契約事務取扱規則 「物品管理規則 「財産管理規， 」， 」，
則」など複数の規則を改正するとともに 「謝金支給事務取扱要，
」，「 」 ，項 契約に係る取引停止等の措置要項 を新たに制定するなど

会計関係規程の最適化を図った。

【１２】 【１２－１】 平成１８年度内部監査計画を作成し，業務監査及び会計監査を
② 内部監査のための組織の 業務内容の改善・充実を図 Ⅲ 実施した。業務監査においては，本学事務分掌規程に基づき学内
設置 る観点から，業務監査を重点 各課各係の業務内容について，ヒアリングを実施し，会計監査に
業務の内部監査機能を充 とした内部監査を進める。 おいては，期末決算，予算の執行状況について監査を実施した。

実するため，業務執行部門
から独立した学長直属の組
織を平成１６年度に設置す
る。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化

教育研究組織の見直しに関する目標②

教育研究組織の柔軟かつ機動的な編成・見直し等に関する基本方針中
教育研究の必要性に応じて学部・大学院の教育研究組織を見直していく。期

目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【１３】 【１３－１】 学内主要委員会の平成１８年度の活動状況について，年度末開
学内の各種委員会における Ⅲ 催の教育研究評議会で報告し，次年度の委員会活動に資するとと２ 教育研究組織の見直しに

検討課題を集約し，教育研究 もに全学構成員に周知した。関する目標を達成するため
組織上の問題点・課題を常にの措置

(１)教育研究組織の編成・見 把握するとともに，組織の再
直しのシステムに関する具 編・見直しの必要性について
体的方策 検討する。
各種委員会等の学内組織

において学部及び大学院に
おける教育課程，入学者選
抜及び研究体制の課題・問

，題点を恒常的に研究しつつ
必要に応じて組織の編成・
見直しを行う。

【１４】 【１４－１】 平成１６年度に，商業教員養成課程を廃止したが，教育開発セ
(２)教育研究組織の見直しの （平成１６年度に実施済みの ンターを設置及び大学院アントレプレナーシップ専攻（専門職大
方向性 ため，平成１８年度は年度計 学院専門職学位課程）を設置した。
１８歳人口の減少，国際 画なし）

化等の大学をめぐる環境の
変化に伴う，学部及び大学
院における教育のありかた
の変化に合わせて，教育研
究組織も見直しを行う。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
③ 人事の適正化に関する目標

（１）戦略的・効果的な人的資源の活用に関する基本方針中
， 。期 ① 教育・研究活動の全般にわたって 教員が常により高いインセンティブを持ち続けることができるシステムを構築する

② 事務職員の専門性の向上を図るため，必要な研修を受ける機会を確保する。目
（２）非公務員型を生かした柔軟かつ多様な人事システムの構築等に関する基本方針標

多様な採用方法，勤務形態及び職務に応じた定年制等，柔軟な人事システムを構築する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

「 」 ，【１５】 【１５－１】 教員の人事評価システムを担当する 副学長 を学長が指名し
教員の人事評価システムを Ⅲ 平成１９年４月から「副学長」の下に，学科長，専攻長等による３ 教職員の人事の適正化に

検討する組織を設置する。 ワーキンググループを組織して評価システムの策定に向けて検討関する目標を達成するため
することとした。の措置

(１)人事評価システムの整備
・活用に関する具体的方策
① 教員がインセンティブを
高めるのに資するシステム
という観点から，教員の人
事評価システムを検討する
組織を設置する。

【１６】 【１６－１】 派遣スケジュールを作成し，職員を研修に派遣した。今後も事
② 事務職員の能力開発や専 国立大学協会の研修計画に Ⅲ 務職員の能力開発や専門性向上のために引き続き職員を研修に派
門性向上のための研修を 新 より，派遣スケジュールを作 遣することとした。「
国立大学協会」等と連携し 成し，研修に派遣する。
て実施する。

【１７】 【１７－１】
(２)柔軟で多様な人事制度の （平成１７年度に実施済みの
構築に関する具体的方策 ため，平成１８年度は年度計
① 事務職員のジェンダーバ 画なし）
ランスに十分配慮するとと
もに，機動性，戦略性，柔
軟性に富む任用システムを
検討し，実現を図る。

総務課【１８】 【１８－１】 労使協定を締結し 平成１９年４月から教員の勤務形態として， ，
② 種々の職務の特殊性に鑑 教員の勤務形態に裁量労働 Ⅲ 裁量労働制を導入することとした。
み，多様な勤務形態が可能 制を導入する。
となるよう検討し，実現を
図る。
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【１９】 【１９－１】 教員の採用については，公募制を原則としている。このうち，
(３)任期制・公募制の導入な 平成１７年度に設置した教 Ⅲ 国際公募については，教育内容等を考慮し，必要に応じて外国の

， ，ど教員の流動性向上に関す 員配置の適正化検討専門部会 学術雑誌 インターネット求人サイトを媒体として実施しており
る具体的方策 の検討結果を踏まえて順次実 平成１８年度は，経済学科の教員の採用に際して，国際公募を２
国際公募を含む現行の公 施する。 件実施した。また，客員教授等の任用制度については，平成１６

募制を維持する。また客員 年度に規程を制定しており，平成１８年度においても （株）北，
教授制度等の任用制度及び 洋銀行との間で設置した寄附研究部門に同銀行職員を在籍出向と
任期制の基準について，平 いう形で教員として採用し，客員教授の称号を付与した。
成１７年度末までに専門委 なお，任期制については，助教への適用の是非について検討を
員会を設け検討する。 行ったが，本学における教員のこれまでの採用及び退職の状況や

在職中の助手の勤務年数，教育研究面への影響等を総合的に勘案
して，導入を見送ることにした。今後も，国際公募を含む公募を
実施し，教員の流動性を高める予定である。

【２０】 【２０－１】 平成１６年度に，外国の学術雑誌等を媒体とした国際公募につ
(４)外国人・女性等の教員採 必要に応じて外国の学術雑 Ⅲ いて，学内で調査を行い，その結果を踏まえ，以後，外国の学術
用の促進に関する具体的方 誌等を媒体とした国際公募を 雑誌等を媒体とした国際公募を促進しているところであり，平成
策 実施する。 １８年度においても，２件の経済学科の教員の採用にあたって，
① 外国の学術雑誌等を媒体 外国のインターネット求人サイトに公募を掲載するという形で国
とした国際公募を促進する 際公募を実施した。今後も，引き続き，国際公募を実施し，外国。

人教員の採用を促進することとした。

【２１】 【２１－１】 平成１７年１０月に「教員配置の適正化ワーキンググループ」
② 教員のジェンダーバラン 教員のジェンダーバラン Ⅲ を設置し，以降，計７回の会議を開催し，検討を行った。平成１
スを改善するために目標値 スに関して設定した目標値に ８年１０月の教育研究評議会において，同ワーキンググループか

， ．を設定し，設定後，３年毎 対しての達成度合いを分析す らの 平成１８年３月末現在における本学教員の女性割合は１４
にその成果について評価す る。 ６％に達しており，国大協調査による全国立大学の平均数値６．

（ ） ，る。 ９％ 平成１２年度 を大きく上回っている状況となっているが
教員のジェンダーバランスを２０１０年（平成２２年）までに２

， ，０％に引き上げることを目標とする旨の答申を受け 審議の結果
答申のとおり承認され，教員のジェンダーバランスに関する目標
値が設定された。
今後は，中期計画にあるとおり，目標値を設定した３年後の平

成２１年度にその成果についての評価を実施するものとする。

【２２】 【２２－１】 平成１７年１０月に「教員配置の適正化ワーキンググループ」
③ 公募書類に，ジェンダー 公募書類に，ジェンダーバ Ⅲ を設置し，以降，計７回の会議の開催経て，検討を行ったもので
バランスの改善措置などを ランスの改善措置，教員の勤 あるが，その検討の結果を踏まえ，女性の教員採用の促進に関す
積極的に記載する他，福利 務支援体制を記載する。 る具体的方策として 平成１８年４月以降の教員の公募書類に 本， 「
厚生面の拡充等教員の勤務 学が，男女雇用機会均等法を遵守し，育児支援型勤務時間体制を
に対する支援体制を紹介す 導入していること」を明記して，女性に対する不利益な取扱いを
る。 しないことを応募者に対して明確に示した。

【２３】 【２３－１】
(５)事務職員等の採用・養成 （平成１７年度に実施済みの
・人事交流に関する具体的 ため，平成１８年度は年度計
方策 画なし）
① 一般的に行われる職員採
用試験とは別に，教育・研
究に関する施策を実施する
上で必要な特殊な能力・技
能を持った事務職員を，法
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人独自の判断で民間等から
選考採用するために必要な
制度を検討する。

【２４】 【２４－１】 転籍で民間企業等から職員を採用する場合において，一旦，民
② 教育行政，大学経営等に 民間企業等との人事交流に Ⅳ 間企業との雇用契約を解除して，本学に採用されることとなり，

， 。関する知識・経験が豊富な おける本学の制度上の諸問題 給与については 本学の給与基準を適用して決定することとなる
人材を養成し，あるいは登 を検討する。 そのため，民間企業等からの中途採用者の有する教育行政，大学

， ，用するために，民間企業， 経営等に関する知識・経験を給与上適切に評価できるよう また
他の独立行政法人，政府各 学卒後，大学職員に直ちに採用された者と同等の初任給決定がで
省庁等との人事交流におけ きるよう，平成１８年４月に給与基準を改正し，人事交流の実施
る制度上の諸問題を研究す 体制の整備を行った。
る。

【２５】 【２５－１】 事務組織のあり方，教員組織のあり方及び教員の人事評価のあ
(６)中長期的な観点に立った 本学にふさわしい組織編成 Ⅲ り方について再検討するために 「組織体制，人事評価見直しの，

」 。 ，， ，適切な人員（人件費）管理 ・重点整備についての方針を 基本方針 を策定した この方針に基づいて 平成１９年度に
に関する具体的方策 策定する。 「将来構想検討ワーキンググループ 「教員人事評価システムワ」，
本学にふさわしい組織編 ーキンググループ」及び「業務改善タスクフォース」を設置し検

成・重点整備についての方 討することとした。
針を定め，その進捗状況を
評価する。

【２６】 【２６－１】 既存の施設を，授乳場所等として利用することについて関係各
(７)教職員の勤務環境の整備 既存の施設を，授乳場所等 Ⅲ 課と検討した結果，保健管理センターの１室を開放し，授乳の便
に関する具体的方策 として利用することを検討す 宜を図ることとした。
託児所設置を含む，教職 る。

員が働きやすい環境につい
て検討する。

【２７】 【２７－１】 総人件費改革の対象となる常勤役職員の人件費総額（法定福利
(８）総人件費改革の実行計 総人件費改革の対象となる Ⅲ 費を除く）は，１，６２５百万円であった。対前年度１％程度減
画を踏まえ，平成２１年度 常勤役職員の人件費総額（法 とする人件費抑制の目標を達成した。
までに概ね４％の人件費の 定福利費を除く）について，
削減を図る。 １，７３９百万円（対前年度

１％程度減）以下とすること
を目標に，人件費抑制に努め
る。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

（１）事務処理の効率化・合理化に関する基本方針中
① 複数大学による共同業務処理を推進する。期
② 効率化・合理化を図るためのＩＴ化及び外注化を推進する。目
（２）事務組織の機能・編成の見直しに関する基本方針標
① 政策・企画立案機能の強化・充実

学長の政策決定を支え，企画立案機能を強化するための機能，組織の見直しを行う。
② 事務職員の資質，能力の向上のための研修及び人事システムを確立する。

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【２８】 【２８－１】
（平成１６年度に実施済みの４ 事務等の効率化・合理化
ため，平成１８年度は年度計に関する目標を達成するた
画なし）めの措置

(１)複数大学による共同業務
処理に関する具体的方策
① 平成２０年度末までに事
務系職員の採用・養成・研
修及び人事交流についての
共同業務処理のシステムを
完成する。

【２９】 【２９－１】 平成１８年度は，北海道進学コンソーシアム実施委員会を２回
② 志願者数の確保等のため 北海道地区国公立大学で組 Ⅲ 開催し，平成１９年度に，道内及び道外で説明会を開催すること
の大学説明会等を共同で実 織する「北海道進学コンソー とした。
施するシステムについて検 シアム」において，過去２年
討する。 間の成果を点検評価し，今後

。の取り組みについて検討する

【３０】 【３０－１】 給与計算業務アウトソーシングの可能性にあたって，同業務実
(２)業務のアウトソーシング 給与計算業務等アウトソー Ⅲ 務担当者レベルによるワーキンググループを設置し検討を行っ
等に関する具体的方策 シングの可能性について，費 た。検討に際しては，アウトソーシングの他に，現有の給与シス
① 効率化，合理化のための 用対効果を考慮の上，検討す テムに替わる新システムの導入も新たな方向性として加えた。ま
外注化を推進する。 る。 た，アウトソーシングサービスや給与システムを提供している民

間企業によるプレゼンテーションも実施し，これら提供内容の吟
味と費用対効果を踏まえて総合的に検討を行った。その結果，現
状で実現可能なアウトソーシングでは費用対効果が望めないこと
が明らかとなった。それに比して現有の給与及び人事システムを
統合した形式の新システムを導入した場合は，長期的な費用対効
果が望めることや，様々な面で優位であることが判明したため，
今後はその方向で検討を進めることとした。

【３０－２】 平成１８年度から，ごみ収集箱周辺の清掃及び除雪について外
国際交流会館のごみ収集箱 Ⅲ 注業者に委託した。



- -13

国立大学法人小樽商科大学
周辺の清掃及び除雪作業のア
ウトソーシングを実施する。

【３１】 【３１－１】 教授会等の資料を事前にシステムに登録し，会議当日スクリー
② 平成２０年度末までに， 会議資料参照システムを活 Ⅲ ンに投影することにより，紙の資料配付は極力行わないこととし
事務処理のＩＴ化，ペーパ 用し，教授会等の資料のペー た。同時に資料作成のための職員向けパワーポイント講習会を行
ーレス化を推進する。 パーレス化を推進する。 った。また，他の学内委員会の議事要旨についても可能なものか

らシステムに登録し情報の共有化に努めることとした。,

【３１－２】 シラバスの検索機能を向上させるため，従来のＰＤＦファイル
ホームページに掲載してい Ⅲ に加え，ＨＴＭＬファイルを追加した。

るシラバスの閲覧，検索機能
等を必要があれば検討の上，
充実する。

【３１－３】 平成１８年度より証明書自動発行機を稼動したことにより，各
証明書自動発行システムを Ⅲ 種証明書（在学証明書，成績証明書，卒業見込証明書，健康診断

稼動する。 書，学割証）の即日発行が可能となった。また，自動発行機の導
入により事務業務量が軽減したことから，在学生への各種証明書
郵送サービスを始め，学生の便宜を図った。

【３２】 【３２－１】 平成１６年度に重点的に対応できる組織等として設置した新事
(３)事務組織の機能・編成の 平成１６年度からの新事務 Ⅲ 務組織（財務課，学務課，入試課，就職課，企画・評価室）につ
見直しに関する具体的方策 組織について，業務の遂行状 いて 「課長・室長・事務長」会議で業務の遂行状況及び人員配，
① 全学的に組織及び職員配 況，人員配置の適正性等につ 置について検証した結果，業務運営と事務サービスの更なる効率
置を見直し，学長の政策決 いて検証し，必要に応じて改 化が必要であるとして，平成１９年度に，事務組織・機能の再構
定支援，企画立案，財務， 組等の検討する。 築について検討する組織を設置することとした。
地域貢献，産学官連携，修
学指導，就職指導，入学者
選抜等の業務に重点的に対
応できる組織及び職員配置
に改める。

【３３】 【３３－１】 派遣スケジュールを作成し，職員を研修に派遣した。今後も事
② 職員の資質・能力の向上 道内国立大学及び新国立大 Ⅲ 務職員の能力開発や専門性向上のために引き続き職員を研修に派
ア 平成１７年度末までに 学協会の研修計画プログラム 遣することとした。． ，
国立大学法人の業務内容 により，派遣スケジュールを

と適切に対応した職員の学 作成し，研修に派遣する。
内・外の研修プログラムを
確立する。

【３４】 【３４－１】 従来，勤務評定の結果は，職員個人に知らせていなかったが，
イ 平成１８年度末までに これまでの検討を踏まえて Ⅲ 今年から，評定者が職員と面談を実施し，職員の業務についての． ， ，
職員の意欲を向上させる 職員の意欲を向上させるため 意見を聞き，評定者はそれに対して助言などを行うことによって

ための透明性のある人事シ の透明性のある人事システム 職員の業務に対する意欲を向上させるとともに，評定結果につい
ステムを確立する。 を確立する。 て職員に知らせることにより透明性のある人事システムを確立し

た。
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（１） 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

１．特記事項 ２．共通事項に係る取組状況
， ， ， ，① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化などを目指した 財政 組織

人事等の面での特色ある取組 （業務運営の改善及び効率化の観点）
○戦略的な法人経営体制の確立と効果的運用が図られているか。(1) 平成１８年度予算の編成に当たっては，学長が「第１期中期計画期間中に

おける財政計画」を踏まえ，人件費の抑制，共通経費及び一般管理費の削減 (1) 平成１９年度から新しい「副学長」を設置することとした 「副学長」は，。
を中心とした編成方針を策定し，これに基づき実行した。 これまで理事（副学長兼務）が所掌していた大学評価，中期目標・計画，教
(2) 学長裁量経費を，教育研究活性化，教育研究環境改善，地域社会貢献推進 員の人事評価に関する事務を受け継ぎ担当する。
の３区分で運用することとし，当初予算では賄うことのできない事業につい (2) 毎週月曜日に学長，常任理事，副学長，事務局長を構成員とする「五者懇
て，重点的に配分した。 談会」を，又，月に一度役員会を開催して，法人経営の状況や問題点を点検
(3) 内部監査計画を作成し，業務監査及び会計監査を実施した。業務監査にお し，必要な施策を検討している。
いては，学内各課各係の業務内容について，ヒアリングを行った。会計監査

○法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか。においては，期末決算，予算の執行状況について実施した。
(4) 労使協定を締結し，平成１９年４月から教員に，裁量労働制を導入するこ (1) 平成１８年度予算の編成に当たっては，学長が「第１期中期計画期間中に
ととした。 おける財政計画」を踏まえ，人件費の抑制，共通経費及び一般管理費の削減
(5) 転籍で民間企業等から職員を採用する場合において，一旦，民間企業との を中心とした編成方針を策定し，これに基づき実行した。
雇用契約を解除して，本学に採用されることとなり，給与については，本学 (2) 学長裁量経費については教育研究活性化，教育研究環境改善，地域社会貢
の給与基準を適用して決定することとなる。そのため，民間企業等からの中 献推進の３区分で運用することとし，当初予算では賄うことのできない事業
途採用者の有する教育行政，大学経営等に関する知識・経験を給与上適切に について学長のリーダーシップのもと重点的に配分した。
評価できるよう，また，学卒後，大学職員に直ちに採用された者と同等の初 (3) 平成１８年度に，本学の重点研究領域の策定・支援を審議・実行するため
任給決定ができるよう，平成１８年４月に給与基準を改正し，人事交流の実 に「研究推進会議」を立ち上げ，重点研究領域に研究費を優先的に配分する
施体制の整備を行った。 体制を整備した。

② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進 ○法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い，必要に応じて資
めるための様々な工夫 源配分の修正が行われているか。
( ) 会計業務の改善効率化のために， ( )予算1 1

ア 旅費支給に係る職務区分簡素化，旅費に関する諸規定の改正， 平成１７年度に「財政問題担当学長補佐」を配置して財政状況の点検・調
イ 現行業務との整合性の検証に基づく会計諸規定の見直し 査を行い 「財政問題に関する報告書」を学長に提言した。報告書をもとに，，

を行った。 「第１期中期計画における財政計画」を策定し，この計画に従って毎年の予
(2) 教授会等の資料を事前にシステムに登録し，会議当日スクリーンに投影す 算の編成，点検評価を行っている。
ることにより，紙の資料配付は極力行わないこととした。学内委員会の議事 ( )教員組織2
要旨についても可能なものからシステムに登録し,情報の共有化に努めること 平成１５年度に将来構想委員会により学部・大学院教育の自己点検評価を
とした。 踏まえた将来像が示され，これに従って，平成１６年度に商業教員養成課程
(3) 証明書自動発行機導入により，業務量が軽減したことから，在学生への証 の廃止，専門職大学院の設置，全学的なＦＤ組織である教育開発センターの
明書郵送サービスを始めた。 設置が行われ，平成１８年度に大学院博士課程の設置が決定された（１９年
(4) 平成１６年度に設置した新事務組織（財務課，学務課，入試課，就職課， 度から発足 。）
企画・評価室）について 「課長・室長・事務長」会議で業務の遂行状況及び 平成１７年度に「教員配置の適正化ＷＧ」が設置され，客員教員制度，任，
人員配置について検証した結果，業務運営と事務サービスの更なる効率化が 期制，ジェンダーバランス等の方針が示された。平成１８年度に「小樽商科
必要であるとして，平成１９年度に，事務組織・機能の再構築について検討 大学組織体制，人事評価見直しの基本方針」を役員会で決定し，平成１９年
する組織を設置することとした。 度に学長の下に将来構想ワーキンググループを設置し学科制のあり方等を検
(5) 評定者が職員と面談を実施し，職員の業務についての意見を聞き，評定者 討することとした。
はそれに対して助言などを行うことによって職員の業務に対する意欲を向上 (3)役員等の職務
させるとともに，評定結果について職員に知らせることにより透明性のある 平成１８年度に，教育研究評議会において法人化に向けて制定した組織・
人事システムを確立した。 運営規程の見直しが行われ，平成２０年度から総務担当理事が図書館長を兼

任し，平成１９年度から新たに企画評価を担当する副学長を設置することが
決定された。
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( )事務職員組織4
○収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。平成１９年度，事務局長の下に 「業務改善タスクフォース」を設置して，，

課長・事務長・室長会議と並行して事務組織・機能について検討することと (1) 平成18年度の収容定員充足率は，次の表のとおりである。
した。

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率(5)施設
(人) (人) (％)平成１６年度に「施設設備担当学長補佐」を配置して学内施設の有効利用

１，８６０ ２，１３４ １１４．７３に関する点検・調査を行い，専門職大学院小樽キャンパス，教育開発センタ 商学部 昼間コース
２５０ ３００ １２０．００ーを学内施設にあてた。 夜間主コース

○業務運営の効率化を図っているか。
２０ ２３ １１５．００(1) 平成１６年度に法人化に向けて設置した新事務組織（財務課，学務課，入 商学研究科 現代商学専攻

試課，就職課，企画・評価室）について 「課長・室長・事務長」会議で業務，
の遂行状況及び人員配置について検証した結果，業務運営と事務サービスの

７０ ８２ １１７．１４更なる効率化が必要であるとして，平成１９年度に，事務組織・機能の再構 商学研究科 専攻アントレプレナーシップ
築について検討することとした。

(2) 平成１７年度に「業務改善担当学長補佐」を配置して，ペーパレス化等現
行業務の実態を見直し，一層の合理化，効率化を図っている。平成１８年度 ※平成１９年度収容定員充足率は，商学部昼間コース１１３．６６％，夜
は，教授会等の資料のほとんどを紙媒体から電子媒体による投影資料に変更 間主コース１１９．５０％，現代商学専攻博士前期課程１８５％，博士
した。 後期課程１３３．３３％，アントレプレナーシップ専攻１１２．８６％
(3) 教授会等の資料を事前にシステムに登録し，会議当日スクリーンに投影す
ることにより，紙の資料配付は極力行わないこととした。同時に資料作成の

○外部有識者の積極的活用を行っているかための職員向けパワーポイント講習会を行った。また，他の学内委員会の議
事要旨についても可能なものからシステムに登録し，情報の共有化に努める (1) 月に１回定例の役員会を開催し，非常勤の理事及び監事から意見を聞いて
こととした。 いる。

(4) 図書館情報システムや複写機の賃貸借契約において，これまでの契約方法 (2) 平成１９年度に，教育活動について検証するために，外部有識者による外
の見直しを行い，今年度から単年度契約を複数年契約とすることとし，契約 部評価委員会を設置することとした。
事務の軽減を図った。 (3) 広報誌「ヘルメス・クーリエ」の読者懇談会を開催し，一般読者の他，小
(5) 本学の組織運営規程を見直し，教授会等の議題を精選するとともに審議体 樽市，他の大学，企業で広報誌を作成している専門家にも参加願って 「ヘル，
を統合し，また，新たに大学評価，中期目標・中期計画，教員の人事評価シ メス・クーリエ」に対する感想や意見を直接聴き，今後の企画や情報提供の
ステムを担当する副学長を設置した。平成１９年度にこの副学長の下に当該 方法に資することとした。
評価システムを検討する組織を立ち上げる。

○従前の業務実績の評果について運営に活用しているか。
( ) 平成１９年度に，教員人事評価システム担当の副学長を設置し，その副学○監査機能の充実が図られているか。 1

(1) 監事，会計監査人及び経営監査室による監査会議を開催し，監査方針，監 長の下に検討組織を設けた。平成１９年度中に研究者情報データベースを活
査内容等について協議し 協議結果を踏まえて各役割に応じた監査を行った 用する教員の人事評価システムを構築し，平成２０年度試行実施を経て，本， 。
(2) 監査の実施手続に関する指針や，監査結果に対する評価基準を具体的に示 実施に移行する。
した「内部監査手順書」を作成し，本学の内部監査方法の充実を図った。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

外部研究資金その他の自己収入の増加に関する基本方針中
① 外部研究資金獲得のための組織及び仕組みを整備し，増額を図る。期
② 自己収入の増加策については，本学の教育・研究・社会貢献上のサービスの充実に資することを目的とし，費用対効果に配慮し目
つつ，実施する。標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【３５】 【３５－１】 「外部資金獲得のシステム」のうち 「利益相反・責務相反へ，
外部研究資金獲得システム Ⅲ の対応」という観点から 「国立大学法人小樽商科大学利益相反Ⅲ 財務内容の改善に関する ，

の方針に従って，引き続き外 マネジメント委員会規程」を制定し，利益相反マネジメント委員目標を達成するためにとる
部資金の獲得に努める。 会にて利益相反のマネジメント方法について検討し 「国立大学べき措置 ，

法人小樽商科大学利益相反マネジメントポリシー」を制定した。１ 外部研究資金その他の自
「公募型研究助成金の情報」については，従来の国内分の研究己収入の増加に関する目標

助成金の公募情報に加えて，国際関係の公募情報についても集約を達成するための措置
， ， 。(１)科学研究費補助金，受託 し メールとＨＰを通じて 最新の情報を周知する体制を整えた

研究，奨学寄附金等外部資 特に基盤的研究費として重要な外部研究資金である科学研究費
金増加に関する具体的方策 補助金については，申請件数のさらなる増加を目指し，外部資金
① 外部研究資金に関する情 獲得ワーキンググループで前年度の学内の申請率４５％を上回る
報を収集し，学内に情報提 ５０％という目標を設定した。科研費に係る情報収集に努め，積
供するとともに，平成１６ 極的に学内に情報提供を行う等組織的に対応した結果，申請率５
年度に，申請や受け入れ等 ０％との目標を達成することが出来た。
を支援する専任の組織を整 【参考】
備する。 平成１８年度の外部資金の獲得状況については，科研費３４件

４１，２４０千円（平成１７年度２７件３７，２００千円 ，共）
同研究１２件６，９２０千円(１７年度８件４，０１０千円 ，受）

， （ ． ），託研究１件６２ ００７千円 １７年度２件７２ ３７１千円
委託事業２件９，０００千円（１７年度４件９，７７５千円 ，）
寄附金２３件２５，３９２千円（１７年度５６件４２，０９１千
円）である。

【３６】 【３６－１】 平成１８年９月に札幌商工会議所会員に対するアンケート調査
② ビジネス創造センターを 札幌商工会議所会員に対す Ⅲ を実施した結果，ビジネス創造センター（ＣＢＣ）の知名度，活
中心として，企業や自治体 るアンケートを実施し，より 動については半数以上の企業が知っており，共同研究を行う場合
とのネットワークを組織化 大型の研究ニーズの吸い上げ は 「中・長期的に自社や業界の利益増大に結びつく可能性のあ，
し，研究ニーズを汲み上げ を図る。 るテーマ」や「地域の活性化に結びつくテーマ」に対するニーズ
るとともに，外部資金獲得 が高いことがわかった。
可能な研究を提案する体制
を構築する。

【３７】 【３７－１】 教員に対し「小樽商科大学社会連携のための教員ディレクトリ
， ， 「 」 ， 。 ，③ 本学の研究者 研究活動 平成１７年度に作成した 小 Ⅲ ー の定期更新を依頼し ホームページの更新を行った 併せて

研究成果等に関する情報を 樽商大教員社会連携のための 教員ディレクトリーと関連して「小樽商大地域連携事例集」につ
データベース化するととも 教員ディレクトリー」を充実 いてもホームページに掲載し，対外的な広報を充実させた。
に，共同研究，受託研究， させるとともに，対外的な広 今後 「小樽商科大学社会連携のための教員ディレクトリー」，
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奨学寄附金等の獲得に結び 報に活用する。 を毎年更新・充実させ，本学ホームページ上でアピールを行うこ
つくような広報戦略を策定 ととともに，本学の外部会議やイベント等で教員ディレクトリー
する。 の冊子体を配付することにより，積極的に外部に向けて広報を行

うこととした。

【３８】 【３８－１】 新体育館の竣工に伴い，体育施設の利用料金について近傍の類
(２)収入を伴う事業の実施に 開放施設の利用料金等の見 Ⅲ 似施設の使用料金を参考に見直しを行い，改定を行った。
関する具体的方策 直しを行い，必要に応じて改
① 学内資源，設備の開放に 定する。
よる自己収入の増加方策
ア．通常の各種公開講座・
セミナーのほか，情報処
理センターや言語センタ
ー等の施設を活かした一
般市民向け各種有料講習
会を，妥当な料金設定で
企画し，受講生を拡大す
る。
イ．教室・体育館・プール
・緑丘荘等の貸し付け範
囲を大幅に緩和し，妥当
な料金設定により利用拡
大を図る。

【３９】 【３９－１】 平成１７年度に引き続き同窓会と共同で有料による「公務員受
② 学生のニーズの高い簿記 平成１７年度までに実施し Ⅳ 検対策講座（昨年度開講している２年次生向１５ヶ月コースへの，
言語，情報処理等，検定試 た有料講座（公務員受験対策 合流コース 」を札幌サテライトに開講するとともに，同じく同）
験向けの有料講座を，小樽 講座）を引き続き実施すると 窓会との共同で有料による資格取得講座（ 日商簿記２級講座 ，「 」
キャンパス及び札幌サテラ ともに，その他の有料講座等 「ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）技能士３級講座 ）を札」
イトに開設する。 の開設について検討する。 幌サテライトに開講した。

【４０】 【４０－１】 北洋銀行企業再生寄附研究部門で得られた研究成果を報告書と
③ 寄附講座等の設置 前年度に引き続き，ビジネ Ⅲ して出版することを企画し，出版社に原稿の引き渡しを行った。
ア．専門職大学院等に寄附 ス創造センター（ＣＢＣ）北 併せて，平成１９年３月にビジネス創造センター（ＣＢＣ）産学
講座を設置するため，企 洋銀行企業再生寄附研究部門 連携研究成果報告会にて研究成果の発表を行った。
業等へ具体的な講座を提 にて北海道における企業再生 今後も寄附講座等の受入れを目指し，外部に積極的に働きかけ
案するなど，積極的に働 をテーマに研究を行い，研究 ることとした。
きかける。 成果を公表する。
． ，イ ビジネス創造センター
専門職大学院等に特定目
的の基金について寄付が

。受けられるよう努力する
その際，講座及び基金に
寄付者名や寄付企業名を
付し，特典を提供するな
どの制度を設ける。

【４１】 【４１－１】 本学ホームページの訪問者別メニューからすぐに科目等履修生
④ 研究生・科目等履修生等 研究生・科目等履修生につ Ⅲ 等のホームページへアクセスできるようにした。，
非正規生の増加を図るため いてのホームページの内容を，
制度についての広報活動を 検証し，改善・充実する。
積極的に行う。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
② 経費の抑制に関する目標

経費の抑制に関する基本方針中
運営経費について，その使途，支出額等を総体的に分析し，効果的な削減，節減策を講じる。期

目
標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【４２】 【４２－１】 給与計算業務アウトソーシングの可能性にあたって，同業務実
給与計算業務等アウトソー Ⅲ 務担当者レベルによるワーキンググループを設置し検討を行っ２ 経費の抑制に関する目標

シングの可能性について，費 た。検討に際しては，アウトソーシングの他に，現有の給与シスを達成するための措置
(１)管理的経費の抑制に関す 用対効果を考慮の上，検討す テムに替わる新システムの導入も新たな方向性として加えた。ま
る具体的方策 る。 た，アウトソーシングサービスや給与システムを提供している民
① 本学全体の業務を十分に 間企業によるプレゼンテーションも実施し，これら提供内容の吟
分析，吟味し，さらに外部 味と費用対効果を踏まえて総合的に検討を行った。その結果，現
委託が可能な業務について 状で実現可能なアウトソーシングでは費用対効果が望めないこと
は 費用対効果を考慮の上 が明らかとなった。それに比して現有の給与及び人事システムを， ，
外部委託を推進する。 統合した形式の新システムを導入した場合は，長期的な費用対効

果が望めることや，様々な面で優位であることが判明したため，
今後はその方向で検討を進めることとした。

【４３】 【４３－１】
② 光熱水費，消耗品費，旅 ① 契約事務の合理化及び経 Ⅲ ① 図書館情報システムや複写機の賃貸借契約において，これま
費交通費等について，経費 費節減の観点から，複数年 での契約方法の見直しを行い，今年度から単年度契約を複数年
の抑制が可能な方策を見直 契約を検討し，契約方法の 契約とすることとし，契約事務の軽減を図った。また，役務等
し，該当する経費は，あら 見直しが可能なものから実 請負契約についても案件別に複数年契約の検討を行い，合理性
ゆる観点からの節約削減策 施する。 ・経済性等の面から適当であると判断されるものについては順
を講じる。 次複数年契約を実施する。

② 使用エネルギーデータの ② 使用エネルギーデータの更新を行い実態の把握をした。一例
更新を行い，実態を把握す としてボイラーの運転方法を見直し，重油，水，薬剤の使用量
る。 を削減した。

③ 省エネシステムへの更新 ③ 体育館等の改築工事において，照明制御システムによる省エ，
試行等を検討する。 ネシステムの一部試行を行った。

④ 学生・教職員へ省エネ・ ④ 施設課ホームページ等により 省エネルギーについて 参，「 」，「
省資源の啓蒙活動を行う。 考通知文」を掲示し，省エネに関しての啓蒙を行った。新任職

員ガイダンス時に，省エネに関する周知を図った。
⑤ 光熱水量の１％削減を目 ⑤ 光熱水量のデータ収集・分析を行った。結果は，１％の削減
指す。 を達成した。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
③ 資産の運用管理の改善に関する目標

資産の運用管理の改善に関する基本方針中
① 本学の立地条件に適した美しい，学生・教職員にとって快適で，環境に配慮したキャンパスの実現を目指す。期
② 資産の利用効率を改善し，適切な管理運用方法の工夫を行う。目
③ 百年建築を見据えた長期使用を前提とする施設の維持保全を実施し，教育研究環境の確保と施設の長寿命化を図る。標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【４４】 【４４－１】 保健管理センター各室の利用内容の見直しを図り，利用状況の
建物等の利用用途に合わせ Ⅲ 低いエックス線装置室を取りやめ，計測室，資料室の用途へ振り３ 資産の運用管理の改善に

た有効利用化を進める。 替え，トイレの設備内容の改修をするなどして，有効利用を図っ関する目標を達成するため
た。の措置

(１)資産の効率的・効果的運
用を図るための具体的方策

，① 本学全体の資産を見直し
有効利用化を検討する。

【４５】 【４５－１】 維持管理原案に基づき，各施設の劣化状況を調査し，商学部校
② 施設・備品・実験用器具 平成１６年度に作成した維 Ⅲ 舎及びサークル共用施設の屋上防水の改修工事を行い施設の延命
等の共同利用が可能な資産 持管理原案に基づき，できる 化を図った。
は 可能な限り共同利用し だけ施設の延命化を図る。， ，
利用効率の改善を図る。

【４６】 【４６－１】 利用者が利用しやすい建物となるよう，保健管理センター玄関
③ 施設等を設置する際には キャンパスマスタープラン Ⅲ 前にスロープを設置する等，歩行動線上の支障除去等の環境整備，
キャンパスの美化に資する に沿った快適空間のための環 を図った。
デザイン，ソーラーパネル 境整備を図る。
の設置等，環境への配慮，
遊び談話空間等の快適さに
十分配慮し，また資金調達

PFIや管理面においては，
。を導入する等の検討を行う

【４７】 【４７－１】 本学の宿泊施設である「緑ヶ丘荘」の利用促進を図るため，当
④ 学内施設を積極的に開放 地域社会への貢献の観点か Ⅲ 該施設の概要・利用手続き等について本学ホームページに掲載し
し，地域社会への貢献を図 ら，小樽市民を対象として広 た。また，本学と地域との連携・協力関係の発展を目的として開
り，利用効率を改善する。 報を行っていた開放施設（教 催している「一日教授会」の場において，小樽キャンパスの教室
さらに，学内ホームページ 室，体育施設等）や，本学へ や体育施設の施設概要や利用手続方法について一般市民へ広報を
等により，開放状況を積極 の来訪者を対象とする宿泊施 行った。
的に広報する。 設について，一層の利用促進

を図るため，ホームページ上
に施設概要や利用手続を掲載
し学外へ広く発信する。
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【４８】 【４８－１】 改善が必要な１２棟について部位毎の調査をし，緊急度のラン
⑤ 施設の要修繕箇所を把握 平成１７年度の検討で，改 Ⅲ クを設定，順位付けを行い，緊急度の高いものについて，施設費
し，計画的に懸案を解消す 善費用が必要となった１２棟 交付事業費や施設課予算で工事費を確保し，商学部校舎及びサー
るため優先順位を整理の上 について 優先順位を付けて クル共用施設の屋上防水改修を，又，合宿研修施設の屋根の改善， ， ，
適切な財源の確保や効果的 財源確保等についての方策を を実施した。
な方策を講じる。 図る。

【４９】 【４９－１】 今後修繕する施設の修繕・改修の年度計画について，検討し劣
⑥ 潜在するリスクに対する 今後修繕する施設における Ⅲ 化状況の進んだ商学部校舎，サークル共用施設の屋上防水及び合
予防的な施設の点検 保守 年度の計画を策定する。 宿研修施設の屋根を改修した。， ，

。修繕等を効果的に実施する

【５０】 【５０－１】 施設水準書（案）に基づく，改修工事における必要な工事費の
⑦ 施設の新増築や修繕の計 平成１７年度に引き続き， Ⅲ コストの検討を行った。
画において，教育や研究・ 施設機能水準書（案）に基づ
実験レベルに見合った機能 くコストの検討を行う。
水準を設定し，イニシャル
コスト及びランニングコス
トについて検討する。

【５１】 【５１－１】 平成１６年度に行った施設に関する意見を集計した「施設設備
⑧ 平成１７年度末までに， 平成１７年度に算出した費 Ⅲ の点検調査報告書」に基づき，保健管理センターの改修工事を行
施設の巡回点検及び利用者 用について見直しを要すると い，資産の効率的・効果的運用を図った。
の安全性，信頼性に関する ころは見直しすると共に，引
意見聴取を実施し，その劣 き続き施設に関する意見の集
化状況・修繕方法とこれに 計や改善費用の算出を行うと
要する費用の総額を把握す 共に，一部の修繕を図りそれ

。る。 らに対する意見の集計を図る
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（２） 財務内容の改善に関する特記事項等

(3) 有料講座（公務員受験対策，日商簿記，ファイナンシャルプランナー技能１．特記事項
士）において，３６８千円の収入があった。① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化などを目指した 財政 組織， ， ， ，
(4) 通信運搬費の抑制を図るため，郵便物の集配送に宅配業者を新たに参入さ人事等の面での特色ある取組

(1) 科学研究費補助金申請件数のさらなる増加を目指し，外部資金獲得ＷＧで せた。これにより前年度と比べて年間約７５０千円の経費節減となった。
前年度の学内の申請率４５％を上回る５０％という目標を設定した。科研費 (5) 平成１７年度に札幌駅西口に移転した札幌サテライトにおいては，その優
に係る情報収集に努め，積極的に学内に情報提供を行う等組織的に対応した 位な立地条件を活かした講義室・会議室等の有償による貸出を行い，５９４
結果，申請率５０％と目標を達成することが出来た。 千円の収入を得た。
(2) 新体育館の竣工に伴い，体育施設の利用料金について近傍の類似施設の使

○人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理の策定等を通じ用料金を参考に見直しを行い，改定を行った。
て，人件費削減に向けた取組が行われているか。(3) 同窓会と共同で有料による「公務員受検対策講座 「日商簿記２級講座 ，」， 」

「ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）技能士３級講座」を札幌サテライト (1) 非常勤講師の１時間当たりの単価については，２６区分の単価を設定し，
で開講した。 それぞれの非常勤講師毎に経歴を換算のうえ決定してきたところであるが，
(4) 本学の宿泊施設である「緑ヶ丘荘」の利用促進を図るため，当該施設の概 非常勤講師手当額の縮減及び事務処理の簡素化・効率化を図る観点から，非
要及び利用手続き等について本学ホームページに掲載した。 常勤講師の単価の決定方法を見直し，平成１９年４月から定額制に移行する
(5) 本学と地域との連携・協力関係の発展を目的として開催している「一日教 こととし，定額単価を５，５００円に設定した。
授会」の場において，キャンパスの教室や体育施設の施設概要や利用手続方 (2) 専門委員会（教員配置の適正化ＷＧ）の検討結果を踏まえ，教員の事務負
法について一般市民へ広報を行った。 担を軽減するための事務局体制のあり方として，事務局において，学科事務

の具体的な業務内容及びニーズ調査を行い，コスト面においても経済的かつ
合理的な支援体制について検討した結果，それらの業務のおおよそ８割の事② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進
項を各課等の業務として取り込むことができるという結論を得たため，学科めるための様々な工夫

( ) 国立大学法人小樽商科大学利益相反マネジメント委員会規程 を制定し 事務を各課等の本来業務に含めることにより，教員の事務負担の軽減を図る1 「 」 ，
利益相反マネジメント委員会にて利益相反のマネジメント方法について検討 こととし，学科事務支援業務マニュアルを作成し，平成１８年１０月１日か
し 国立大学法人小樽商科大学利益相反マネジメントポリシー を制定した ら新方式による教育研究支援を開始した。，「 」 。

(2) 事務量の軽減や省エネルギーを進めるために， (3) 予算においてとりわけ重要かつ大きな比重を占める人件費について，平成
ア システム・機器の賃貸借契約を単年度契約から複数年契約へ変更， １７年度に策定した「第１期中期計画中における財政計画」を基礎として，

， 。イ 使用エネルギーの実態把握に基づく重油・水・薬剤の使用量の削減， その後の諸状況の変動を新たに加味し 財務委員会において再検証を行った
ウ ＨＰによる省エネルギーの啓蒙，新任職員への省エネルギー教育 その結果，同計画における「学内教員定員管理の基本的枠組み」のとおり，
エ 体育館等の改築工事において，照明制御システムによる省エネシステム 常勤教員の採用保留数を現行の３名から平成１９年度より４名とすることを
の一部試行を行った。 同委員会において決定した。
等を行った。

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。(3) 光熱水量のデータ収集・分析を行った。結果は，１％の削減を達成した。
(4) 維持管理原案に基づき，各施設の劣化状況を調査し，商学部校舎及びサー (1) 外部資金の導入について，更に次のように積極的な取組を行った。
クル共用施設の屋上防水の改修工事を行い施設の延命化を図った。 ア 外部資金獲得に関する基本情報の発信のため，企業等と大学における研

究協力制度についての解説と各制度の受け入れ実績をホームページに掲載
した「産学連携マニュアル」の更新を行った。２．共通事項に係る取組状況
イ 本学教員の社会貢献対応事項について，昨年に引き続き，各教員から情
報収集を行い 「小樽商科大学教員社会連携のための教員ディレクトリー」（財務内容の改善の観点） ，
の本学ホームページに掲載を更新して，積極的に外部に向けて広報を行っ○財務内容の改善・充実が図られているか。

(1) 平成１７年度に 「財政問題担当学長補佐」を配置して財政面を点検・調査 た。，
し 「財政問題に関する報告書」をとりまとめて学長に提言した。また 「業 ウ 本学の知的財産に関する基本的な考え方や知的財産の管理・活用の促進， ，
務改善担当学長補佐」を配置してペーパレス化等現行業務の実態を見直し， 等についての方針を「小樽商科大学知的財産ポリシー」として定め，知的
一層の合理化，効率化を図り，平成１８年度から教授会資料のほとんどを紙 財産の管理等の組織として 「知的財産管理委員会」を設置して，従前から，
媒体から電子媒体による投影資料の変更，会議室予約スケジュール管理シス ある知的財産の職務発明等の認定等を審議する「知的財産審査委員会」と
テムを導入し経費の節減を図り，平成１９年度も業務改善について検討を継 共に，知的財産関係の組織整備を行った。
続することとした。 エ 科学研究費補助金の申請件数増加のために，昨年に引き続き，外部資金

， ，(2) 新体育館の竣工に伴い，体育施設の利用料金について近傍の類似施設の使 獲得ワーキンググループで組織的に取り組んだ結果 申請率５０％となり
用料金を参考に見直しを行い，改定を行った。 設定目標の５０％を達成した。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報の提供
① 評価の充実に関する目標

（１）評価の充実に関する基本方針中
① 評価結果が大学運営の改善に積極的に活用されているかを正確に検証する。期
② 社会的に関心を持たれるような大学評価を行うことによって，本学における大学評価活動をさらに充実させる。目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【５２】 【５２－１】
（平成１７年度に実施済みの 「研究評価実施要項」及び「教育評価実施要項」に基づくⅣ 自己点検・評価及び当該
ため，平成１８年度は年度計 評価項目により各自己評価書を作成し，外部評価に備える。状況に係る情報の提供に関す
画なし）る目標を達成するための措置

１ 評価の充実に関する目標
を達成するための措置

(１)自己点検・評価の改善に
関する具体的方策
平成１８年度末までに，

評価項目の選定について，
広く学内外の意見を聴取す
るための制度を構築すると
ともに，緊急性・重大性・
即効性の見地から，評価の
重点課題の選定を行う。

【５３】 【５３－１】 研究の自己点検評価及び現在実施中の教育の自己点検評価につ
(２)評価結果を大学運営の改 大学評価実施規程に示され Ⅲ いて，大学評価委員会で検証し，自己点検評価報告書（原案）を
善に活用するための具体的 ているフィードバック・シス 作成する際に，自己評価実施主体が自ら改善を必要と判断したも
方策 テム（改善計画）を自己点検 の，又は委員会から改善が必要と指摘されたものについて，その
① 平成１９年度末までに， 評価（教育・研究）に適用す 改善を講ずるものとし，その結果を大学評価委員会に報告しても
評価結果を大学運営の改善 る。 らうこととした。
に活用するためのフィード
バック・システムを構築す
る。

【５４】 【５４－１】 平成１７年度に行った他大学等調査・データ収集を基に，評価
② 平成２０年度末までに， 平成１７年度に行った他大 Ⅲ 結果を分析のうえ比較表を作成した。

，本学と同じような状況や立 学等調査・データ収集を基に
場にあると思われるいくつ 評価結果の比較について整理
かの大学に対する評価結果 ・分析する。
を調べ，本学の結果との比
較検討を行い，改善措置を
講ずる。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び情報の提供
② 情報公開等の推進に関する目標

（１）情報公開等の推進に関する基本方針中
① 大学の説明責任を果たし，社会のニーズに適切に対応した情報公開を積極的に推進する。期
② 大学の知的情報の電子情報化，データベース化を促進する。目

標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【５５】 【５５－１】
① 広報委員会の広報担当部 Ⅲ ① 広報担当部門は，広報委員会で承認された，対象者毎に定め２ 情報公開等の推進に関す

， ，る目標を達成するための措 門は，平成１７年度に作成 た実施計画に基づき 具体的な実施方策・スケジュールを立て
した具体的な実施計画に基 情報の積極的な公開・提供に努めた。置

(１)大学情報の積極的な公開 づき，対象者別に，より有
・提供及び広報に関する具 効な媒体を通じて必要とさ
体的方策 れる情報を積極的に公開・
① 本学の使命，教育内容， 提供する。
研究活動，社会貢献活動， ② 地域社会活性化へのニー ② 平成１８年１０月に「一日教授会」を開催し，教員や学生に
入学，卒業後の進路等に関 ズを汲み上げるため 「一 よる地域貢献活動をはじめ様々な大学情報を市民へ提供した。，
する情報をはじめ，中期目 日教授会」を開催する。
標，中期計画，財務内容， ③ 外部から広報戦略に対する意見を聴取した。
管理運営及び第三者評価の ・広報誌「ヘルメスクーリエ」読者懇談会
評価結果の情報等を種々の ・記者懇談会
媒体を通じてわかりやすく
積極的に提供する。

【５６】 【５６－１】
② 情報公開及び広報活動の （平成１６年度に実施済みの
推進のための体制整備・充 ため，平成１８年度は年度計
実を図る。 画なし）
ア．様々な情報を適切かつ
積極的に公開・提供する
ための，基本的な広報戦
略を策定するため，学外
者を含めた情報公開を推

。進する委員会を設置する
． ，イ 上記広報戦略を実施し
学内の様々な情報をわか
りやすく公開・提供する
ため，広報担当部門を設
ける。

【５７】 【５７－１】
③ 社会のニーズに適切に対 （平成１７年度に実施済みの
応した効果的な広報戦略を ため，平成１８年度は年度計
策定する。 画なし）
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ア．広報誌，ホームページ
等の様々な広報媒体に関
して地域社会のニーズを
把握するため，アンケー

， 。ト調査を企画 実施する

【５８】 【５８－１】 中国語，韓国語のホームページが完成し，英語版と併せて本学
イ．多様な外国語による海 平成１７年度に策定した実 Ⅲ ホームページに掲載した。
外への情報発信を充実・ 施計画に基づき，現状の英語
強化する。 版公式ホームページの充実を

図り，併せて中国語，韓国語
のホームページを掲載する。
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（３） 自己点検・評価及び情報提供に関する特記事項等

１．特記事項
① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化などを目指した 財政 組織 ○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。， ， ， ，

， ，人事等の面での特色ある取組 (1) 大学評価実施規程に定める評価項目に基づき 研究評価実施要項を作成し
(1) 本学の広報として 「大学概要 「大学案内 「大学院案内」の他に，大学 これらの要項により学科等の各実施主体において自己評価書の素案を作成し， 」， 」，
の広報誌として「ヘルメス・クーリエ ，学生生活状況を広報する「学園だよ た。」
り ，自己点検・自己評価の実施状況を広報する「北に一星あり ，ＦＤ活動 (2) 大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻専門職学位課程において，」 」
状況を報告する「ヘルメスの翼に ，ビジネス創造センターの活動内容を広報 これまで蓄積してきた自己評価データを基に，平成１９年度本学職員以外の」
する「ビジネス創造センターニューズレター ，百年史編纂室ニュース「緑丘 有識者による検証を実施する方針を決めた。」
アーカイブズ」等を発行することにより，地域住民，高校，地域経済団体，
公共図書館，私立大学等に情報提供を行っている。
(2) パブリシティの活用に重点を置く本学の広報戦略に基づいて広報活動を展
開するため，報道機関の記者と学長との懇談会を開催した。また，市民がど

， 「 」のような情報を求めているのか把握するため 広報誌 へルメス・クーリエ
の読者懇談会を開催した。

② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進
めるための様々な工夫
(1) 研究評価の自己点検評価及び教育評価の自己点検評価について，大学評価
委員会で検証し，自己評価報告書（原案）を作成する際に，自己評価実施主
体が自ら改善を必要と判断したもの，又は委員会から改善が必要と指摘され
たものについて，その改善した結果について，大学評価委員会に報告するも
のとした。
(2) 各課等の広報担当者で組織された部門は，広報委員会で承認された，対象
者毎に定めた実施計画に基づき，具体的な実施方策・スケジュールを立て，
情報の積極的な公開・提供に努めた。
(3)「一日教授会」を開催して，教員や学生による地域貢献活動をはじめ様々な
大学情報を市民へ提供し，意見を聞いた。
(4) 広報誌「ヘルメス・クーリエ」の読者懇談会を開催し，一般読者の他，小
樽市，他の大学，企業で広報誌を作成している専門家から 「ヘルメス・クー，
リエ」に対する感想や意見を直接聴き，今後の企画や情報提供の方法に資す
ることとした。

２．共通事項に係る取組状況

（自己点検・評価及び情報提供の観点）
○情報公開の促進が図られているか。
(1) 各課等の広報担当者で組織された部門は，広報委員会で承認された，対象
者毎に定めた実施計画に基づき，具体的なスケジュールを立て，情報の積極
的な公開・提供に努めた。
(2) 平成１８年１０月に「一日教授会」を開催し，教員や学生による地域貢献
活動をはじめ，様々な大学情報を市民へ提供した。
(3) 中国語，韓国語のホームページが完成し，英語版と併せて本学ホームペー
ジに掲載した。
(4) 本学に設置された「北洋銀行企業再生寄附研究部門」の活動報告を平成
１９年３月開催のビジネス創造センター（ＣＢＣ）の主催の「ＣＢＣ産学連
携研究成果報告会」において発表して，広く外部に周知を行うとともに，研
究報告書を作成することとした。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要事項
① 施設設備の整備・活用に関する目標

施設設備の整備・活用に関する基本方針中
① 教育研究の高度化・多様化に対応し，独創性・実務指向性の高い教育研究拠点の充実を図る。期
② 全学的な経営的視点のもと，施設設備について，重点的・計画的に整備するとともに，その効果的・効率的な利用を図目
る。標

進捗 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等） 備考

状況 イト

【５９】 【５９－１】
（平成１６年度に実施済みの 平成１６年度から，大学院商学研究科アントレプレナーⅤ その他業務運営に関する
ため，平成１８年度は年度計 シップ専攻専門職学位課程（ビジネススクール）における小樽重要目標を達成するために
画なし） キャンパスの授業は，４号館講義棟２階フロアを整備して使用とるべき措置

し，札幌での授業は，札幌サテライトで実施した。１ 施設設備の整備・活用に
関する目標を達成するため
の措置

(１)施設等の整備に関する具
体的方策
① 教育研究の重点化のため
専門職大学院整備に必要な
スペースは，総合研究棟の
計画及び現有施設の点検評
価の結果に基づく改善等に
より整備する。

【６０】 【６０－１】 耐震性能の低い附属図書館の改善を図るため，平成１９年度概
② 健康科学系施設等老朽施 施設の老朽化の改善，耐震 Ⅲ 算要求においてその耐震改修事業を要求し，平成１８年度補正予
設の改善を図るため，重点 性能の向上を図るため，平成 算において措置された。
的かつ計画的に整備する。 １９年度概算要求を行う。

【６１】 【６１－１】 留学生，日本人学生相互の交流の場であるとともに，地域との
③ 留学生・日本人学生相互 （平成２１年度実施） Ⅲ 交流にも提供できる総合的交流の場とする施設について，種々検
の交流の場だけでなく，地 討していたところ，小樽市内のホテル経営者から一室について施
域との交流にも提供できる 設提供協力の申し出があり検討した結果，平成１９年４月から使
総合交流会館の整備を図る 用可能となるよう整備した。。
整備に当たっては，外部資
金による施設整備を検討す
る。

【６２】 【６２－１】 本学学生の学習環境整備の一環として，学生寮の新設に向けて
④ 電力，冷熱源施設及び駐 （平成２１年度実施） ＰＦＩ事業を含めて検討することとした。

， ，車場等の整備について， 平成１８年度は 学生寮新設検討ワーキンググループを設置しPFI
事業を前提とした計画を検 平成１９年度入学生を対象に「学生寮についてのアンケート」調

。 ， 。討する。 査を実施した 続いて 在学生を対象に実施することとしている
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【６３】 【６３－１】 環境保全に関しての，他大学の取組状況やその内容について，
⑤ 地球環境の保全への取り 環境保全への取り組みにつ Ⅲ 情報収集を行い検討し，本学の取り組み内容についての検討を行
組みとして，地域社会から いての検討を行う。 った。
信頼される大学の環境管理
を行うため，環境整備につ
いての計画を策定する。

【６４】 【６４－１】 共用スペースの必要な建物の選択及び確保についての可能性を
(２)施設等の有効活用及び維 学内においての各建物ごと Ⅲ 判断する為に，既存建物の各部屋の使用用途，面積及び利用頻度
持管理に関する具体的方策 の共用スペースの必要性と確 について調査・分析を行った。
① 平成１６年度に有効利用 保の可能性について検討を始
に関する規程等を制定し， める。
実施のための組織及び体制
を確立するとともに，施設

，の利用状況等を点検評価し
教育研究スペースの総体的
な有効利用を図る。
② 施設等の有効利用及びス
ペースを効率的に活用する
ため，①利用頻度の低い施
設，②新増築・大型改修時
に延べ面積の２０％以上を
確保，等施設設備の有効活
用を図る。

【６５】 【６５－１】 施設設備の劣化状況と基幹となる設備の更新計画などを基に，
③ 平成１８年度末までに， 施設等の維持管理のための Ⅲ 施設設備管理システムについて構成内容別に現状を把握し，将来
施設設備の劣化状況等を的 施設設備管理システムの構築 を見据えての検討・見直しを進めている。
確に把握した計画的・段階 を図る。
的な更 新計画を策定し，
実施するための施設設備管
理システムを構築の上，施

。設マネジメントを推進する



- -28

国立大学法人小樽商科大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他業務運営に関する重要事項
② 安全管理に関する目標

（１）安全管理に関する基本方針中
① 学内環境を快適で安全に維持するため，安全管理に関する諸規程や組織を再点検する。期
② 学生・教職員に対し，安全意識の啓蒙に努めるとともに，リスク管理体制を整備する。目

標

進 ウ
中期計画 年度計画 捗 判断理由（計画の実施状況等） ェ 備考

状 イ
況 ト

【６６】 【６６－１】
① 危機管理マニュアルにつ Ⅲ ① 平成１６年度に作成した学生の安全管理に特化した「学生の２ 安全管理に関する目標を
いて，緊急度・重要度を勘 ための安全マニュアル（暫定版 」を見直し，学生への周知を達成するための措置 ）

(１)労働安全衛生法等を踏ま 案のうえ各種関係マニュア 図るため，新入生向けガイダンス資料として新たに作成した。
えた安全管理・事故防止に ルを整備する。
関する具体的方策 ② 衛生委員会において，学 ② 衛生委員会において，安全点検マニュアルに基づいて，学内
① 労働安全衛生法等に基づ 内施設等の安全点検を継続 施設等の安全点検を定期的に行った。これにより，学内の避難
き，学内諸規程の見直しと 的に実施し，必要に応じ改 器具等の設置場所や避難口，緊急連絡先を明記した避難経路図
整備を図り，ガイドライン 善対策を検討する。 を全教室・ゼミ室に貼り，学生・教職員への周知を図った。
や安全点検マニュアルを整 ③ 学生・教職員に対し，安 ③ 学生に対しては，学生生活支援セミナーを開催し，安全意識
備する。また，安全管理に 全意識啓蒙のための講演会 の啓蒙を図った。また，本学で開催した北海道地区国立学校等
関する責任部署を明確化し や説明会を実施する。 安全管理協議会において，中央労働災害防止協会講師による安，
点検マニュアルによる点検 全衛生管理に関する講演会を行い，監督職員を始め関係課の職
を定期的に行う。 員が参加した。

【６７】 【６７－１】 従来の総合賠償保険に加えて新設された学校専門賠償責任担保
② 平成１６年度に施設，備 リスクマネジメント，費用 Ⅲ 特約及び労働災害総合保険に加えて新設された使用者賠償責任保
品，傷害，事故等に備え， 対効果等の観点を踏まえ，危 険特約に加入した。
保険加入を促進する。 機管理委員会等において，現 ヨット・モーターボート総合保険が国立大学法人総合損害保険

在加入している保険内容，保 のメニューに新設されたため，従来加入していた民間の保険と比
険金額等の見直しについて検 較検討した結果，費用面・保険内容ともに優位であったため切替

。 ，討する。 を行った 他の既加入保険についても保険内容等の見直しを行い
結果として昨年とほぼ同様の種類，掛金及び補償額により加入し
た。

【６８】 【６８－１】 生物学実験室及び化学実験室に保有する毒物・劇物について，
③ 毒物・劇物の取り扱いに 「毒物及び劇物取扱要項」 Ⅲ 使用責任者立ち会いのもと，現物の確認，保管の状況，受払簿の
ついて既定の要項を再点検 及び 事故対策マニュアル 毒 記載内容等に関する定期点検を実施した。「 （
するとともに，要項に準拠 物及び劇物 」に基づき，本）
した管理方法が行われてい 学の保有する毒物・劇物の管
るかを確認するため，平成 理状況に関する点検を実施す
１６年度に点検マニュアル る。
を整備し，定期的に点検を
行う。
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【６９】 【６９－１】 火災を想定した総合訓練（消火，避難，救急・救命等）を計画
(２)学生等の安全確保等に関 学生・教職員の危機管理意 Ⅲ していたが，実施予定日が悪天候であったため，内容を一部変更
する具体的方策 識啓蒙を図るため，危機事象 し，ＡＥＤ（自動対外式除細動器）を使用した救急・救命を中心
① 様々な媒体を通じて，安 を想定した訓練の実施結果及 に訓練を実施した。当該訓練の結果を踏まえ，ＡＥＤの重要性を
全意識の啓蒙に努めるとと び訓練により得られた検討課 学生・教職員に啓蒙するため，使用方法を本学ホームページ上の
もに，学内メール等による 題について，ホームページや 「危機管理システム」に掲載し周知した。
学生等からの問題点の指摘 学内メールにより周知する。
や，相談のための窓口を平
成１６年度に設ける。

【７０】 【７０－１】 平成１８年１２月に体育系サークルリーダーを対象として救急
② 学生・教職員の安全意識 学生・教職員を対象とした Ⅲ ・救命教室を実施した。
向上のため，防火訓練，防 防火訓練及び救急・救命訓練 火災を想定した総合訓練（消火，避難，救急・救命等）を計画
災訓練，救急救命訓練等を を実施すると共に，自然災害 していたが，実施予定日が悪天候であったため，内容を一部変更
実施する。 を想定した訓練の効果的な実 し，ＡＥＤ（自動対外式除細動器）を使用した救急・救命を中心

施方法について検討を行う。 に訓練を実施した。なお，消火訓練・避難訓練は実施できなかっ
たが，附属図書館を出火元として，職員及び学内利用者はもとよ
り，学外利用者への対応をも想定した避難訓練計画を策定してい
たことから避難経路や誘導手順等の確認を行うことができ，防火
意識の向上が図られた。
自然災害の訓練方法については，その発生が不意であり，かつ

損害率の高い地震を想定して検討を行った。

【７１】 【７１－１】 従来の総合賠償保険に加えて新設された学校専門賠償責任担保
③ 学生・教職員の傷害事故 リスクマネジメント，費用 Ⅲ 特約及び労働災害総合保険に加えて新設された使用者賠償責任保，
自動車事故等に備え，保険 対効果等の観点を踏まえ，危 険特約に加入した。
加入を促進する。 機管理委員会等において，現 ヨット・モーターボート総合保険が国立大学法人総合損害保険

在加入している保険内容，保 のメニューに新設されたため，従来加入していた民間の保険と比
険金額等の見直しについて検 較検討した結果，費用面・保険内容ともに優位であったため切替

。 ，討する。 を行った 他の既加入保険についても保険内容等の見直しを行い
結果として昨年とほぼ同様の種類，掛金及び補償額により加入し
た。

【７２】 【７２－１】 危機管理委員会で定めたガイドラインの趣旨に基づきマニュア
④ 万が一の事故に備え，学 危機管理ガイドライン及び Ⅲ ルの点検・見直しを行った。この見直しに当たり，緊急度・重要
長をトップとするリスク管 マニュアルにおいて定めたリ 度を勘案し，新たに「入学試験ミス防止マニュアル(案 」を作成）
理体制を平成１７年度末ま スク管理の在り方について， した。なお，作成済みの各種マニュアルについては，公式ホーム

， 。でに整備し，また，リスク 改善の検討を継続して最適化 ページに全マニュアルを掲載し 学生・教職員への周知を図った
管理の在り方についての研 に努める。
究を行う。
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（４） その他の業務運営に関する重要事項に関する特記事項等

１．特記事項 ２．共通事項に係る取組状況
， ， ， ，① 法人化のメリットを活用し 大学運営の活性化などを目指した 財政 組織

人事等の面での特色ある取組 （その他の業務運営に関する重要事項の観点）
○施設マネジメント等が適切に行われているか。(1) 留学生，日本人学生相互の交流の場であるとともに，地域との交流にも提

供できる総合的交流の場とする施設について，種々検討していたところ，小 (1) 本学の宿泊施設である「緑ヶ丘荘」の利用促進を図るため，当該施設の概
樽市内のホテル経営者から一室について施設提供協力の申し出があったため 要・利用手続き等について本学ホームページに掲載した。
整備し，平成１９年４月に「商大駅前プラザ」を設置することとした。 (2) 本学と地域との連携・協力関係の発展を目的として開催している「一日教
(2) 従来の総合賠償保険に加えて新設された学校専門賠償責任担保特約及び労 授会」の場において，小樽キャンパスの教室や体育施設の施設概要や利用手
働災害総合保険に加えて新設された使用者賠償責任保険特約に加入した。 続方法について一般市民へ広報を行った。
(3) ヨット・モーターボート総合保険が国立大学法人総合損害保険のメニュー

○危機管理への対応策が適切にとられているか。に新設されたため，従来加入していた民間の保険と比較検討した結果，費用
面・保険内容ともに優位であったため切替を行った。他の既加入保険につい (1) 衛生委員会において，安全点検マニュアルに基づいて学内施設等の安全点
ても保険内容等の見直しを行い，結果として昨年とほぼ同様の種類，掛金及 検を定期的に行った。これにより，学内の避難器具等の設置場所や避難口，
び補償額により加入した。 緊急連絡先を明記した避難経路図を全教室・ゼミ室に貼り，学生・教職員へ

の周知を図った。
(2) 作成済みの危機管理マニュアルを，公式ホームページに掲載し，学生・教② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進
職員への周知を図った。めるための様々な工夫

(1) 平成１６年度に作成した学生の安全管理に特化した「学生のための安全マ (3) 学生のための安全マニュアル（暫定版）を見直し，学生への周知を図るた
ニュアル（暫定版 」を見直し，学生への周知を図るため，新入生向けガイダ め，新入生向けガイダンス資料として新たに作成した。）
ンス資料として新たに作成した。 (4) 教職員・学生に対して訓練・講習会等を実施した。
(2) 衛生委員会において，安全点検マニュアルに基づいて学内施設等の安全点 ア 学生に対しては，学生生活支援セミナー（交通安全・交通マナー，悪
検を定期的に行った。これにより，学内の避難器具等の設置場所や避難口， 徳商法撃退等，救急救命教室）を実施した。
緊急連絡先を明記した避難経路図を全教室・ゼミ室に貼り，学生・教職員へ イ 教職員に対しては，救急・救命訓練，ハラスメント防止講演会を実施
の周知を図った。 した。
(3) 学生生活支援セミナーを開催し，学生に対して安全意識の啓蒙を図った。 ウ 保健管理センターにＡＥＤ（自動対外式除細動器）を設置した。学生
また，本学で開催した北海道地区国立学校等安全管理協議会において，中央 ・教職員に対する救急・救命訓練の際に，ＡＥＤを使用した訓練を実施
労働災害防止協会講師による安全衛生管理に関する講演会を行い，監督職員 すると共に，使用方法をホームページ上に掲載し，周知した。
を始め関係課の職員が参加した。 (5) 教職員・学生に対して防火訓練（救急救命訓練を含む）を実施した。
(4) ＡＥＤ（自動対外式除細動器）を使用した救急・救命を中心に訓練を実施 (6) 学生の生活面，学習面でのトラブル，悩み，苦情等を早期に発見し対処す
した。当該訓練の結果を踏まえ，ＡＥＤの重要性を学生・教職員に啓蒙する るために，
ため，使用方法を本学ホームページ上の「危機管理システム」に掲載し周知 ア 「学生何でも相談室」
した。 イ 学生が教育担当副学長に自由に意見を述べる投書制度「学生の声」
(5) 危機管理委員会で定めたガイドラインの趣旨に基づきマニュアルの点検・ ウ 教育担当副学長と学生団体の代表者の懇談会（月１度開催）
見直しを行った この見直しに当たり 緊急度・重要度を勘案し 新たに 入 エ 教員と教育担当副学長の連絡網。 ， ， 「
学試験ミス防止マニュアル（案 」を作成した。 等を運用している。大学側も，これらの制度を通じて，学生に生活面での）

注意（アドバイス等）を呼びかけている。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
① 教育の成果に関する目標

①学士課程中
深い専門的知識を身につけ，同時に広い視野を持ち，己の歴史観を養い，豊かな教養と倫理観に基づく識見と行動力を培期
い，現代社会の複合的，国際的な問題の解決に貢献し，社会の各分野において指導的役割を果たすことのできる品格ある目
人材の育成を図る。標

②大学院課程
従来の研究者養成の基礎としての役割にとどまらず，現代社会の諸分野において貢献しうる高度な専門的職業人の育成を
図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【７３】 【７３－１】 ア 昼間コースでは，大学で学ぶことの意義を習得する科目として 「総，
① 平成１７年度に見直しを行 合科目Ⅰａ（小樽学 」と「総合科目Ⅰｂ（学問原論 ，高校と大学とⅠ 大学の教育研究等の質の向 ） ）」
った大学で学ぶことの意義の の接続教育を行う科目として「総合科目Ⅱ（社会科学と職業 」を前期上に関する目標を達成するた ）
習得及び高校と大学との接続 に開講，キャリア教育を主とした科目として，本学卒業生を講師としめにとるべき措置
教育を行う「知の基礎」系科 た「総合科目Ⅲ（エバーグリーン講座 」を後期に開講した。また，夜１ 教育に関する目標を達成す ）
目の授業内容等を立案して実 間主コースでは，大学で学ぶことの意義を習得する科目として 「総合るための措置 ，
施する。 科目Ⅰ（学問原論 ，高校と大学との接続教育を行う科目として「総(１)教育の成果に関する目標を ）」

合科目Ⅱ（社会科学への招待 」を前期に開講した。達成するための措置 ）
① 学士課程 イ 新入生を対象に，大学での学びと職業をテーマに合宿研修（ルーキ
ア．教養教育の成果に関する ーズ・キャンプ）を７月に開催，教職員，学生併せて３５人が参加し
具体的目標の設定 た。
課題を発見し自ら思考・

行動することのできる能 【７３－２】 ア 平成１８年度外国人留学生の受入は７９名である。
力，他者との会話能力，異 ② 交換留学，外国人留学生の イ 交換留学における受入学生は２１名，派遣学生は１８名である。
文化を理解する能力等を育 受入等を通じた国際交流を図 ウ 語学留学における派遣学生は１２名である。
成する。 る。 エ 北海道経済連合会主催の「道内留学生との視察，意見交換会」を平

成１８年９月に実施した。
オ 平成１８年１１月に，市内の小・中学校の「総合的な学習の時間」
との連携で，本学の「日本事情Ⅰ」を受講している留学生が，小樽市
内５小学校を訪問し交流を行った。

【７４】 【７４－１】
イ．卒業後の進路等に関する ① 教育課程及び教育方法に関 「中期（年度）計画【９０－１～１０９－１】の『計画の進捗状況』
具体的目標の設定 する年度計画の実施を通じて を参照」
ａ．経済，行政，教育，文化 人材育成のための環境の充実
等社会の各分野の発展に貢 に努める。
献できる人材を育成する。

【７４－２】
② 本学出身の中学・高校教諭 平成１８年１２月に第１９回小樽商科大学教職研究会を言語セン
の研究会（教職研究会）に， ターを会場に開催し，卒業生，学生，本学教員など，６０数名が参加
教員を目指す現役学生を参加 した。
させる。

【７４－３】
③ 交換留学，外国人留学生の ア 地域交流事業の一環として，平成１８年１０月に，本学学生とＪＩ
受入等を通じた教育の国際交 ＣＡ札幌に滞在している外国人研修生（１０名）との英語による討論
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流を図る。 会を実施した。

イ 平成１９年３月に，ＪＩＣＡ研修生がＪＩＣＡ留学生のセミナーの
一環として，本学において，産学官による中小企業振興の取組み等に
ついて講演を行った。

【７４－４】
④ 学生に対する就職支援を拡 就職支援として，ガイダンスの実施や公務員受験対策講座（昨年度へ
充する。 の合流コース ，資格取得講座及び，東京企業セミナーを新たに開催する）

など就職支援の拡充を図った （年度計画【１５２－１】に詳述）。

【７５】 【７５－１】
ｂ．北海道における経済社会 ① 地域の文化・歴史・経済に ① 地域の文化・歴史・経済に関わる授業として 「総合科目Ⅰａ（小樽，
の活性化及び発展に貢献で 関わる授業を立案し実施す 学 地域市場システム論 地域企業論 インターンシップ ビ）」，「 」，「 」，「 」，「
きる人材を育成する。 る。 ジネスデザイン論 「社会情報論 「応用プロジェクト方法論」を」， 」，

開講した。
② 地域社会における学生の正 ② 「小樽商科大学グリーンヒル・プロジェクト」について，ホームペ
課外活動を支援するための ージへの掲載及び掲示等により周知を図り公募した結果，１）学生，

「小樽商科大学グリーンヒル・ 卒業生，教員等の交流を深め，地域社会との関わりを目的とした「お
プロジェクト の周知を図り たる運河ロードレース大会への参加」プロジェクト，２）小樽の冬の」 ，
応募件数を増やすとともに， 行事である「雪あかりの路」に参加している地域の方たちに協力及び
制度の充実を図る。 サポートすることを目的としたタオルの作成・配布を目的とした「学

生発信商大グッズ」プロジェクトの計２件を採択した。

【７６】 【７６－１】 学部学生の大学院科目履修制度に関する要項を制定し，平成１５年度
ｃ．大学院において専門的な 本学大学院（現代商学専攻） 入学生及び平成１７年度編入学生を対象に平成１８年４月から募集を開
研究を目指す人材を育成す 進学を希望する学部生に対し， 始した。
る。 学部４年次で大学院科目を履修 ５年一貫教育プログラムにより大学院へ進学する学生に合わせ 「学部，

（ ） 」させる制度を検討し，大学院へ ・大学院 博士前期課程及び専門職学位課程 ５年一貫教育プログラム
の進学促進を図る。 要項を制定した。

【７７】 【７７－１】
ウ．教育の成果・効果の検証 ① 本学の教育評価実施要項を ① 平成１８年６月開催の大学評価委員会，平成１８年７月開催の教育
に関する具体的方策 作成する。 研究評議会において，教育評価実施要項について審議・承認された。

， 。ａ．教育の成果に関する自己 ② 本学の教育評価実施要項に ② 教育評価実施要項に基づき 各実施主体が自己点検評価を実施した
点検評価及び外部評価を実 基づき自己点検評価を実施 評価結果は，大学評価委員会が取り纏め自己点検評価報告（案）を作
施する。 する。 成することとした。

【７８】 【７８－１】 卒業生，地域及び就職先等から評価を入れる方法として，就職課にお
ｂ．卒業生，地域及び卒業生 教育に関する自己点検評価の いて作成している卒業（修了）後の進路等情報及び本学同窓会で作成し
の就職先等から評価を得る なかに，卒業生，地域及び就職 ている会員名簿を用いて行い，卒業生，地域及び就職先等に対するアン
システムを作る。 先等から評価を入れる方法につ ケート原案を作成することとした。

いて検討する。

【７９】 【７９－１】 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
② 大学院課程 【大学院商学研究科アントレプ 平成１８年４月に３５名が入学し，１，２年生あわせて７８名が在籍
ア．修了後の進路等に関する レナーシップ専攻（専門職学位 している。アントレプレナーシップ専攻の教育目的である「新規事業を
具体的目標の設定 課程 】 創造し，既存事業の革新を行い，組織改革を実行しうる人材の育成」を）
ａ．新規事業を創造し，既存 新規事業を創造し，既存事業 本専攻ホームページやシラバス等で周知し，実施している。
企業の変革を担いうる人材 の革新を行い，組織改革を実行
を育成する。 しうる人材を育成する。

【８０】 【８０－１】 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
ｂ．専門的知識に基づき，地 【大学院商学研究科アントレプ 平成１８年４月現在５名の自治体職員が在籍し，組織変革のできる自
域経済振興政策を担う自治 レナーシップ専攻（専門職学位 治体職員を育成するという，教育目的をシラバス等で周知し実施してい
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体職員等を育成する。 課程 】 る。）

組織変革のできる自治体職員
を育成する。

【８１】 【８１－１】 【大学院商学研究科現代商学専攻（修士課程 】）
ｃ．他大学大学院博士課程へ 【大学院商学研究科現代商学専 大学院設置基準の改正及び平成１９年度の博士後期課程の設置に基づ
進学できる人材を育成す 攻（修士課程 】 く現代商学専攻修士課程の教育課程の再編を行った。専門的な研究者と）
る。 教育開発センター学部・大学 なるために博士課程への進学を目指す学生のための「博士後期進学類」

院教育開発部門ＷＧにおいて， と前期課程で修了し社会の様々な分野で活躍する学生のための「総合研
」 ， 。現代商学専攻の教育課程の見直 究専修類 に分け それぞれのニーズに応じたカリキュラムを設定した

しを検討する。

【８２】 【８２－１】 【大学院商学研究科現代商学専攻（修士課程 】）
ｄ．地域文化の担い手となる 【大学院商学研究科現代商学専 大学院設置基準の改正及び平成１９年度の博士後期課程の設置に基づ
人材を育成する。 攻（修士課程 】 く現代商学専攻修士課程の教育課程の再編を行った。専門的な研究者と）

教育開発センター学部・大学 なるために博士課程への進学を目指す学生のための「博士後期進学類」
院教育開発部門ＷＧにおいて， と前期課程で修了し社会の様々な分野で活躍する学生のための「総合研

」 ， 。現代商学専攻の教育課程の見直 究専修類 に分け それぞれのニーズに応じたカリキュラムを設定した
しを検討する。

【８３】 【８３－１】
イ．教育の成果・効果の検証 【大学院商学研究科アントレプ 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
に関する具体的方策 レナーシップ専攻（専門職学位
ａ．教育の成果に関する自己 課程 】）
点検評価及び外部評価を実 ① 授業評価のアンケートを実 ① 平成１７年度に実施した授業評価アンケートと教員相互による相互
施する。 施し，成績評価と合わせて自 評価をもとに教員自身による自己評価を行った。これをもとに今後，

己点検評価を行い，外部評価 専攻の自己点検評価を行い，平成１９年度に外部評価を実施すること
を検討する。 とした。
アントレプレナーシップ専

攻は全ての科目が半期で修了
するため，各期の前半で問題
点を把握するためのアンケー
トを実施し，それに基づいて
改善を行い，後半に改 善の
成果を問うアンケートを実施
する。
② 授業改善の成果を次の半期 ② 授業改善の成果をはじめ，授業に関わる様々な情報を集積し継承す
に引き継ぐためのシステムを るために，ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシステムの「教員専用フォルダ」に
作成し，教育の成果を継承す 「ＯＢＳ（小樽商科大学ビジネススクール）スタイル」フォルダを設
る。 けた。
③ 専攻設置から２年間の自己 ③ いままで実施した授業評価，相互評価，自己評価等に基づいてカリ
点検評価に基づいてカリキュ キュラムを検討し，平成１９年度より実施する新カリキュラムを教務
ラムを検証し，必要な改善を 委員会で作成した。
行う。

【８４】 【８４－１】 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
， ， ，ｂ．修了生，地域及び修了生 教育に関する自己点検評価の 修了生アンケート 職場上司用アンケート 企業アンケートを作成し

の就職先等から評価を得る なかに，卒業生，地域及び就職 アンケート調査を実施した。
システムを作る。 先等から評価を入れる方法につ

いて検討する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標

①学士課程中
ア．アドミッション・ポリシーに関する基本方針期
ａ．社会科学や人文科学等を学ぶために必要な基本的知識を身につけ，自己の能力や適性を高める意欲を持った学生を受け入れる。目
． ， ， ， 。標 ｂ 異なった文化 異なった人生経験をもった人々との交流が教育に果たす役割を重視し 社会人 留学生等を積極的に受け入れる

イ．教育課程に関する基本方針
実践的・国際的商学教育の理念に基づき，教育課程を実現するために，以下のことに努める。

ａ．教養教育及び専門教育のための４年間一貫したカリキュラムの確立
ｂ．少人数教育を重視した教育課程の充実
ｃ．専門４学科と人文・社会・自然・言語の各分野の教育を有機的に関連させた商科系単科大学にふさわしい教育課程の確立
ｄ．働きながら学ぶ人々のための，夜間主コースの教育課程の改革
ｅ．大学院との連携の促進
ｆ．実学を重視した教育課程の充実
ウ．教育方法に関する基本方針
ａ．教育課程や個々の授業の特性に合致した授業形態，学習指導方法を研究し，実施する。
ｂ．学生の学力や資質に見合った授業形態や教授法を採用することによって講義の充実を図る。
エ．成績評価等に関する基本方針
ａ．学生の卒業時の質の確保を図るため，成績評価基準の明示と厳格な運用を行い，有効性のある成績評価を実施する。

②大学院課程
ア．アドミッション・ポリシーに関する基本方針
ａ．豊かな教養と倫理観を備えた高度専門職業人としてのビジネスリーダーを目指す者
ｂ．専門的知識に基づき，地域の国際化や文化振興の実践を目指す者
ｃ．社会科学諸分野の研究を深め，学術の発展に貢献する者を広く受け入れる。
イ．教育課程に関する基本方針

実践的・国際的商学教育の理念に基づき， を授与できる高度専門職業人教育のための教育課程を整備するとともに，研究型MBA
大学院の教育課程の充実を図る。
ウ．教育方法に関する基本方針
ａ．高度専門職業人教育においては，社会人の履修に配慮し， にふさわしい実践的な教育方法を開発する。MBA
ｂ．研究型大学院においては，言語センターや一般教育系を含めた本学の多様な教育資源を活用した教育方法を開発する。
エ．成績評価等に関する基本方針

大学院学生の修了時の質の確保を図るため，成績評価基準の明示と厳格な運用を行い，有効性のある成績評価を実施する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【８５】 【８５－１】 ① 入試広報・高大連携専門部会で策定した平成１８年度事業計画に基
( ① 平成１７年度に作成した， づき，以下の事業を実施した。２)教育内容等に関する目標を

「高大連携・入試広報専門部 ・ポスターセッションを中心とした「オープンユニバーシティ」参加達成するための措置
① 学士課程 会総括報告書」に基づき，平 者数：札幌１００名，旭川４０名
ア．アドミッション・ポリシ 成１８年度の入試広報・高大 ・大学を開放して行う「オープンキャンパス」参加者数９５０名
ーに応じた入学者選抜を実 連携に反映させた事業計画を ・高校に出向く「出前講義」 実施校１４校
現するための具体的方策 策定し実施する。 ・ 高校訪問 （進学説明会等）実施校：北海道地区４１校，出版社及「 」
ａ．高校教員との恒常的な情 び高校主催１６回
報交換，大学の授業の高校 ・高校からの訪問：訪問校１５校
生への開放及び大学説明会 ・高校生を対象にした「通常授業体験講座」参加者数１３名
の開催等を通じた高大連携 ・高校生を対象にした「夏期連続講義 （５日間）参加者数２２名」
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を積極的に推進し，アド ・手稲高校での「学び体験ゼミ （４日間）参加者数３２０名」
ミッション・ポリシーを周 ・ 小樽商科大学教育コンセプト 「商大 「小樽商科「 」 」Campus Life 2006
知するとともに高校側との 大学高校生向けイベントのご案内」の３種類のリーフレットを作成
意思疎通を図る。 し，オープンキャンパス，高校訪問等で配付

② アドミッション・ポリシー ② 入学試験委員会の下に設置したＷＧで検討を行い，受験生に分かり
の内容の具体化について検討 やすくより具体的な内容のアドミッション・ポリシーに改正した。
する。

【８６】 【８６－１】 現在の入試関連ＨＰを受験者がより活用しやすい内容にするため，入
ｂ．高大連携の企画・実施の 平成１７年度に作成した 高 試広報・高大連携専門部会にＨＰ改善に関するＷＧを設置した。，「
ための体制を充実する。 大連携・入試広報専門部会総括

報告書」に基づき，必要に応じ
て高大連携体制を整備する。

【８７】 【８７－１】
ｃ．入学者選抜方法の研究の ① 平成１７年度入試の選抜結 ① 入学者選抜方法専門部会で調査内容等を検討した結果，平成１７年
ための専門的な組織を充実 果の分析及び成績調査等を実 度及び平成１８年度入試の２年分の結果を取りまとめ，最新の情報に
させ，入学者選抜方法の点 施する。 よる分析・調査を実施した。
検評価及び改善の取り組み ② 少子化における本学の入学 ② 入学者選抜方法専門部会で，２次試験の教科・科目数及び配点等に
を促進する。 者選抜方法の在り方について ついて検討を開始した。また，志願者確保のための平成２０年度入試

検討を開始する。 から東京試験場を設置することとした。

【８８】 【８８－１】 ホームページ，オープンキャンパス及びオープンユニバーシティ等で
ｄ．社会人，留学生に対する 平成１７年度入試広報の実績 アドミッションポリシーや選抜方法についてＰＲを行った。
アドミッション・ポリシー を踏まえて，社会人及び留学生
の周知，入試情報の提供及 に対する入試広報活動を実施す
び日本における就職支援等 る。
を積極的に展開し，受験生
の増加に努める。 【８８－２】 小樽商科大学同窓会（緑丘会）と共同して，大手企業を対象に「緑丘

「企業訪問 「緑丘企業等セ 東京企業セミナー」を開催し，留学生も参加した。また，外国人留学生」
ミナー」等で，外国人留学生の の就職情報をホームページに掲載，就職課に訪れる留学生が増加し，相
採用依頼に一層努めるととも 談に応じた。
に，日本学生支援機構とも連携
し，留学生向け求人情報をホー
ムページに掲載して就職を希望
する外国人留学生の就職内定に
繋げる。

【８９】 【８９－１】 入学者選抜方法研究専門部会に入試課長を，入試広報・高大連携専門
ｅ．上記事項を機動的・専門 入試広報及び入学者選抜に関 部会に入試課専門員を加えた。
的に運営するため，教員・ する専門部会のメンバーに事務
事務職員で構成する専門組 職員を加える。
織の設置について検討す
る。

【９０】 【９０－１】 教育開発センターＦＤ専門部会において，平成１３年度導入の現行教
イ．教育理念等に応じた教育 学生の科目履修・単位取得状 育課程の検証のため，学生の科目履修状況・単位修得状況について調査
課程を編成するための具体 況を調査する。 した結果，学生は本学の教育課程に従い，体系的に授業科目を履修し，
的方策 単位修得をしているとの結果を得た。
ａ．専門科目を１年次から配
置することにより，基礎か
ら応用に至る学習を可能と
し，教養科目については，
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１年次からの導入・３～４
年次での発展を保証する体
系化したカリキュラムの編
成（いわゆるくさび型）を
一層推進する。

【９１】 【９１－１】
ｂ．少人数による授業科目の ① 平成１７年度授業時間割を ① 教務委員会に時間割ＷＧを設け，平成１９年度の授業時間割を作成
充実及び少人数による授業 分析し，適正に配置できる科 するために，過去の時間割を基に問題点を洗い出した。
法の改善のための検討を進 目数等の検討を行う。
める。 ② 研究指導教員相互の連携を ② 教育開発センターＦＤ専門部会が，ゼミナールに関するアンケート

図るための全学的な組織の構 調査（教員向け）を平成１８年６月に実施し，意見集約及び論点の整
築について，平成１７年度の 理を行った。また，平成１８年１２月にワークショップを開催し，テ
検討結果に基づき，更に具体 ーマを「本学のゼミ運営のありかたについて」として，学科長・教務
策を検討する。 委員等の教員の参加のもと，さらに検討を深めた。

【９２】 【９２－１】
ｃ．１年次の学生のために， ① 平成１７年度に見直しを ①「中期（年度）計画【７３－１】の『計画の進捗状況』を参照」
大学で学問をするための基 行った大学で学ぶことの意義
礎的な知的技法を教授する の習得及び高校と大学との接
導入科目の充実を図る。 続教育を行う「知の基礎」系

科目の授業内容等を立案して
実施する。
② 「知の基礎」系科目におけ ② 知の基礎系科目における大規模クラス解消の一貫として複数クラス
る大規模クラス解消対策の一 を開講した。
環として，複数クラス開講を
検討する。

【９３】 【９３－１】 教育開発センターＦＤ専門部会において，平成１３年度に導入された現
ｄ．履修モデル等により，学 （平成１７年度に実施済みのた 行の教育課程を，ｱ）導入後の改革の経緯，ｲ）教育課程の編成，ｳ）教育
科の垣根を越えた履修を促 め，平成１８年度は年度計画な 指導方法，ｴ）成績評価，ｵ）教育効果，ｶ）将来の課題について検証し，
進する。 し） 報告書「平成１３年度教育課程の検証」を作成した。

【９４】 【９４－１】
ｅ．夜間主コースは，学科の （平成１７年度に実施済みのた
区別のない「総合コース」 め，平成１８年度は年度計画な
を検討する。 し）

【９５】 【９５－１】
ｆ．３年次早期卒業制度を併 ① 学部・大学院（修士課程及 ① ５年一貫教育プログラム適用の学生ついては，大学院への入学を進
用し，学部と大学院の連携 び専門職学位課程）５年一貫 学要件に審査を行い，入学試験は行わず，入学検定料及び入学料は徴
を促進するため，５年制学 教育プログラム利用者の増進 収しないこととした （小樽商科大学授業料等徴収規程の一部改正を実。
部大学院一貫コースについ 策を検討する。 施済）
て検討する。 なお 「学部・大学院（博士前期課程及び専門職学位課程）５年一貫，

教育プログラム要項」を制定した。
② 本学大学院 現代商学専攻 ② 学部学生による大学院科目履修制度に関する要項を制定し，平成１（ ）
進学を希望する学生に対し， ５年度入学生及び平成１７年度編入学生を対象に平成１８年４月から
学部４年次での大学院科目の 募集を開始した。
履修・単位認定を可能とする
ことにより，大学院１年で終
了を容易にする制度を導入す
る。
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【９６】 【９６－１】
ｇ．高度な実践性・国際性を ① 受講希望学生の増加に対応 ① 今年度新たに，７社の受入企業の開拓を図った。
備えた教育の導入を促進す した受入企業の開拓を図る。
る。 ② 「本学以外の組織が行う研 ② 制度化した「学外研修」を学生に周知・案内し，１名の学生が受講
・インターンシップを履修 修等（学外研修 」の単位認 した。）
する学生の拡大，企業開 定制度の導入を図る。
拓の促進等，制度の拡充
発展を図る。

【９７】 【９７－１】
・エバーグリーン講座等の ① 本学同窓会との連携のもと ① 本学担当教員と本学同窓会の総合科目Ⅲ（エバーグリーン講座）実

， ， ， 。実社会と密接に関連した に，平成１８年度「エバーグ 行委員会との間で 授業の方針等を協議し 講師 テーマを決定した
科目を積極的に導入す リーン講座（総合科目Ⅲ 」 なお，平成１８年度は，１５名の本学卒業生を講師に迎え，授業を）
る。 のテーマ，講師等について検 行った。

討し，講義を実施する。
② 平成１７年度に行った授業 ② 全学協力科目としての位置付けから，担当する教員の負担を軽減す
の実施状況を調査し，問題点 るための方策として，現在の４学科から一般教育と言語センターを加
があれば検討して充実を図 えた６学科系で担当することを検討した。また，平成１７年度に担当
る。 した教員から「成績の途中開示の統一 「出席票の表記の改善 「レ」， 」，

ポートの評価基準の統一等」の問題点が出され，平成１８年度に担当
する教員を加えて検討し改善を図った。

【９８】 【９８－１】
・実践的な語学教育を充実 ① 英語の授業を基礎クラス， ① １年次英語において基礎，標準，発展の３レベルに分け，また，外
させるとともに，留学生 発展クラス，ネイティブクラ 国人教員担当クラスを必修として設けている。
も参加する授業の拡充に スに分けて行う。
努め，学生の海外留学， ② 外国語の授業にｅ－ｌｅａ ② 英語ⅡBの全クラスをｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇを利用したクラスとして
語学研修を積極的に推進 ｒｎｉｎｇ ＴＯＥＩＣ等の 開講している。また，ＴＯＥＩＣの準備ともなるｅ－ｌｅａｒｎｉｎ,
し，高度な国際理解力の 検定試験を積極的に活用す ｇシステムを導入し，英語の授業において活用している。ＴＯＥＩＣ
涵養を図る。 る。 の成績によって英語の単位認定を行い，その基準を定めている。

③ 留学生が参加する授業につ ③ 短プロ協力科目を中心に留学生が参加する授業と研究指導があり，
いて推進を図る。 また，外国語のクラスにも留学生をＰｒａｃｔｉｃｕｍの単位として

参加させている。
④ 学生の海外留学，語学研修 ④ 学生が海外留学や語学研修での履修を，本学外国語の単位として認
を積極的に推進し，高度な国 定するなど積極的に奨励している。
際理解力の涵養を図る。

【９９】 【９９－１】 「中期（年度）計画【９３－１】の『計画の進捗状況』を参照」
ｈ．教育理念に応じた効果的 （平成１７年度に実施済みのた
な教育課程を編成するため め，平成１８年度は年度計画な
に，必要な範囲で見直しを し）
行う。

【１００】 【１００－１】
ウ．授業形態，学習指導法等 平成１７年度授業時間割を分 教務委員会に時間割ＷＧを設け，平成１９年度の授業時間割を作成す
に関する具体的方策 析し，適正に配置できる科目数 るために，過去の時間割を基に問題点を洗い出した。
ａ．きめ細かな少人数制指導 等の検討を行う。 対話型形式の授業，グループ・ワークを取り入れた授業を効果的に行
の徹底 えるように，講義室の一部に移動式机を配置した。
・講義科目において大人数
講義の削減に努め，演習
科目では対話型形式の授
業を徹底し，個々の学習
到達度に応じた授業運営
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を工夫する。

【１０１】 【１０１－１】
・基礎ゼミナールの充実を 研究指導教員相互の連携を図 「中期（年度）計画【９１－１】の『計画の進捗状況』を参照」
図り，学生自らの主体的 るための全学的な組織の構築に
活動を通じた課題探求能 ついて，平成１７年度の検討結
力の育成を目指すととも 果に基づき，更に具体策の検討
に，研究指導教員相互の をする。
連携を図るための全学的
な組織を構築する。

【１０２】 【１０２－１】
・研究指導（ゼミナール） ① 平成１７年度ＦＤ専門部会 ① 第７回教育開発センターＦＤ専門部会において，ゼミ間における情
に対し，本学教育の中核 での検討結果に基づき，更に 報交換の場として，まず 「ゼミ担当教員の懇談会」を開催することを，
としての位置づけを一層 ゼミナール相互の交流につい 検討した。また，平成１８年１２月にゼミ担当教員の懇談会の最初の
強めるとともに，研究指 て，具体策を検討する。 試みとして，ＦＤワークショップ（本学のゼミ運営のありかたについ
導教員相互の連携を図る て）を開催した。
ための全学的な組織を構 ② 研究指導教員相互の連携を ②「中期（年度）計画【９１－１】②の『計画の進捗状況』を参照」
築する。 図るための全学的な組織の構

築について，平成１７年度の
検討結果に基づき，更に具体
策の検討をする。

【１０３】 【１０３－１】
・教員による明確なオフィ ① 履修指導の現状を点検し， ① 履修指導教員からの意見を基に，履修面談を行う基準等について教
スアワーの設定や履修指 必要に応じて見直す。 務委員会で検討した。
導教員制の整備により， ② ＧＰＡ制度の段階的導入を ② 平成１８年度入学生から成績の進捗管理を学生自ら確認できるよう
学生に対する履修指導を 図り，履修指導等に利用する にするためＧＰＡを成績票に記載して学生に通知した。
効果的に推進する。 ことを検討する。

【１０４】 【１０４－１】 平成１６年度に教務委員会で検討を行った方針を基に，学科で引き
・学生の段階的かつ多様な 半期開講の検討を引き続き行 続き検討を行い，平成１８年度では専門科目を，前年度よりも更に多
履修と学業のきめ細かな い，セメスター制の段階的導入 く，通年開講から半期開講へ移行した。
支援を可能とするセメス について検討する。
ター制の実施について検
討する。

【１０５】 【１０５－１】
，「 」 ，ｂ．教育に関する情報公開と ① シラバスに「成績評価の基 ① 教務委員会において 成績評価の基準 に関する項目の新設を検討

そのフィードバックの推進 準（仮称 」に関する項目を 決定し，平成１９年度シラバスから記載することとした。）
・シラバスに記載する項目 新設することを検討する。
の検討及び内容の精査を ② 学生が意見・苦情を申し立 ② 履修登録，大人数授業，ゼミの募集方法等の教育全般に係る苦情・
行い，学生に対する詳し てる制度「学生の声」を通じ 意見に対する回答を行うなかで，問題点の分析状況や今後の改善方針
い授業内容の事前周知に て，教育に関する意見を求め ・課題等の情報を伝えると共に必要に応じて問題提起を行った。
努める。 必要な情報を提供する。

， ，【１０６】 【１０６－１】 シラバスの検索機能を向上させるため 従来のＰＤＦファイルに加え
・インターネットを用いた ホームページに掲載している ＨＴＭＬファイルを追加した。
シラバスの公開など，シ シラバスの閲覧，検索機能等を
ラバスの電子情報化を拡 点検し必要があれば充実する。
充する。

【１０７】 【１０７－１】 教育開発センターＦＤ専門部会において，平成１７年度実施の「授業
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・学生の「授業改善のため 「授業改善のためのアンケー 改善のためのアンケート」結果を分析中である。分析結果は 「ヘルメス，
のアンケート」や授業担 ト」を実施してその結果を分析 の翼に（第４集 （ＦＤ活動報告書）に掲載し公表することとした。）」
当教員からの要望等を活 し，授業改善の方策を検討して これまで実施された授業改善のためのアンケートの設問項目の見直し
用し，授業改善に生かす 公表する。 を図り，平成１９年度から新たにアンケートを実施することとした。
取り組みを進める。 また，平成１３年度に導入された現行教育課程に関するアンケートを

全学生を対象に平成１８年１０月に実施した。

【１０８】 【１０８－１】
ｃ．多様なメディアによる授 ① 授業担当教員に対し講義用 ① 平成１７年度に実施したアンケートにおいて，未整備であった複数
業科目の提供 機器に関するアンケート等を の講義室におけるプロジェクター及びスクリーンの更新等を行うとと
・基本的な 教育機器を 行い，授業に必要なマルチメ もに，遠隔授業に対応できるテレビ会議システムを３つの大講義室にAV
各教室に設置し，多様な ディア関係機器を必要に応じ 設置した。
メディアを利用した授業 て段階的に整備する。 ２つの大講義室の教卓にタッチパネルを組み込み，機器操作の簡易
学独自の言語センター， 化を図った。
情報処理センターを存分
に活用することにより， 【１０８ー２】
より高度な ・コンピ ② 言語センターの情報提供・ ② 言語センターの施設案内のパンフレットを増刷し，ヘルメスクーリAV
ュータによる授業支援の 広報活動を段階的に行う。 エ第１２号に言語センターの特集を掲載し，今年度のオープンユニバ
拡充を図る。 ーシティ オープンキャンパス等で広報に役立てている 大学院の 異， 。 「

文化理解とコミュニケーション」のＨＰを新規に作成し，言語センタ
ーのＨＰとリンクした。

③ 講義室のマルチメディア化 ③ ２年目を迎えたマルチメディアＬＬのメンテナンスを実施し，快適
を拡充し，高度な授業支援の 化を維持している。一般講義室においても最近需要の高くなったＣＤ
推進を図る。 ・ＭＤプレーヤー，ＤＶＤプレーヤーが使えるよう，貸し出し用を３

セット用意した。

【１０８ー３】
④ 実習室環境（高性能パソコ ④ 平成１８年２月に新システム更新され，最新型パソコンの導入，カ
ン導入，カラープリンターの ラープリンターの導入，補助モニター等を設置した。
， ）設置 補助モニターの設置等

の整備を行う。

【１０９】 【１０９－１】 授業を映像で記録し，２画面に分割（ＰＰＴ画面の映像と，教員の映
ｄ．単位制を実質化するため 平成１７年度に設置した教育 像）してｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシステムにストリーミング配信するため
の組織的な取り組み 開発センター研究部門におい の研究を進め，機器の整備を行い，平成１９年度に試行実施を行うこと
単位制・履修登録上限制 て，単位制を実質化する講義法 とした。

（キャップ制）の意義を教 としてのｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ
員・学生に周知し，教室外 システムの開発を更に進める。
での学習を実質化する講義
法を開発する。

【１１０】 【１１０－１】 平成１９年度から，
エ．適切な成績評価等の実施 平成１９年度からの成績評価 （１）シラバスに「成績評価の基準」の項目を設け，各教員が５段階
に関する具体的方策 基準の明示に向けて，更に検討 の成績評価に関する基準を示す，
ａ．成績評価基準の過度のば を行う。 （２）成績評価の過度のバラツキに関しては，各学科において改善を
らつきを是正するため，成 図る，
績評価基準を明示し，厳格 ことを決定し実施することとなった。
に運用するとともに，基準
を用いて算定された成績評
価の情報開示を進める。

【１１１】 【１１１－１】 成績評価を４段階から５段階に変更し，ＧＰＡを導入するとともに，
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ｂ．より客観的で厳密な評価 成績評価を５段階評価とし， 履修取消制度等の制度を整備した。平成１８年度入学生から，学年進行
を与えるため，現４段階で 段階的にＧＰＡ制度の導入を図 で適用することとした。
ある成績評価の細分化を進 る。
め， 制度の導入を図GPA
る。

【１１２】 【１１２－１】
② 大学院課程 【大学院商学研究科アントレプ 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
ア．アドミッション・ポリシ レナーシップ専攻（専門職学位
ーに応じた入学者選抜を実 課程 】）
現するための具体的方策 ① 社会人選抜においては意 ① 社会人には，小論文・口頭試験を，また一般学生には 学力試験・
ａ．アドミッション・ポリシ 欲，目的を，一般選抜におい 面接試験をそれぞれに課すとともに，配点のバランスを考慮した入試
ーに応じた人材を選抜する ては目的，学力を重視した選 を実施した。
ための入学者選抜方法につ 抜方法を実施する。
いて，意欲，目的，学力を ② 本専攻に進学する５年一貫 ② 教務委員会委員長を窓口として，学生からの相談に随時応じ，適切
重視するなど類型化して実 教育プログラムに属する学生 な指導・助言を行っている。また，授業体験を通じてコミュニケーシ
施する。 に対し，平成１７年度に策定 ョン能力の必要性を体感させる等，進学意欲の向上を促した。

したプランに従い，意欲，目
的を十分に確認する指導・ガ
イダンスを実施する。
③ 外国人学生の修学支援のた ③ ビジネススクール学生募集要項に「留学生学外相談員」制度を記載
めに設けられた「留学生学外 し，国際企画課と共同で情報提供を行っている。また 「留学生学外相，
相談員」制度を外国人志願者 談員の手引き」により，月１回程度連絡を取り合う等，留学生を適切
に周知し，十分に機能してい にサポートした。
るか評価を行う。
④ 再入学制度の導入につい ④ 入試委員会及び教務委員会が連携して検討を行い，再入学生出願要
て 基本的な問題を検討する 項を策定し，平成１９年度入試から再入学制度を導入した。， 。
【大学院商学研究科現代商学専 【大学院商学研究科現代商学専攻（修士課程 】）
攻（修士課程 】）
① 教育開発センター学部・大 ① 大学院設置基準の改正及び平成１９年度の博士課程の設置に基づく
学院教育開発部門ＷＧにおい 現代商学専攻修士課程の教育課程の再編を行った。研究能力を身につ
て，引き続き教育課程の見直 けて前期課程で修了する社会人のために「総合研究専修類」のカリキ
しを行うなかで，社会人教育 ュラムを設置し，多様な専攻分野（経済学，国際商学，企業法学，社

） （ ， ）のあり方についても検討す 会情報学の４コース と幅広い学習 外国語 人文社会科学の各分野
る。 を提供するとともに，組織的・段階的な研究指導や修士論文に代わる

「課題研究」の導入など，そのニーズや状況に配慮した。
② 学部の成績優秀者に対する ② 各コースにより取扱いに違いのあった特別選抜の成績優秀者に対す
特別選抜制度の改善について る基準を統一することにより，分かりやすく，より出願しやすい入学
検討する。 資格とした。
③ 受験者を早期に確保するた ③ 受験準備期間の確保及び本学教員が所属する各種学会の開催時期等
めの試験実施時期について検 を考慮の上試験時期の早期化について検討した結果，従来１０月中旬
討する。 に実施していた日程を，１０月初旬に繰り上げた日程で実施すること

が最善と判断した。

【１１３】 【１１３－１】
ｂ 学力試験においては 【大学院商学研究科アントレプ 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】． ， ）TO

や経済学検定試験等の レナーシップ専攻（専門職学位 ＴＯＥＦＬＴＯＥＩＣ導入後の評価に関し，入試委員会で評価のためEFL ,
客観的な外部試験を活用す 課程 】 の枠組みを策定した。なお，日本語能力試験等については，現在までの）
る。また，留学生向けに英 平成１７年度入試から実施し ところ実績がない。
語による出題解答，書類提 た，ＴＯＥＦＬ，ＴＯＥＩＣの
出を併用する。 導入，平成１８年度入試から実

施した日本語能力試験等の受験
資格条件化の効果につき，その
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評価のための枠組みを検討す
る。
【大学院商学研究科現代商学専 【大学院商学研究科現代商学専攻（修士課程 】）
攻（修士課程 】 国際企画課と連携して，外国人留学生のための出願書類（英語併記））
外国人留学生のための出願書 を作成した。

類等について，英語を併記した
様式を作成する。

【１１４】 【１１４－１】
ｃ．入試広報「大学院案内」 【大学院商学研究科アントレプ 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
の充実，対象別の大学院説 レナーシップ専攻（専門職学位 入試広報活動の効果を分析するために「入試広報改善のためのアンケ
明会の開催，主々の広報媒 課程 】 ート」を実施し，その結果に基づき，新聞を始め地下鉄駅掲示板及び地）
体の活用を通じて，アド これまでに取り組んできた， 下鉄中吊りを利用した広報活動を行った。また，学外者が本専攻のホー
ミッション・ポリシーの周 広告，メディアでの紹介，説明 ムページを迅速に検索できるよう検索エンジンのスポンサーサイトに登
知を図る。 会，産学官共同セミナーなどを 録した。また，アドミッション・ポリシーを含む専攻長メッセージをホ

通しての広報活動の効果を分析 ームページ上で動画により配信した。
し，より効果的な方法を検討す
る。
【大学院商学研究科現代商学専 【大学院商学研究科現代商学専攻（修士課程 】）
攻（修士課程 】 ア 大学院説明会開催に向けポスター作成やホームページ等を利用した）
受験者確保のため，これまで 広報活動を精力的に行った結果，説明会参加者が増加した。また，説

の大学院説明会の実施方法，実 明会の形態に，各コース毎のブースによる対応を加え，より専門的で
施時期等を点検し，より多くの 詳細な説明を行った。
参加者が得られるための方法を イ 「総合科目Ⅲ（エバーグリーン講座 」の中で，本学理事及び本学教）
検討する。 員等による大学院ＰＲを盛り込んだ講義を実施した。

【１１５】 【１１５－１】 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
ｄ 企業との連携を密にして 【大学院商学研究科アントレプ 北海道経済連合会，中小企業家同友会，札幌商工会議所，日本貿易振． ，
志願者の確保に努める。 レナーシップ専攻（専門職学位 興機構等に直接出向き，また，これら団体の会員企業に電子メール等で

課程 】 「組織推薦入試制度」の意義を説明するなど，志願者の増加に取り組ん）
企業，地方公共団体，ＮＰＯ だ。

「 」等を対象に 組織推薦入試制度
の意義を説明し，推薦組織の幅
を広げる。

【１１６】 【１１６－１】
イ．教育理念等に応じた教育 【大学院商学研究科アントレプ 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
課程を編成するための具体 レナーシップ専攻（専門職学位 カリキュラムの見直しを行った結果，新しいカリキュラムを策定し，
的方策 課程 】 平成１９年度より実施することとした。）
ａ．高度専門職業人教育の徹 地域のニーズにも対応したカ
底を図るため，従来の「課 リキュラムについて，見直しの
題解決型総合指導制」を発 ための検討を行う。
展させ，またビジネス創造 【大学院商学研究科現代商学専 【大学院商学研究科現代商学専攻（修士課程 】）
センターに蓄積されたノウ 攻（修士課程 】 大学院設置基準の改正及び平成１９年度の博士後期課程の設置に基づ）
ハウを活かした実践的カリ 教育開発センター学部・大学 く現代商学専攻修士課程の教育課程の再編を行った。専門的な研究者と
キュラムを編成し， 院教育開発部門ＷＧにおいて， なるために博士課程への進学を目指す学生のための「博士後期進学類」MBA
を授与できる教育課程を構 引き続き教育課程の見直しを行 と前期課程で修了し社会の様々な分野で活躍する学生のための「総合研

」 ， 。築する。 うなかで，社会人教育のあり方 究専修類 に分け それぞれのニーズに応じたカリキュラムを設定した
についても検討する。 博士前期課程では，学部の専門４学科，言語センター，一般教育の教員

ｂ 研究型大学院においては すべてが大学院教育に関わる体制になった。地域で活躍する社会人のた． ，
研究重視のカリキュラムを めに，多様な専攻分野（経済学，国際商学，企業法学，社会情報学の４
維持しながら，地域文化振 コース）と幅広い学習（外国語，人文社会科学の各分野）を提供すると
興を担いうる人材を育成す ともに，組織的・段階的な研究指導や修士論文に代わる「課題研究」の
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るなど，地域のニーズに即 導入など，そのニーズや状況に配慮した。
した生涯教育にも対応する
カリキュラムを編成する。

ｃ．上記を実践するために平
成１６年度を目途に専門職
大学院の設置と併せて大学
院の改組拡充・整備を図
る。

【１１７】 【１１７－１】
ウ．授業形態，学習指導法等 【大学院商学研究科アントレプ 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
に関する具体的方策 レナーシップ専攻（専門職学位
ａ．高度専門職業人教育（専 課程 】）
門職大学院） ① 実践科目の教育システムに ① カリキュラム全体の見直しを行い，実践科目については，全教員が
社会人の履修に配慮した ついて一層の拡充を図るべく 運営に参加し，各実践科目の担当者を全て固定的に同一の複数教員を

モジュール型授業形態を採 検討をさらに進める。 割り当て，授業の質や効率の向上が早期に達成できる体制を整えた。
用し，ｅ－ラーニングによ ② 学習指導制度の充実を図 ② 正副の履修指導教員制をとっており，平成１８年４月・１０月の２
り補足する。ビジネス・プ る。 回の履修登録期間には，必ず履修指導教員の指導を受けさせるように
ランやインターンシップ等 している。また，ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシステムにより，日常的に履
の実践科目を相当数配置す 修指導が受けられる体制にした。
るとともに，通常のクラス ③ ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシス ③ ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシステムのレポート管理の機能アップ，学生
においても，ケース・ テムの機能充実を図る。 との個別面談機能の付加，成績登録の機能アップなどのバージョン
メソッドやケース・ アップを行った。
スタディなど実践的な教育
方を取り入れる。

【１１８】 【１１８－１】
ｂ．研究型大学院 【大学院商学研究科現代商学専 【大学院商学研究科現代商学専攻（修士課程 】）

専門４学科を基礎とする 攻（修士課程 】 大学院設置基準の改正及び平成１９年度の博士課程の設置に基づく現）
研究中心の教育方法に加え 教育開発センター学部・大学 代商学専攻修士課程の教育課程の再編を行った。修士論文指導に関して
て，言語センター及び一般 院教育開発部門ＷＧにおいて， は，正副指導教員制度を維持するとともに 「研究方法論」から「研究指，
教育系教員を含めた，国際 引き続き教育課程の見直しを行 導Ⅰ～Ⅲ」に至る段階的な指導，修士論文審査会による組織的な進捗管
化や文化振興に質する人材 うなかで，修士論文指導の組織 理，修士論文に代わる「課題研究」の導入などの改革を行った。
育成のコースを設置し，地 的取組体制を検討する。
域の多様なニーズに応え
る。教育上，有益と認めら
れる場合には，専門職大学
院との単位互換を認める。

【１１９】 【１１９－１】
エ．適切な成績評価等の実施 【大学院商学研究科アントレプ 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
に関する具体的方策 レナーシップ専攻（専門職学位 昨年度決定したＧＰＡを用いた履修指導の方針に基づいて，履修指導
ａ シラバスを充実させ 課程 】 を実施した。． ， ）FD
による教育方法，内容の標 ５段階評価の実績を踏まえ，
準化を進め 評価の公平性 基礎データの検証を行い，ＧＰ， ，
透明性を高めるとともに， Ａ活用の検討を行う。
現行の４段階評価を改め， 【大学院商学研究科現代商学専 【大学院商学研究科現代商学専攻（修士課程 】）

制度の導入を図る。 攻（修士課程 】 平成１９年１月開催の現代商学専攻教務委員会において，ＧＰＡ制度GPA ）
平成１７年度の検討結果に基 導入計画について検討がなされ，成績通知に各期ごとのＧＰＡ及び入学

づき，ＧＰＡ制度の導入につい 後のＧＰＡを記載するための制度整備，学生表彰，留学等にＧＰＡを活
て引き続き検討を行う。 用すること，成績管理と履修指導等にＧＰＡを用いること等について検

討がなされた。
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【１２０】 【１２０－１】
ｂ．研究成果又は研究論文優 ① 平成１７年度に作成した表 ① 平成１８年度学生表彰については，本学表彰規程において大学院２
秀者に対する表彰又は奨学 彰制度を基に大学院成績優秀 専攻の成績優秀者１名ずつ表彰対象としているが，現代商学専攻では
金給付制度の具体化を図 者の表彰を行う。 成績優秀者に該当する学生がいなく，アントレプレナーシップ専攻の
る。 成績優秀者１名を表彰した。

② 大学院における成績優秀者 ② 「小樽商科大学緑丘奨励金給付実施要領」を制定し， 年次の学業成1
の奨励金制度について引き続 績が優秀で他の学生の模範となる２年次生に奨励金を給付する制度を
き検討する。 設け，平成１８年度入学者から適用した （大学院学生２名 １人当た。

り５万円）
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育に関する目標
③ 教育の実施体制等に関する目標

①教職員の配置に関する基本方針中
ア．効果的な教育課程の実施に必要な範囲で，教職員組織及び教育支援体制を検討し，整備する。期
イ．必要に応じて大学院学生，研究生等を教育支援者として雇用し，教育サービスの向上及び将来教育者となる人材の育成に努める。目
②教育環境の整備に関する基本方針標
ア．教育設備の活用・整備

本学の特色ある教育の実現とさらなる発展のため，必要な教育設備について重点的・計画的に整備するとともに，その効果的・
効率的な利用を図る。
イ．教育に必要な図書館の活用・整備

広い領域にまたがる学生の学習に対する援助を確保し不足図書の充実を進め，貴重図書の保存と閲覧の両立を図る。
ウ．情報処理センターの活用・整備
ａ．現在の学内情報ネットワークを維持する。
ｂ．今後の需要が見込まれる音声や画像情報等の快適な送受信に対応できるネットワークの大容量高速化を推進する。
ｃ．安定的な情報の収集・発信を保証し，障害時においても迅速な対応ができ，得られた情報を有機的に活用できる環境の整備を
目指す。

③教育の質の改善のためのシステム等に関する基本方針
ア．学生に対するアンケート調査を行い，教育の質の把握に努め，教育活動にフィードバックするために調査結果を分析する。
イ．教育に関する自己点検評価を行い，学生に対するアンケート調査とともに，評価結果を教育の質の改善につなげる。
ウ．２１世紀における実学の探求を基礎にした教育の改善策として を展開する。FD

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

「 」【１２１】 【１２１－１】 平成１７年１０月に設置した 教員配置の適正化ワーキンググループ
( 平成１７年度に設置した教員 の検討結果を踏まえ，次のとおり実施した。３)教育の実施体制等に関する

配置の適正化検討専門部会の検 ア 教員のジェンダーバランスを改善するための方策として，教員の目標を達成するための措置
① 適切な教職員の配置等に関 討結果を踏まえ順次実施する。 ジェンダーバランスを２０１０年（平成２２年）までに２０％に引き
する具体的方策 上げることを目標値として設定した。
ア．教員の最適配置を促進す イ 女性の教員採用の促進に関する具体的方策として，平成１８年４月
るための制度（客員教授制 以降の教員の公募書類に「本学が，男女雇用機会均等法を遵守し，育
度，任期制等 ，教員の 児支援型勤務時間体制を導入していること」を明記して，女性に対す）
ジェンダーバランスを改善 る不利益な取扱いをしないことを応募者に対して明確に示した。
するために有効な制度，教 ウ 教員の事務負担を軽減するための事務局体制のあり方として，事務
員の事務負担を軽減するた 局において，学科事務の具体的な業務内容及びニーズ調査を行い，検
めの事務局体制のあり方等 討した結果，それらの業務のおおよそ８割の事項を各課等の業務とし
を確立するために専門委員 て取り込むことができるという結論を得たため，学科事務を各課等の
会を設け，平成１７年度末 本来業務に含めることにより教員の事務負担軽減を図ることとし，学
までに検討を終える また 科事務支援業務マニュアルを作成し，平成１８年１０月１日から新方。 ，
教育能力の適正な評価の基 式による教育研究支援を開始した。
準及び評価方法についても エ 教育能力の評価基準については，教員の人事評価システムワーキン
実施可能なシステムを検討 ググループを設置し，検討することとした。
する。

「 」【１２２】 【１２２－１】 平成１７年１０月に設置した 教員配置の適正化ワーキンググループ
イ．教育支援者の具体的配置 平成１７年度に設置した教員 の検討結果を踏まえ，事務局において，学科事務の具体的な業務内容及
方策 配置の適正化検討専門部会の検 びニーズ調査を行い，コスト面においても経済的かつ合理的な支援体制
ａ．教員が教育活動を行う上 討の結果を踏まえコスト面を十 について検討を行った。その結果，それらの業務のおおよそ８割の事項
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で必要となる支援業務を研 分に考慮に入れながら経済的か を各課等の業務として取り込むことができるという結論を得たため，学
究・調査する委員会を設 つ合理的な方法により教育環境 科事務を各課等の本来業務に含めることにより，教員の事務負担の軽減
け，必要に応じ，事務職員 を整備する。 を図ることとし，学科事務支援業務マニュアルを作成し，平成１８年１
の配置又は教育支援者の雇 ０月から新方式による教育研究支援を開始した。
用を行い，教育環境を整備
する。

【１２３】 【１２３－１】
ｂ．高度専門職業人教育での （平成１７年度に実施済みのた
実践的教育を効果的に行う め，平成１８年度は年度計画な
ため，札幌サテライトに教 し）
務及び研究支援のための人
員を複数人配置する。また
産学官との，より柔軟な人
的ネットワークを形成でき
るよう，客員教員，研究員
などを幅広く機動的に配置
できるようにする。

【１２４】 【１２４－１】
ｃ．一般院生を可能な限り広 （平成１７年度に実施済みのた
く学部 に採用する。 め，平成１８年度は年度計画なTA

し）

【１２５】 【１２５－１】
② 教育に必要な設備 図書館 ① 講義用機器マニュアルを拡 ① 機器の更新等必要に応じて講義用機器マニュアルの拡充・整備を， ，
情報ネットワーク等の活用・ 充・整備する。 行っている。
整備の具体的方策 ② 授業担当教員に対し講義用 ② 平成１７年度に実施したアンケートにおいて，未整備であったもの
ア．講義用機器マニュアルの 機器に関するアンケート等を について段階的に整備を行っている （１０４，２１０，１６０等複数。
拡充及びそれに対する予算 行い授業に必要なマルチ の講義室におけるプロジェクター及びスクリーンの更新等）
措置を行い，多彩なメディ メディア関係機器を必要に応
アによる授業活性化を支援 じて段階的に整備する。
する。 ③ 大学院で利用しているｅ－ ③ ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇの学部への拡張については，キャンパス・ス

ｌｅａｒｎｉｎｇの学部授業 クエアとの連動の有無，拡張範囲（ゼミに限定，履修者数による制限
への導入について検討を行 等）について検討を行った。今後，更に検討を進めることとした。
う。

【１２６】 【１２６－１】 教育開発センター研究部門において，ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシステム
イ．情報ネットワークや情報 平成１７年度に設置した教育 上での授業映像のストリーミング配信の研究を行っており，動画配信コ
サービス機器等を活用した 開発センター研究部門におい ンテンツのユーザー限定機能の実現方式に関する検討を進めることとし
授業を進めるための方策に て，情報ネットワークや情報サ た。
ついて検討する。 ービス機器等を活用した授業を 大学内での遠隔授業や多人数相手の講演等に対応するため，テレビ会

実施する際の課題，問題点につ 議システムを，３つの講義室に設置した。
いて，更に検討を進める。

【１２７】 【１２７－１】 平成１７年度に実施したアンケートで未整備であるものについての点
ウ．本学教育の中核をなす研 ゼミ室における物品の調査・ 検を行い，可能なものについて段階的に整備を行った。
究指導（ゼミナール）の内 点検を実施し，老朽化物品の更
容充実を図るために，ゼミ 新・整備を必要に応じて段階的
室における設備の点検を行 に整備を行う。
い，拡充を図る。

【１２８】 【１２８－１】
エ．教育に必要な図書館の活 ① 貴重古資料を中心とした未 ① 貴重古資料を中心とした目録所在情報の入力については，今年
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用・整備に関する具体的方 入力図書７，０００冊の目録 度計画冊数である７，０００冊の電子遡及入力を完了した。
策 所在情報の電子化遡及入力を
ａ．期間中に蔵書目録全てに 段階的に行う。
つき，検索のための電子化 ② 西洋古典の経済学書を中心 ② 電子化作業を平成１９年１月に業者に依頼し，平成１９年３月
を完了するとともに，貴重 に貴重資料約３，０００頁の 末完成した。インターネット公開は３月末実施した。
図書について，１年度１万 電子化を図り，インターネッ
ページを目処として電子化 ト上に段階的に公開する。
を行い，同時にインター ③ 旧植民地関係資料につい ③ 国立情報学研究所遡及入力事業に対して参加申請した結果，採
ネット配信を行う。 て，国立情報学研究所遡及入 択を受け，本学に保存している約４，４００冊の旧植民地関係資

力事業との共同プロジェクト 料等の入力を行った。
参加について検討する。

【１２９】 【１２９－１】
ｂ 学生用図書予算を確保し ① 学生用図書，参考図書の充 ① 前年度比同額の予算配分額を確保し，シラバス掲載図書の充実． ，
学生用図書の充実を図ると 実を図るため，予算確保を図 を図るため，整備を行った。
ともに，各種予算により， るとともに，授業・シラバス
参考図書の充実を図る。 等を考慮した選書の在り方に

ついて引き続き検討する。
② 図書館共通費で購入してい ② 電子資料の見直しに関するアンケート調査結果を踏まえて図書
る電子資料（電子ジャーナル 館運営委員会において検討中であり，来年度も継続して検討する
及び学術用データベース等) こととした。
の見直しについて検討す
る。

【１３０】 【１３０－１】
ｃ．日曜祝日・休業期間にお ① 地域住民を含めた図書館利 ① 図書館利用規程を改正し，平成１８年６月から祝日開館を実施
ける開館時間延長の試行を 用者のために，アスベスト除 した。
行う。 去工事完了後，祝日開館を本

実施する。
② アスベスト除去工事等によ ② アスベスト除去工事等による臨時休館中は，図書館１階書庫の
る臨時休館中のサービス体制 開放及び開架図書を全て大学会館に移設し，館外貸出しを可能と
について，利用の不便を軽減 する対策を講じた。
する対策を講じる。

【１３１】 【１３１－１】
ｄ．新入生を主たる対象とし ① 新入生を対象に，オリエン ① 館内ライブラリー・ツアーを２５回及び情報検索講習会を２４
て，図書館利用に関する講 テーション・プログラムの一 回実施した。
習を行うとともに，全学生 環として，図書館利用案内を
を対象に，図書館の概要に 行うほか，館内ライブラリー
関する広報を行う。 ・ツアー及び全学生を対象と

した情報検索講習会を実施す
る。
② 図書館ホームページの各コ ② 平成１８年７月に図書館ホームページの見直しを実施し，リ
ンテンツの整備・充実を継続 ニューアルを図った。図書館概要（電子版）については平成１８
して行い，図書館の概要に関 年１２月に刊行した。
する広報についても拡充整備
する。

【１３２】 【１３２－１】
ｅ．障害者・高齢者等の利用 ① 附属図書館の増築・改修計 ① 「附属図書館の増築・改修計画について」の基本方針を策定し，
に配慮した施設改善を進め 画について，障害者・高齢者の 概算要求に向けて細部の検討を行った 「附属図書館耐震改修」が。

， 。る。 利用に配慮した改善策を含めた 平成１８年度補正予算事項の内示を受け 改修することとなった
基本方針を策定する。
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② 障害者・高齢者等の図書館 ② 「宅配貸出サービス」取扱要領を制定し，平成１８年１２月か
利用に配慮し，郵送での貸し ら実施した。
出しを検討する。

【１３３】 【１３３－１】
ｆ．これまで進めてきた地域 ① 大学が所蔵する貴重資料を ① 他機関との共催による展示会開催を検討し，他機関の都合等に
への開放政策を一層促進す 地域社会に公開するため，展 より今年度開催は保留となったが，継続して展示会の開催に向け
る。 示会の開催等について検討を た検討を行うこととした。

行う。
② 図書館利用のセキュリティ ② 図書館利用のセキュリティ確保についての検討をした結果 「附，
確保のため，入館管理システ 属図書館入館管理システム」を導入した。
ム及び防犯監視システムにつ
いて検討する。

【１３４】 【１３４－１】
オ．情報処理センターの活用 学内２６カ所にアクセスポイ 平成１８年２月に更新された情報処理センターシステムにより，学内
・整備に関する具体的方策 ントを設置し，１～４号館より ２６カ所に無線ＬＡＮのアクセスポイントが設置され，無線ＬＡＮの利
ａ．情報処理センター内のみ 無線ＬＡＮの接続が出来るよう 用が可能となった。
ならず，既存の講義室から 整備する。
もネットワークにアクセス
が可能となるよう情報コン
セント等の整備を行う。

【１３５】 【１３５－１】
ｂ． を利用しての情報収 （平成１７年度に実施済みのたWeb
集やメール等での情報交換 め，平成１８年度は年度計画な
が円滑に行えるよう，利用 し）
状況を見ながら，対外回線
速度の高速化を図る。

【１３６】 【１３６－１】 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
ｃ． ラーニングを利用する ① ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシス ① 授業を映像で記録し，ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシステムで配信する方e-
多様な学習形態の実現に向 テムを利用する多様な学習形 法について検討を行った。
けてハード及びコンテンツ 態を実現するための環境整備
作成のための環境整備を行 を検討する。
う。

【１３６－２】 ② 教育開発センター研究部門において，現代商学専攻へ導入するため
② 単位制を実質化する講義法 のｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇシステムの準備を終了し，利用希望教員に対
として，ｅ－ｌｅａｒｎｉｎ して利用講習会を実施した。
ｇシステムの開発を進める。

【１３７】 【１３７－１】 学内のネットワーク環境，最近の学内外のセキュリティ状況を踏まえ
ｄ．情報セキュリティ・ポリ 情報セキュリティポリシー実 つつ，実施手順書（案）を作成した。
シーに基づいた，安全かつ 施のため，実施手順書の作成を
利便性の高いネットワーク 検討する。
環境を実現するための監視
・保守体制の強化を行う。

【１３８】 【１３８－１】
③ 教育活動の評価及び評価結 【 】 【 】学士課程 学士課程
果を質の改善につなげるため 「授業改善のためのアンケー 教育開発センターＦＤ専門部会において，平成１７年度実施の「授業
の具体的方策 ト」を実施し，その結果を分析 改善のためのアンケート」結果を分析中である。分析結果は 「ヘルメス，
ア 「授業改善のためのアン し，授業改善の方策を検討して の翼に（第４集 （ＦＤ活動報告書）に公表することとした。． ）」
ケート 調査を毎年実施し 公表する。 今年度は 「平成１３年度教育課程の検証」のための「教育課程アンケ」 ， ，
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調査結果を分析して教育活 ート」を全学生を対象に実施した。従来型アンケート（授業改善のため
動の問題点を把握する。把 のアンケート）については，実施を希望する学科を募り，前期及び後期
握した問題点を整理して教 に別途実施した。
育活動の改善策を策定す 平成１８年度から，授業改善のためのアンケートの結果等に基づく授
る。 業改善を，これまでの個人レベルから，学科単位での取組（実施計画と

報告）に拡大することとした。
【大学院商学研究科アントレプ 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
レナーシップ専攻（専門職学位 ① セメスター終了直前に 「授業評価アンケート」を実施し，データの，
課程 】 蓄積を行った。）
① アンケート調査を実施し， ② 蓄積したデータを分析して問題点を把握し，効果的な教育活動につ
データを蓄積する。 いて検討を行った。
② データを分析して問題点を
把握し，効果的な教育活動に
ついて検討する。

【１３９】 【１３９－１】
イ．教育活動に関する自己点 ① 本学の教育評価実施要項を ①及び② 「中期（年度）計画【７７－１】①及び②の『計画の進捗状
検評価を行い，評価結果を 作成する。 況』参照」
教育の質の改善のために ② 本学の教育評価実施要項に
フィードバックするシステ 基づき自己点検評価を実施す
ムを検討する。 る。

③ 教育開発センターＦＤ専門部会において，平成１３年度に導入され
， ） ， ） ， ）た現行の教育課程を ｱ 導入後の改革の経緯 ｲ 教育課程の編成 ｳ

教育指導方法，ｴ）成績評価，ｵ）教育効果について検証し報告書「平
成１３年度教育課程の検証」を作成した。

【大学院商学研究科アントレプ 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
レナーシップ専攻（専門職学位 学生による「授業評価法 ，教員自身による「自己評価法 ，同僚教員」 」
課程 】 による「相互評価法」に基づく評価を実施し，教育評価を行い，授業改）
学生による「授業評価法 ， 善の方策を検討した。」

「 」，教員自身による 自己評価法
同僚教員による「相互評価法」
に基づく評価を実施し，教育評
価を行い，改善に努める。

【１４０】 【１４０－１】
ウ．教育の質と成果に関する ① 本学の教育評価実施要項を ①及び② 「中期（年度）計画【７７－１】①及び②の『計画の進捗
外部評価を実施する。 作成する。 状況』を参照」

② 本学の教育評価実施要項に
基づき自己点検評価を実施す
る。

【１４１】 【１４１－１】 「中期（年度）計画【１３８－１】①及び②の『計画の進捗状況』を参
④ 教材，学習指導法等に関す 【 】 照」学士課程
る研究開発及び に関する 「授業改善のためのアンケーFD
具体的方策 ト」を実施し，その結果を分析
ア 「授業改善のためのアン し，授業改善の方策を検討して．
ケート」調査結果を分析し 公表する。
て効果的な教授法を研究す 【大学院商学研究科アントレプ
る。 レナーシップ専攻（専門職学位

課程 】）
① データを分析して効果的な
教授法を研究する。
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② 検討結果に基づいてアンケ
ート調査を実施し，データの
蓄積を図る。

【１４２】 【１４２－１】
イ． 研修・講習会や 【 】 【 】FD FD 学士課程 学士課程
講演会などの 活動を通 平成１８年度のＦＤ活動方針 ＦＤ専門部会において，平成１８年度の活動方針を策定した。FD
じて，教授法改善に対する を策定し ＦＤ研究 ＦＤ研修 ＦＤ研究は 「平成１３年度教育課程の検証」とし，平成１８年１０月， ， ， ，
教員の意識の向上を図る。 ＦＤ講演会等を実施する。 に「教育課程アンケート」を実施し，分析・研究を今年度中に行う。Ｆ

Ｄ研修は１２月に「本学のゼミナールのありかたについて」をテーマと
して実施した。ＦＤ講演会は，１１月に筑波大学キャリア支援室長を講

「 」 。師として 大学におけるキャリア教育の意義 をテーマとして実施した
【大学院商学研究科アントレプ 【大学院商学研究科アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程 】）
レナーシップ専攻（専門職学位 前期については平成１８年９月にＦＤ研修会を実施した。後期につい
課程 】 ては平成１９年３月に実施した。）
教育評価結果に基づいて，各

セメスター終了後にＦＤ研修を
実施する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上
(1) 教育に関する目標
④ 学生への支援に関する目標

①学生の学習支援に関する基本方針中
学習に関する環境や相談体制を整え，学習支援を効果的に行う。期

②学生の生活支援に関する基本方針目
学生生活に関する環境や相談体制を整え，学生生活支援を効果的に行う。標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【１４３】 【１４３－１】
( ① 新入生オリエンテーション ① 平成１８年４月に行った新入生オリエンテーションの他に，平成４)学生への支援に関する目標

の他，入学後一定時期を経て １８年１０月に少人数制のオリエンテーションを実施し，具体的な履を達成するための措置
① 学習相談・助言・支援の組 からの少人数制のオリエン 修モデル等の学生への周知を図った。
織的対応に関する具体的方策 テーションを実施する。
ア．大学入学当初に少人数制 ② 昼間コースの履修モデル ② 昼間コースの履修モデルをシラバス及びホームページに掲載し，学
のオリエンテーションを行 を，シラバス及びホームペー 生への周知を図った。
い，具体的な履修モデルを ジに掲載し，オリエンテー
策定し，学生への周知徹底 ションと併せて，学生への周
を図る。 知徹底を図る。

【１４４】 【１４４－１】
イ．履修指導教員（１，２年 ① 履修指導の現状を点検し， ① 履修指導教員からの意見を基に，履修面談を行う基準等について教
次生担当）及びゼミ指導教 必要に応じて見直しを検討す 務委員会で検討した。
員（３，４年次生担当）が る。
修学指導担当員と密接に連 ② 「履修指導マニュアル」を ② 教務委員会で検討し，面談指導を行う学生の成績基準の一部見直し
携し，履修方法等も含め， 必要に応じて拡充・整備す を行い，マニュアルを改訂した。
学生との面談を日常的に行 る。
うなど修学指導体制の充実
を図る。

【１４５】 【１４５－１】
ウ．平成１６年度に履修指導 ① 履修指導関係のホームペー ① 平成１８年度に担当する履修指導教員の氏名，研究室番号，電話番
を主としたホームページを ジを必要に応じて拡充・整備 号に加えてオフィスアワーを掲載した。
立ち上げ，各学科の履修モ する。
デルや履修指導教員の ② 学生の質問に対する回答を ② 平成１８年度前期までに蓄積された学生の質問に対する回答データ
オフィスアワー等を掲載し データとして蓄積し，ホーム を精査し，ホームページのＱ＆Ａに追加した。
て，利用しやすい履修相談 ページのＱ＆Ａを充実する。
システムを確立する。

【１４６】 【１４６－１】 平成１８年４月「学生何でも相談室」を講義棟３号館４階の広い場所
② 生活相談・就職支援等に関 平成１７年度に行った相談体 に移動，学生の待機できるスペースを確保し，相談しやすい環境を整え
する具体的方策 制に関するアンケートの検討結 た。

， ，ア．多様な学生に対応できる 果を踏まえ，相談しやすい環境 また カウンセリングが行われている実際の時間を調査した結果から
相談体制をより一層充実さ 作りの実現を図る。 開設時間を３０分遅くずらし，実情に即した時間設定にした。
せるとともに，学生が相談
しやすい環境を整える。
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【１４７】 【１４７－１】
イ．学生からのアンケートや 平成１７年度に引き続き，学 ア 昨年度開設した「公務員受験対策講座」に引き続き，今年度は「資
学生生活実態調査等を実施 生生活の改善策を検討し，実施 格取得講座（日商簿記２級，ＥＰ３級 」を新たに開設した。）
し，学生生活支援の改善に を図る。 イ 学生生活実態調査及び学生の声（大学に対して，意見・要望等を何
向けての施策を講ずる。 でも自由に記載するもの）で苦情の多かった学生連絡室の掲示方法を

見直し，掲示板の配置換え等，学生連絡室の改修を行った。
ウ 通学の便宜を図るため，北海道中央バスと交渉し，ＪＲとの接続の

， 。よいバスの運行時間の見直しを依頼した結果 運行時間が改善された
また，平成１８年１２月から，混雑のため不評であった朝のバス運行
に本学直行便が設置された。
エ 各種証明書の発行に関して，申請翌日の発行のため遅いとの苦情が
あったが，証明書自動発行機を導入することによって即日発効を可能
とした。

【１４８】 【１４８－１】 実施計画に基づき 「商大生のための交通安全・交通マナー教室 「あ， 」
ウ．学生生活支援のための各 平成１７年度に引き続き「学 なたを狙う悪質商法撃退教室 「大学生のためのメンタルヘルス 「救急」 」
主セミナーや講演会を実施 生生活支援セミナー を開催し 救命教室」を開催した。」 ，
する。 学生生活を支援する。

【１４９】 【１４９－１】
エ．学生の心身の健康を保持 平成１７年度実施した内容を
するため，保健管理セン 検証し，反省点を踏まえ，下記
ター業務（診療・健康診断 事項について実施する。
・健康精神相談・健康診断 ① 学校保健法改正に伴い健康 ① 法改正に伴い特に新入生の定期健康診断の受診を徹底するよう，新
証明・健康セミナーなど） 診断内容を見直し，さらに受 入生オリエンテーションの際，保健管理センターの紹介とともに健康
の充実を図る。 検しやすい方法を検討・実践 診断について説明と受診勧奨を行い，受診日として土曜日を設け実施

する。 した。その結果，昼間の学部生は９８％（昨年度８１％）大学院生等
を含めても９３％（昨年度７７％）と受診率が向上した。

② 健康・病歴調査を継続し健 ② 昨年度同様に健康診断を受診する全ての学生に健康調査を実施し，
康管理に役立てる。 健康上の問題がありそうな学生を呼び出し面接を行った。さらに，必

， 。要に応じて保健指導 医療機関への受診等に繋げるなどの対応をした
③ 個別指導及びミニ健康ゼミ ③ 個別指導，ミニ健康ゼミナールは以下のとおり実施した。
ナールのより効果的な方法を ) 「喫煙を防止するパネル展」1
検討する。 ) アルコールパッチテスト2

) 体組成測定（今年度は体組成測定器を購入し体脂肪測定から体組3
成測定に）

) ビデオ上映会（１回目： エイズ・性感染症 ，２回目： エイズと4 「 」 「
ともに ，他）」

④ ホームページを健康情報な ④ 現在学内広報誌である「学園だより」にヘルシージャーナルを毎号
どの情報発信のツールとして 載せているが，過去の記事をホームページ上で閲覧できるよう準備を
活用する。 開始した。
⑤ 他機関や他大学との保健活 ⑤ 昨年度同様「全国大学保健管理研究集会」等諸会議に出席し，保健
動上の交流を推進する。 活動上の情報交換を行った。

【１５０】 【１５０－１】
オ．学生の自主的活動の支援 平成１７年度に引き続き学生 ア 毎月１回 「教育担当副学長と学生代表との懇談会」を開催し，その，
体制の確立と積極的な方策 の自主的活動の支援策を検討 都度可能な支援策を講じた。
を講じ，課外活動の活発化 し，内容の充実を図る。 イ 地域社会における学生の課外活動を支援するための「小樽商科大学
を促す。 グリーンヒルプロジェクト」について公募した結果，２件を採択し助

成した。

【１５１】 【１５１－１】
カ．職業観の育成やキャリア ① 総合科目Ⅲ（エバーグリー ① ＯＢ・ＯＧによる講義「総合科目Ⅲ（エバーグリーン講座 」の開設）
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教育の充実を図る。 ン講座）をキャリア教育科目 ２０周年を記念して，第１回目の講義時間に記念講演会を開催した。

と位置付け，低学年次生の履 今年度は９１９名が履修した。今年度新たに，総合科目Ⅱを「社会科
修の促進を図る。 学と職業」のテーマで開講し，大学での学びとキャリア・デザインの

， 。 ，関係を学ぶ科目として位置づけし ２８３名が履修した 入学前３年
卒業後３年のキャリア教育を含む「キャリア・デザイン１０年支援プ
ログラム」を立ち上げ，入学前３年のキャリア教育として 「高校生の，
ための夏季連続講義 ，本学学生と高校生による「世代間交流インター」
ンシップ」等を実施した。

② 低学年次から職業観，職業 ② 職業意識の醸成を図るため，外部講師を招聘し，講演を実施した。
意識の醸成を図るため 「キ，
ャリアガイダンス」の内容の
充実を図る。
③ 職種，業種，業界研究等を ③ 「就活を始める前に業界を知ろう」と題し，外部講師による講演及
行う「職業概論」的な講義や び卒業生との「交流会」を実施した。

「ビジネスマナー講習」等への インターンシッププログラムの事前教育を通じ 「講義」及び「ビジ，
参加増を図る。 ネスマナー講習」への参加を広く呼び掛け，実施した。

【１５２】 【１５２－１】
キ．同窓会と協力し，就職関 同窓会との協力に基づき，下
連情報の収集を強化すると 記の就職支援事業及び業務の充
ともに，就職に係る相談体 実を図る。

（ ） ，「 」制の整備等就職支援の充実 ① 緑丘企業等セミナーの充実 ① 小樽商科大学同窓会 緑丘会 の協力を得て 緑丘企業等セミナー
， 「 」 。を図る。 及び緑丘会「就職活動支援融 を小樽・札幌の他に 東京で 緑丘東京企業等セミナー を開催した

資」を実施する。 緑丘会「就職活動支援融資」が本格的に開始され，申込が増加した。
② 緑丘 公務員受験対策講座 ② 昨年度（１０月開講）の「緑丘『公務員受験対策講座』１５ヶ月「 」
の受講者数の増加及び資格取 コース」に合流するコースを開設した 「緑丘『資格取得講座（日商簿。
得講座の開設を図る。 記２級，ＦＰ３級』を新たに開設した。
③ 学生ボランティア団体 ③ ＣＤＰ（キャリアデザインプロジェクト）メンバーが大幅に増加し
「キャリアデザインプロジェ た。
」 。クト の活動支援を継続する

【１５３】 【１５３－１】 新入学生に対しては，入学手続書類にチラシを同封，在学生に対して
③ 経済的支援に関する具体的 平成１７年度に北洋銀行と提 は，ホームページへの掲載及び掲示板への掲示により，教育ローンの周
方策 携し導入した教育ローンの学生 知を図った。
ア．現行の経済的支援制度に への周知を図る。 また，経済的理由により休学する等生活困窮の学生に対して，窓口で
ついて調査研究を行い，当 制度の案内を行った。
該制度の迅速かつ的確な情
報提供を図るとともに，民
間，自治体に働きかけ，支
援制度の拡大を促進する。

【１５４】 【１５４－１】 「小樽商科大学緑丘奨励金給付実施要領」を制定し，１年次の学業成績
，イ．外部資金の積極的導入に 成績優秀者に対する奨励金制 が優秀で他の学生の模範となる２年次生に奨励金を給付する制度を設け

努めるとともに，本学独自 度について引き続き検討する。 平成１８年度入学者から適用することとした （学部学生１０名 １人当。
の奨学金制度を検討し，優 たり１０万円，大学院学生２名 １人当たり５万円）
秀な学生の確保に努める。

【１５５】 【１５５－１】 「中期（年度）計画【１３０－１】①及び②の『計画の進捗状況』を参
④ 社会人・留学生等に対する ① 地域住民を含めた図書館利 照」
配慮 用者のために，アスベスト除
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ア．図書館，大学会館の開館 去工事完了後，祝日開館を本
時間の延長，自習室・ゼミ 実施する。
室の確保等社会人が働きな ② アスベスト除去工事等によ
がら学べる環境の整備・充 る臨時休館中のサービス体制
実に努める。 について，利用の不便を軽減

する対策を講じる。

【１５５－２】 大学会館の開館時間の延長に関するアンケートを実施した結果を基に
平成１７年度に実施した大学 検討，現時点では特に延長は必要がないと判断し，当面開館時間の延長

会館の開館時間延長に関するア は行わないこととした。
ンケートの結果を基に，延長に
ついて検討を行う。

【１５６】 【１５６－１】
（ ， （ ， ）イ．留学生のために，国際交 ① これまでの 平成１６年度 ① 交流の場である国際交流ラウンジ内の配置 パソコン 掲示板など

流ラウンジの充実・利用の 平成１７年度）のニーズ調査 を見直した。
拡大等の学習環境の整備， を基に国際交流ラウンジの学
日本人学生との交流機会の 習環境の整備等に努める。
場の確保，健康・安全面の ② 平成１７年度に実施した ② チューターの役割をきめ細やかに解説した説明書を作成し，チュー
各種制度についての周知徹 チューター制度のアンケート ターを行う学生に対し，個別面接等を行いチューター制度の理解を深
底及び個々の留学生に対す 調査を基に制度の充実に努め めた。
るきめ細かなサービス提供 る。
等の充実を図る。

【１５７】 【１５７－１】 「中期（年度）計画【２６－１】の『計画の進捗状況』を参照」
ウ．託児所設置を含む，子供 既存の施設を，授乳場所等と
を持つ学生が学びやすい環 して利用することについて検討
境について検討する。 する。

【１５８】 【１５８－１】 アンケート調査の結果を検討し，開室時間の変更等 「利用しやすい」，
⑤ 「学生何でも相談室」の 平成１７年度に行った相談室 環境向上を図るため，次のとおり実施した。
充実 体制に関するアンケート調査の ア 相談室をわかりやすい場所に移動した。
学生への周知徹底，人員の 検討結果を踏まえ「学生何でも イ 相談室内にもう一室を設け出入り口を２つにし，来室した学生同

，適正な配置等を通じて，学生 相談室」の機能の充実を図る。 士ができるだけ顔を合わせないよう相談室のレイアウトの変更をし
の学習生活支援等に関する相 相談中に電話や他の来室者への対応を可能にした。
談窓口としての「学生何でも ウ カウンセリングが行われている実際の時間を調査した結果から，
相談室 の機能の充実を図る 開設時間を３０分遅くずらし，実情に即した時間設定にした。」 。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
① 研究水準及び研究の成果に関する目標

①目指すべき研究の水準に関する基本方針中
基礎及び応用に関わる研究を総合的・学際的に行い，産業の興隆と学術文化の発展に貢献する。期

②成果の社会への還元等に関する基本方針目
社会が提起する課題に対して具体的で実践的な処方箋を提供するという方針のもとに，研究成果を地域社会の活性化のため標

に還元する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【１５９】 【１５９－１】
① 本学の特徴を活かした学際 ① 学際的・実学的研究のあり方，その推進の方策等を検討するため研２ 研究に関する目標を達成す
的・実学的研究のあり方，そ 究推進会議を立ち上げた。るための措置

( の推進の方策等を検討する組１)研究水準及び研究の成果等
織を設置する。に関する目標を達成するため
② 上記組織において，重点研 ② 研究推進会議において，重点研究領域の策定・選定等研究支援体制の措置

① 目指すべき研究の方向性及 究領域の策定・選定，研究プ を検討し，重点領域推進研究応募要領に基づき学内公募を行い，研究
び大学として重点的に取り組 ロジェクトの編成方針，研究 推進会議で選定することとした。
む領域 資金やスペースの獲得・配分
本学の研究は以下の３つの 等の研究支援体制について検

方向を目指す。 討する。
ア．商科系単科大学の特徴を
生かした総合的及び学際的
研究を進める。
イ．社会が提起する諸課題に
対し，具体的で実践的な解
決策を提供する実学の精神
に基づく研究を進める。
ウ．以上の研究の基礎となる
理論的及び基礎的研究を，
人文・社会・自然・言語の
諸分野において，国際的な
視野のもとに進める。

【１６０】 【１６０－１】
② 成果の社会への還元に関す ① ビジネス創造センターを中 ① ビジネス創造センター（ＣＢＣ）を中心に，ビジネス相談，共同研
る具体的方策 心に産学連携を促進する。 究及び受託研究を実施した（共同研究１２件６，９２０千円，受託研
ア．ビジネス創造センターを 究１件６２，００７千円，１７年度実績８件４，０１０千円，２件７
中心に産学官連携を促進 ２．３７１千円 。特にビジネス相談から派生した共同研究「小樽運河）
し，北海道経済の活性化及 観光船プロジェクト」は，ビジネス創造センター長を中心に研究活動
び産業の競争力強化に貢献 を展開するもので，地域の活性化に貢献するものである。
する。 ② 小樽商科大学地域連携協議 ② 小樽商科大学地域連携協議会において，小樽市から提案がなされた

会と協力し，連携事業を協議 連携事業「東アジア・マーケットリサーチ事業」が採択された。連携
・決定し，実施する。 協議会の委員であるビジネス創造センター長を中心に，小樽市と連携

してマーケットリサーチ事業を実施した。事業の一環として，ビジネ
ス創造センター長が平成１９年３月に台湾にて貿易事情や商慣習など
の現地調査を行った。さらに台湾周辺の貿易事情や商慣習を調査する
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ために，同年４月に香港にて補足調査を実施した後，５月中旬に報告

書を完成させることとした。

【１６１】 【１６１－１】 研究者情報データベースについては，各教員に説明会を開催し，学外
イ．地域の諸団体や自治体の 学外各種委員会への参加を研 各種委員会への参加についても項目を設けた。
各プロジェクト，各種審議 究評価のひとつとして 研究者,
会・委員会に参画し，北海 情報データベースに取り入れ
道経済の活性化に貢献す る。
る。

【１６２】 【１６２－１】
ウ．社会人大学院生の受け入 ① 夜間主コースの講義を，社 ① 夜間主コースの授業を，社会人のための再教育・生涯学習の場とし

， 「 」れ，セミナー・ワーク 会人のための再教育・生涯教 て積極的に位置付け 通常の授業に参加する形の 通常授業公開講座
， 。 ， ，ショップ・公開講座等の開 育の場として積極的に位置付 として 社会人に開放した その結果 前期科目：１６科目に２１名

催により，大学の資源を地 け，公開講座として社会人に 後期科目：５科目に９名，通年科目：７科目に１２名，延べ２８科目
域社会に開放し，地域社会 開放する。 に４２名が受講した。
の変革に貢献す る。 ② テーマ別等 語学を含む ② 語学の公開講座を次のとおり開講した。（ 。）

公開講座の充実を図る。 「外国人による集中英会話（前期 （受講者数８名 ，）」 ）
「外国人による集中中国語会話 （受講者数８名 ，」 ）
「外国人による集中韓国語講座 （受講者数１０名 ，」 ）
「外国人による集中ロシア語会話 （受講者数７名）」

【１６２－２】
【大学院商学研究科現代商学専 【大学院商学研究科現代商学専攻（修士課程 】）
攻（修士課程 】）
① 教育開発センター学部・大 ① 大学院設置基準の改正及び平成１９年度の博士課程の設置に基づく
学院教育開発部門ＷＧにおい 現代商学専攻修士課程の教育課程の再編を行った。大学院で再教育を

「 」 ，て，引き続き教育課程の見直 希望する社会人のために 総合研究専修類 のカリキュラムを設置し
しを行うなかで，社会人教育 多様な専攻分野（経済学，国際商学，企業法学，社会情報学の４コー
のあり方についても検討す ス）と幅広い学習（外国語，人文社会科学の各分野）を提供するとと
る。 もに，組織的・段階的な研究指導や修士論文に代わる「課題研究」の

導入など，社会人のニーズや状況に配慮した。

② 学部の成績優秀者に対する ② 各コースにより取扱いに違いのあった特別選抜の成績優秀者に対す
特別選抜制度の改善について る基準を統一することにより，分かりやすく，より出願しやすい入学
検討を開始する。 資格とした。
③ 受験者を早期に確保するた ③ 受験準備期間の確保及び本学教員が所属する各種学会の開催時期等
めの試験実施時期について検 を考慮の上試験時期の早期化について検討した結果，従来１０月中旬
討する。 に実施していた日程を，１０月初旬に繰り上げた日程で実施すること

が最善と判断した。

【１６３】 【１６３－１】
， 。③ 研究の水準・成果の検証に ① 平成１７年度に作成した研 ① 研究評価実施要項に基づき 各実施主体が自己点検評価を実施した

関する具体的方策 究評価実施要項及び研究情報 評価結果は，大学評価委員会が取り纏め自己点検評価書（案）を作成
定期的な自己点検評価，外 データベースを用いて自己点 することとした。

部評価により研究活動の検証 検評価を実施する。
を行う体制を平成１６年度に ② 研究活動情報以外の大学情 ② 大学情報を収集するため，学内サーバーに設置されている共有フォ
整備する。 報を収集するシステムを構築 ルダ（各種資料等を格納）を利用することとした。

する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 研究に関する目標
② 研究実施体制等の整備に関する目標

①研究者等の配置に関する基本方針中
， ， ， ，期 効果的な研究の推進及び研究の質の向上に必要な範囲で 研究者の配置 研究組織のありかた 人事制度のありかたを検討し

見直しを行う。目
②研究環境の整備に関する基本方針標
効果的な研究の推進及び研究の質の向上に必要な範囲で，研究環境の整備を行う。

③研究の質の向上のためのシステム等に関する基本方針
教員の研究の質を維持し，向上につなげるためのシステムの確立に向けて全学的に取り組む。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【１６４】 【１６４－１】 受託研究及び共同研究の受け入れの迅速化については 検討の結果 国， ，「
」，「 」( 受託研究及び共同研究の受け 立大学法人小樽商科大学組織・運営規程 国立大学法人受託研究規程２)研究実施体制等の整備に関

入れ手続きの迅速化及び日本学 及び「国立大学法人共同研究規程」の一部改正を行い，受託研究及び共する目標を達成するための措
術振興会特別研究員の受入制度 同研究の受け入れについては，教授会等の審議事項から削除し，受入審置

① 適切な研究者等の配置に関 の導入等について検討を行う。 査委員会の報告を受けて学長が決定をすることになった。
， ，する具体的方策 日本学術振興会特別研究員の受入制度の導入については 検討の結果

効果的な研究の推進及び研 「国立大学法人小樽商科大学における独立行政法人日本学術振興会特別
究の質の向上に必要な制度 研究員の取扱いに関する規程」を制定した。

（客員研究員制度等）を整備す
る。

【１６５】 【１６５－１】
② 研究資金の配分システムに ① 教員研究費傾斜配分の評価 ① 傾斜配分については，平成１９年度に新設される博士後期課程にお

。 ，関する具体的方策 項目を再検証し，必要に応じ ける授業担当及び研究指導にかかる評価項目の追加を行った さらに
ア．研究のインセンティブを て評価項目を見直す。 従来の評価項目の再検証を行い，論文審査・翻訳・科研費申請の各項
与えるような研究費の配分 目においてポイントの見直しを行い，それぞれ平成１９年度教員研究
システムの方針を策定す 費傾斜配分から実施することを決定した。
る。 ② 本学が重点的に推進すべき ② 本学が重点的に推進すべき研究課題に対する配分システムとして，

研究課題に対する経費配分シ 平成１８年１２月に開催された研究推進会議において，重点領域の設
ステムを構築する。 定，応募資格，研究費規模，研究進捗の点検・評価実施などを定め，

学内公募のうえ研究プロジェクトを選定することを決定した。

【１６６】 【１６６－１】
イ．平成１６年度に外部研究 （平成１６年度に実施済みのた
資金の獲得のための体制を め，平成１８年度は年度計画な
確立する。 し）

【１６７】 【１６７－１】 学内共同利用設備の中長期的整備計画として策定する「教育研究設備
③ 研究に必要な設備等の活用 学術情報ネットワークシステ マスタープラン」において，学術情報ネットワークシステムの将来計画
・整備に関する具体的方策 ムの将来に向けた整備計画を策 を定めた。

研究用図書の充実，学情 定する。
ネットワークシステムの整
備等を行う。

【１６８】 【１６８－１】
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④ 知的財産の創出，取得，管 ① 札幌医科大学との共同配置 ① 平成１８年度コーディネーターが交代，フルタイム勤務になり，両
理及び活用に関する具体的方 による産学官連携コーディネ 大学のシーズの調査を行っている。札幌医科大学では海外の企業等と
策 ーターの継続配置を実現し， の共同研究など，海外と契約する機会が増えている。小樽商大の国際
ア．ビジネス創造センター等 文理融合型の具体的成果を積 取引専門の教授がアドバイスを行う取り組みを始めた。
既存の産学連携機関を活用 み上げる。
し，大学発シーズをもとに ② リサーチアドバイザーの更 ② 産学連携コーディネーターとの連携を強化し，札幌医科大学のシー
した起業支援を推進する。 なる活用を図る。 ズの発掘に努めた。

③ 文理融合型連携協定の締結 ③ 札幌医科大学，北海道東海大のシーズの事業化に向けた取り組みに
大学も含めた大学発シーズの 着手した。
事業化・起業化に資する事業
を推進する。

【１６９】 【１６９－１】
イ．産学連携の強化を図るた 共同研究・受託研究データベ ア 本学ホームページに「小樽商科大学社会連携のための教員ディレク
め，学内の規制緩和につい ースの整備を受け，ＨＰやセミ トリー」を公開するとともに，ビジネス創造センター（ＣＢＣ）ホー
て検討する。 ナー等の機会を積極的に活用 ムページにおいて研究プロジェクトと研究実績の一覧を公開した。

し，研究情報公開と新たな研究 イ 本年度のビジネス相談は５件あり，その中で「小樽運河観光船プロ
獲得を図る。 ジェクト」の共同研究契約を交わした。

【１７０】 【１７０－１】
ウ．大学の知的財産権政策の 共同研究・受託研究データベ ア 共同研究・受託研究のデータベースモデルの更新を行った。
確立を図るため，機関管理 ースに加え，知的財産データベ イ 知的財産データベースの拡充について検討を行い，知的財産データ
に向けた体制整備を行う。 ース拡充について検討する。 ベースモデルを構築した。

【１７０－２】
学内における知的財産権の管 学内における知的財産権の管理方法等について，知的財産審査委員会

理方法等について検討する。 で検討した結果，新たに「小樽商科大学知的財産管理委員会規程」を制
定し，当委員会にて知的財産戦略の策定や出願権利化等について検討を
行うことになった。

【１７１】 【１７１－１】
⑤ 研究活動の評価及び評価結 ① 平成１７年度に作成した研 「中期（年度）計画【１６３－１】の『計画の進捗状況等』参照」
果を質の向上につなげるための 究評価実施要項及び研究情報
具体的方策 データベースを用いて自己点
ア．平成１６年度に本学の研 検評価を実施する。
究活動全般に関する自己点 ② 研究活動情報以外の大学情
検評価体制を確立する。 報を収集するシステムを構築

する。

【１７２】 【１７２－１】
イ．平成１６年度に個々の教 ① 平成１７年度に作成した研
員の研究活動に関する自己 究評価実施要項及び研究情報
点検評価体制を確立する。 データベースを用いて自己点

検評価を実施する。
② 研究活動情報以外の大学情
報を収集するシステムを構築
する。

【１７３】 【１７３－１】
⑥ 全国共同研究，学内共同研 ① 文理融合型連携協定を締結 ① 札幌医科大学から研究シーズとして提案のあった「認知機能評価シ
究等に関する具体的方策 した北海道東海大学及び札幌 ステム」の研究について，本学教員が参加して共同研究を行うことと
ア．ビジネス創造センターを 医科大学と共同研究等を実施 なった。
通じて全国の研究機関との する。
共同研究体制を確立する。 ② 両大学と本学共同の大学発 ② 産学連携コーディネーターが平成１８年６月に北海道東海大にて大
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ベンチャー育成等に資する事 学の知財やビジネス化の重要性について講演した。
業を実施する。

【１７４】 【１７４－１】
イ．共同研究，研究会の開催 北海道東海大学・札幌医科大 ア 平成１８年６月に札幌医科大学において，本学ヘルスケアマネジメ
等を通じた他大学の研究者 学と本学の間で締結した文理融 ント研究会の教員による特別講義を実施した。
との交流を促進する。 合型連携協定に基づき，共同研 イ 平成１８年１０月より本学教員が札幌医科大学へ国内研究員として

究等の研究者交流を促進する。 赴き，研究を開始した。
ウ 平成１８年１２月にビジネス創造センター（ＣＢＣ）スタッフ教員
による札幌医科大学での特別講義を実施した。

【１７５】 【１７５－１】
ウ 客員研究員の充実を図る ビジネス創造センター（ＣＢ ア 研究部門の研究成果を報告書として出版するため，出版社に原稿を． 。

Ｃ）北洋銀行企業再生寄付研究 引き渡した。平成１９年４月中旬に出版された。
部門の企業再生に関する研究成 イ 研究部門の研究成果について，平成１９年３月開催のビジネス創造
果報告書を作成する。 センター（ＣＢＣ）産学連携研究成果報告会にて報告を行った。

【１７６】 【１７６－１】
エ．外国の大学，研究機関と 日本学術振興会等が実施して ア 本学において，協定校である東北財経大学と忠南大学と北東アジア
の研究者交流を促進する。 いる研究者の招聘及び派遣に関 圏共通ビジネス教育プログラムに関するシンポジウムを，平成１９年

する事業等への参加を促進す 度に計画中であり，実行委員会が設置された。
， ，る。 イ 募集メール及び関連委員会を通じて 各事業の申請への周知を行い

その結果，日本学術振興会外国人特別研究員の採用決定があった。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) その他の目標
社会との連携，国際交流等に関する目標

①教育研究における社会との連携・協力に関する基本方針中
時代の要請や社会のニーズに応えるため，以下の諸活動を基本方針とする。期
ア．北海道経済の活性化，事業・産業の競争力強化に貢献すること。目
イ．地域における優位性ある技術や事業シーズの起業化及び新規事業の創出・育成を支援すること。標
ウ．大学の資源を，時代や地域のニーズに応じて開放し，地域社会の多様な要請に応えるとともに変革への諸活動に貢献す
ること。

②国際交流・協力等に関する基本方針
ア．国際交流における本学の特色を生かした大学間交流協定の締結を促進する。
イ．外国人留学生受け入れの量的拡大から質的充実への転換を図る。
ウ．教育研究上の交流を通じた国際貢献を追求する。
エ．大学における国際開発協力活動の基盤整備を行い，学内における国際開発協力活動の理解増進及び体制の強化を図る。
オ．サポートセンターや国際援助機関（連携機関）との関係を強化する。
カ．大学における分野別の国際開発協力戦略を構築する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況等 備考

【１７７】 【１７７－１】 小樽商工会議所関連の各種委員会に複数の教員が委員として積極参加
小樽商工会議所・札幌商工会 した （例： ガラス世界ブランド化プロジェクト（副委員長 ，小樽３ その他の目標を達成するた 。 ）Otaru

議所・北海道中小企業家同友会 観光大学校設立準備委員会委員など 。めの措置 ）
( 等との連携を強化し，地域社会１)社会との連携，国際交流等

に密着した交流事業等を行なに関する目標を達成するため
う。の措置

① 地域社会等との連携・協
力，社会サービス等に係る具
体的方策
ア．ビジネス領域に限らず，
幅広い社会科学系諸分野及
び自然科学系研究領域にお
いても地域社会に密着した
共同研究を積極的に行う。

「 」【１７８】 【１７８－１】 平成１８年８月に立ち上げた共同研究 小樽運河観光船プロジェクト
イ．本学の教員が中心となっ 引き続き市民参加型研究会等 の研究会である，小樽CanalBoatプロジェクト研究会での検討は順調に推
て組織化し実践している各 の促進を図る。 移しており，小樽観光の最重要拠点である「小樽運河」にCanalBoatが就
種研究会をさらに多様化 航する可能性が高くなった。
し，地域住民に開放するこ
とで，市民参加型の研究会
を増やす。

【１７９】 【１７９－１】
ウ．地域社会活性化へのニー ① 地域社会活性化へのニーズ ① 平成１８年１０月に「一日教授会」を開催し，街の活性化のために
ズを汲み，地域住民を対象 を汲み上げるため 「一日教授 商大が何をすべきかについて，市民と意見交換を行った。一日教授会，

，とする各種公開講座をより 会」を開催する。 で特にニーズの強かった小樽サテライトの設置について検討した結果
， 「 」積極的に開催する。 平成１９年４月から 小樽市民と大学の交流の場として 駅前プラザ

を開設することとした。



- -60

国立大学法人小樽商科大学

【１７９－２】
② 夜間主コースの講義を，社 ②及び③ 「中期（年度）計画【１６２－１】の『計画の進捗状況』を
会人のための再教育・生涯教 参照」
育の場として積極的に位置付
け，公開講座として社会人に
開放する。

（ 。）③ テーマ別等 語学を含む
公開講座の充実を図る。

【１８０】 【１８０－１】
エ．自治体や諸団体が設置す 平成１７年度に作成した「小 教員に対し「小樽商科大学社会連携のための教員ディレクトリー」の
る各種審議会，委員会，プ 樽商大教員社会連携のための教 定期更新を依頼し，ホームページの更新を行った。併せて，教員ディレ
ロジェクトに対し，各分野 員ディレクトリー」を充実させ クトリーと関連して「小樽商大地域連携事例集」についてもホームペー
の専門家である本学教員を るとともに，対外的な広報に活 ジに掲載し，対外的な広報を充実させることによって，自治体等の審議
積極的に派遣し，地域社会 用し，自治体等の審議会委員に 会委員に本学教員の派遣を促した。
の活性化に貢献する。 本学教員を派遣する。

【１８１】 【１８１－１】
オ．ビジネス創造センターが ① 小樽商工会議所・札幌商工 ① 平成１８年９月に札幌商工会議所会員に対しビジネス創造センター
中心となって，地域社会の 会議所・北海道中小企業家同 （ＣＢＣ）アンケートを実施，ビジネス相談制度をＰＲした。
組織や個人等が抱える課題 友会と連携し，ビジネス相談
やアイディアを事業に具体 制度をＰＲする。
化することを支援する「ビ ② 平成１７年度に作成した ② 「小樽商科大学教員社会連携のための教員ディレクトリー」の整備
ジネス相談」に係る実施体 「小樽商大教員社会連携のた を進めた。併せて，教員ディレクトリーと関連して「小樽商大地域連

制の一層の充実を図る。 めの教員ディレクトリー」に 携事例集」についてもホームページに掲載し，対外的な広報を充実さ
基き相談協力教員の増強を図 せることによって，相談体制を強化した。
る。
③ 札幌サテライトでの相談対 ③ 札幌サテライトでのビジネス相談対応日を，毎月第一水曜日の午後
応日を制定する。 と制定した。

【１８２】 【１８２－１】
カ．起業・新規事業を中心と ① ＣＢＣセミナーを札幌で開 ① 平成１８年９月に地域貢献セミナー（ＣＢＣセミナー 「ダイガクも）
する企業経営に関わるセミ 催する。 意外と役に立つ」を，本学札幌サテライトで実施した。
ナー，ワークショップ等を ② 札幌医科大学・北海道東海 ② 今後行うマッチングフォーラムをより充実させるため，概ね月に１
ビジネス創造センターが中 大学のシーズをベースにした 度，本学と札幌医科大学の教員による定期情報交換会を実施した。
心となって開催する。 「マッチングフォーラム」を ③ 平成１８年１２月にビジネス創造センター（ＣＢＣ）主催のビズ・

各々企画・開催する。 サイエンスカフェおたる（小樽）を実施した。

【１８３】 【１８３－１】 平成１９年３月開催のビジネス創造センター（ＣＢＣ）産学連携研究
キ．本学の共同研究等に関す 研究成果報告会は引き続き実 成果報告会を開催した。
る成果報告会の開催や 施する。ＣＢＣニューズレター 編集体制，内容の見直しを行い，ニューズレターVol，№１を平成１８
ニューズレターなど，社会 の発行については，編集体制・ 年１９月に，№２を平成１９年３月に刊行した。引き続きニューズレタ
への情報還元の充実を図 内容等の見直しを検討する。 ーの編集体制，内容の見直しを続けることとした。
る。

【１８４】 【１８４－１】 札幌医科大学のシーズの事業化案件１件進行中。札幌医科大学，北海
② 産学官連携の推進に関する 札幌医科大学・北海道東海大 道東海大学と介護，看護グッズの共同開発，事業化に向けた取り組みに
具体的方策 学のシーズをベースとした大学 着手した。
ア．北海道地域における新産 発ベンチャーや事業創出の支援
業・事業の創出と成長支援 を行う。
を行うために大学発ベンチ
ャー企業の創出と成長支援
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を今後とも継続する。

【１８５】 【１８５－１】 ビジネス創造センター（ＣＢＣ）において，大学発ベンチャーの研究
イ．これまで蓄積された大学 大学発ベンチャーに関する研 成果の一つとして「企業再生の現状と課題：再生事例からの教訓」を，
発ベンチャー企業創出のノ 究成果を引き続き発信する。 平成１９年３月に開催した産学連携研究成果報告会で発表した。また，
ウハウを集約して，起業に 平成１９年度に報告書「企業価値の劣化とターンアラウンド・マネジメ
関する学問的知見として広 ント」として取り纏め公表することとした。
く公表し，教育研究への
フィードバックを図る。

【１８６】 【１８６－１】 ビジネス創造センター（ＣＢＣ）長を中心に各種公的機関・関係諸団
ウ．地場中小企業の経営トッ 平成１７年度の実績をベース 体への協力を増強した （例：北海道労働審議会特別委員，北海道経済産。
プや経営管理者層に対し， に札幌圏の公的機関・関係諸団 業局提案型技術開発事業震災委員会副委員長，さっぽろ産業振興財団
積極的な新事業・新商品・ 体等への支援・協力案件を増や さっぽろ起業家総合支援協議会委員，札幌商工会議所 北のブランド選
新サービスの開発，道外へ す。 考委員会委員，ノーステック財団 研究開発助成事業審査委員会委員，
の販路拡大・マーケティン 東京商工会議所 国際経済委員会委員 他 。）
グ，体質改善のための財務
戦略構築等の支援を行う。

【１８７】 【１８７－１】 平成１９年３月に学外協力スタッフ会議を開催し，学外協力スタッフ
エ．本学の知的資源の制約を 学外協力スタッフ会議の定期 の貢献事業に関する意見等の検討結果を取り纏め，ビジネス創造センタ
克服するためにビジネス創 的開催に加え，学外協力スタッ ー（ＣＢＣ）主任会議及び同運営会議に報告した。
造センター学外協力スタッ フ制度を充実させる為，各スタ
フを質・量ともに強化・補 ッフに対するヒアリングを行な
強する。 い，本学への貢献事業内容を改

めて検討し，纏める。

【１８８】 【１８８－１】
③ 地域の公私立大学等との連 ① 平成１７年度に実現した ① 平成１８年９月に地域共同研究センター定期情報交換会を福島で開
携・支援に関する具体的方策 「地域共同研究センター定期 催，正副センター長，研究協力係長が参加。社会科学系地域共同研究
道内公私立大学の優れた技術 情報交換会」の継続・深化を センターの評価基準等について積極的に発信していくことなど建設的
シーズの起業化や経営戦略面 図る。 な議論を深めた。
からの成長支援ニーズの実態 ② 札幌医科大学・北海道東海 ② 札幌医科大学・北海道東海大学に加え，室蘭工業大学との文理融合
を的確に捉え，公私立大学発 大学に加え，文理融合型の連 型連携協力のあり方について検討した。
のベンチャー企業の創出と成 携協力協定について，道内理
長支援にビジネス創造センタ 工・医学・農学系大学との締
ーのノウハウを活かして支援 結可能性を検討する。
する。 ③ 締結大学間における連携網 ③ 札幌医科大学・北海道東海大学及び本学の三大学共同で「訪問看護

」 。のマルチラテラル化の可能性 分野における看護器具・用品の改良 研究プロジェクトを立ち上げた
を調査検討する。

【１８９】 【１８９－１】
④ 留学生交流その他諸外国の ＭＢＡプログラムを持つ大学 カナダの主要なビジネススクールを訪問し作成した実施調査の報告書
大学等との教育研究上の交流 との大学間交流協定締結に向け を基に，引き続き検討することとした。
に関する具体的方策 た可能性を検討する。
ア．本学の特色を十分に生か
した大学間交流協定の締結
を促進するための具体的方
策
ａ．先進的な プログラMBA
ムをもつ海外の大学との大
学間交流協定を締結し，研
究者交流と大学院レベルで
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の学生の受け入れ及び派遣
の促進を図る。

国際交流委員会【１９０】 【１９０－１】 平成１８年５月にカナダ・モントリオールで開催された日本留学フェ
ｂ．環太平洋地域において協 協定締結可能なカナダの大学 ア（北米，ＮＡＦＳＡ会議）に参加した。その後オタワ市にあるカール
定締結校を持たないカナダ と折衝を開始する。 トン大学を訪問し，協定締結の可能性についての意見交換を行った。平
の大学との協定を締結し， 成１８年１１月に東京で開催されたカナダ留学フェアにおいて，再度カ
アジア太平洋交流機構 ールトン大学との話し合いの可否について打合せたが，カールトン大学
（ ）参加大学として から日本への派遣数が見込めず，協定締結は難しいとの回答を得た。一UMAP

MacMaster Winnipegの交流促進を図る。 方，同フェアに参加していた他大学の中から， 大学，
大学， 大学， 大学とも意見交換した結果，協定Thompsons Rivers Manitoba
締結に興味を示していることがわかった。検討の結果，正式な文書をこ
れら４大学に送付し，意思確認を行うこととした。

【１９１】 【１９１－１】
ｃ．国際交流センター，事務 ① 引き続き協定締結大学との ① 本学単独で平成１９年度実施予定の「北東アジアに関するシンポジ
組織及び委員会組織の整備 事務担当職との人事交流の在 ウム」の際に，事務担当職の人事交流に関して情報交換を行うことと
・充実を図る。 り方等を検討する。 した。

② 引き続き国際交流センター ② 交換留学生・外国人研究研究者の増加を目指し，協定大学数等の充
の充実に努める。 実を図るために資料収集を行った。

【１９２】 【１９２－１】
イ．外国人留学生受け入れの ① 大学間交流協定締結校に対 ① 特別コースに関して，協定校へニーズ調査を行なうため，正式な文
量的拡大から質的充実への するニーズ調査を実施する。 書を送付しニーズの確認を行うこととした。
転換のための具体的方策 ② 引き続き先行大学の実施調 ② 先行大学の実施調査を継続することとした。
留学生（大学院生）のた 査を行い，英語による授業を

めの英語による特別コース 行う大学院特別コース設置に
の設置を検討する。 むけた科目開設について検討

する。

【１９３】 【１９３－１】
⑤ 教育研究活動に関連した国 ① 本学から帰国外国人留学生 ① 本学国際交流センターから「商大ニュースレター」を発信し，最新
際貢献に関する具体的方策 に，本学の近況を情報発信す の情報等を取得することを検討した。
ア．平成１６年度に帰国外国 るなど，帰国外国人留学生の
人留学生のフォローアップ 現況について情報収集を行
体制を整備し，研究者交流 う。
及び国際共同研究の促進を ② ①に基づき，研究活動に従 ② 卒業後の連絡先などをデータベース化し，その内容について住所等
図る。 事している者について情報を を調査し所在を確認することとした。

把握する
③ 上記を踏まえ，帰国外国人 ③ 帰国後研究機関に従事している研究者と情報交換等を行い，共同研
留学生の人的ネットワークを 究の可能性について検討することとした。
通じて，共同研究の具体化に
向け検討する。

【１９４】 【１９４－１】 平成１８年１１月開催のタイ国での日本留学フェアに参加したが，タ
イ．アジアの開発途上国の大 引き続き日本留学フェアへの イ側の大学関係者が少なく，可能性も低いことが判明したので，他の国
学と大学間交流協定を締結 参加により協定校の開拓を図 の大学及びそのアプローチ方法について検討することとした。
し，留学生の受け入れを促 る。
進することによって，教育
面における国際貢献の役割
を担う。

【１９５】 【１９５－１】
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⑥ 大学における国際開発協力 国際協力関係の情報を学内ホ 学内のホームページ上に国際協力関係機関及び国際協力情報などのＵ
活動の基盤整備を行い，学内 ームページとリンクする。 ＲＬ一覧表を掲示し，情報発信を行った。また，各機関から提供される
における国際開発協力活動の 情報については，その都度メール配信により広報活動を行うとともに，
理解増進及び体制の強化を図 国際開発協力に関しアドバイスを行った。
るための措置
ア．大学への国際開発協力に
関するコンサルティングを
実施する。

【１９６】 【１９６－１】 報告書で現状の課題及び将来展望について提言を行った。
イ．国際援助機関等に対する 平成１７年度作成した「国際
専門的な提案の発信を強化 協力活動に関する先行大学等調
する。 査報告書」に基づき，学内整備

の方向を検討する。

【１９７】 【１９７－１】
ウ．国際援助機関等からの照 ＪＩＣＡ等の国際援助機関の ア 平成１９年３月に，ＪＩＣＡ研修生がＪＩＣＡ留学生のセミナーの
会に対応するための窓口を 大学に対するニーズを調査す 一環として，本学において，産学官による中小企業振興の取組み等に
創設する。 る。 ついて懇談した。

イ 平成１８年１０月に開催された 「文部科学省セミナー，大学の有す，
る知の活用～知的国際貢献に向けて～」に職員が参加し，情報を収集
した。今後も継続して参加することとした。

【１９８】 【１９８－１】
エ．教員が協力活動に携わる 平成１７年度作成した「国際 本学の研究者情報データベースに，教員人事評価システムの一部とし
ことを評価の対象とする。 協力活動に関する先行大学等調 て利用できるよう，国際協力活動に関する情報の項目をデータベースに

査報告書」を基に教員の国際協 追加することとし，翌年度にデータベースの改修を行うこととした。
力活動に対するインセンティブ
を検討する。

【１９９】 【１９９－１】 窓口を国際企画課に設置し，サポートセンターや連携機関からの照会
⑦ サポートセンターや国際援 平成１７年度に引き続き，国 等に直ぐに対応することとした。
助機関（連携機関）との関係 際協力支援機関が主催する研修
を強化するための措置 等に参加し，連携機関からの照
ア．連携機関からの照会への 会に対する対応方法について引
対応を促進する。 き続き検討する。

【２００】 【２００－１】
イ．連携機関との交流を促進 平成１７年度に引き続き，国 ア 平成１９年３月に，ＪＩＣＡ研修生がＪＩＣＡ留学生のセミナーの
する。 際協力支援機関が主催する研修 一環として，本学において，産学官による中小企業振興の取組み等に

等に参加し，ＪＩＣＡ札幌にお ついて講演を行った。
ける大学に対するニーズを調査 イ 平成１８年１０月に開催された 「文部科学省セミナー，大学の有す，
する。 る知の活用～知的国際貢献に向けて～」に職員が参加し，情報を収集

した。今後も継続して参加することとした。

【２０１】 【２０１－１】 国際協力活動に関する先行大学の事例を参考として，国際協力支援機
ウ．コンソーシアム形成の際 平成１７年度作成した「国際 関との連携方法について検討した。
の連携に関する課題の研究 協力活動に関する先行大学等調
・助言を行う。 査報告書」を基に国際協力支援

機関との連携方法について検討
する。

【２０２】 【２０２－１】 平成１８年１０月に開催された「文部科学省セミナー，大学の有する
エ．国際機関等との契約や交 国際協力支援機関が主催する 知の活用～知的国際貢献に向けて～」に職員が参加し，先行大学等の事
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渉における大学の実務能力 実務研修等に参加するととも 例を参考に実務要領案を作成した。

， ，を向上させる。 に 先行大学の事例を参考にし
本学の実務要領案を作成する。

【２０３】 【２０３－１】 本学の「小樽商科大学社会連携のための教員ディレクトリー」の定期
⑧ 分野別の国際開発協力戦略 ＪＩＣＡ等国際協力支援機関 更新する際に，国際貢献，国際協力に資するために，教員の語学能力に
を構築するための措置分野別 の既存のデータベースを参考に ついての項目を設けることとした。
の国際開発協力のための人材 しながら，本学のデータベース
をデータベース化する。 原案について更に検討する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

別添２関係１．特記事項
１．教育方法等の改善① 教育研究の高度化，個性豊かな大学づくりなどを目指した，教育研究活動面
○一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況における特色ある取組

平成１９年４月から，大学院現代商学専攻の博士後期課程を設置し，従来の (1) 初年次教育・高校から大学への接続教育を目的とする基礎科目・知の基礎
修士課程を博士前期課程に改組することを決定した。 系の中の「総合科目Ⅰ，Ⅱ」を教育開発センターにおいて企画立案した。
《大学院博士前期課程》

○学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況(1) カリキュラムを，研究者を目指して博士課程に進学する学生のための「博
士後期進学類」と前期課程で修了し社会の様々な分野で活躍する学生のため (1) 学部の場合は，教育開発センターＦＤ専門部会が実施組織である。平成
の「総合研究専修類」に分け，それぞれのニーズに応じた履修ルールを設定 １８年度の主要な取組は以下のとおりである。
した。学習面では，科目区分を設け，基礎から応用にいたる体系的な学習を ① 平成１３年度に導入された現行の学部教育課程を検証し，報告書「平成
可能とするとともに，研究指導においては，組織的かつ段階的な進捗管理が １３年度教育課程の検証」を作成した。
できる体制にした。 ② 授業改善は，これまで各教員個人が行っていたものを，各学科のレベル
(2) 学部の専門４学科，言語センター，一般教育の教員すべてが大学院教育に において組織的にも実施するように改革した。
関わる体制を確立した。 (2) 大学院現代商学専攻の平成１９年度からの改組，教育課程の再編にともな

《大学院博士後期課程》 い，ＦＤ活動を行うために，教育開発センターに「大学院教育開発部門」を
(1) 授業科目を「現代商学 「組織マネジメント 「企業情報戦略 「現代ビ 設置した。」， 」， 」，
ジネスの理論と制度」の４研究分野に分け，複数の研究分野からの履修を義 (3) 大学院アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程）の場合は，教育開
務づけ，テーマ研究を行うための高度かつ幅広い理論の修得を可能にした。 発センターに専門職大学院のためのＦＤ専門部会が設置されている。平成
(2) 博士論文指導の面では 「博士論文指導Ⅰ～Ⅲ 「博士論文執筆計画（プロ １８年度は 「授業改善アンケート ，学生による「授業評価法 ，教員自身に， 」， ， 」 」
スペクタス ，中間報告会，博士論文事前審査等を通じた段階的な指導，組 よる「自己評価法 ，同僚教員による「相互評価法」等の方法により授業改善）」 」
織的な進捗管理を行う制度を導入した。 を行った。

《大学院専門職学位課程》
○学部学生や大学院学生の成績評価方法等の改善のための組織的取組状況( ) ビジネススクール学生募集要項に「留学生学外相談員」制度を記載し，留1

学生を適切にサポートした。 (1) 学部において成績の５段階評価の変更，ＧＰＡ制度の導入を実施したこと
( ) 授業を毎回ＤＶＤに録画し，欠席者への要望に対応した。 にともない，平成１９年度から，すべての教員が，シラバスに「成績評価基2
《学士課程》 準」を明示し，成績評価の過度のばらつきは各学科において対応することと
(1) 教養教育，とくに高校入学後の初年次教育に力をいれ，大学での学びの意 した。
義や動機付け，知的スキルを涵養するための基礎科目・知の基礎系に属する (2) 大学院現代商学専攻においては，５段階の成績評価を導入した。ＧＰＡ制
授業科目（ 総合科目Ⅰ～Ⅲ 「基礎ゼミナール」等）を全学協力方式で開講 度の導入について現在検討している。平成１９年度から，各教員がシラバス「 」，
した。 に「成績評価の方法」を明示することとなった。

《研究分野》 (3) 大学院アントレプレナーシップ専攻（専門職学位課程）では，すでに５段
( ) 学際的・実学的研究のあり方，その推進の方策等を検討するため研究推進 階評価を導入し，成績評価に対して一定期間内に意義を申し立てる制度を設1
会議を立ち上げ，重点研究領域の策定・選定等研究支援体制を検討し，重点 けている。
領域推進研究応募要領を作成して学内公募を行い，研究推進会議で選定する

○各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的取組状況こととした。
(1) 入試広報・高大連携のための専門的な教職員組織をつくり，本学の教育の
特徴を社会に周知するとともに，高校の段階から初年次教育・接続教育の実② 国立大学法人の置かれている状況や条件等を踏まえた，教育研究活動を円滑
験を行っている。に進めるための様々な工夫

《大学院専門職学位課程》 (2) 単一の学部に経済学，商学，法律学，情報学，語学，人文自然科学等の多
(1) 北海道経済連合会，中小企業家同友会，札幌商工会議所，日本貿易振興機 様な教員組織が置かれていることを生かし，これらの教員を動員する教育課
構等に「組織推薦入試制度」の意義を説明するなど，志願者の増加に取り組 程を設置している。
んだ。 (3) 実学の伝統を背景に，ビジネス創造センター（ＣＢＣ）や専門職大学院を

《学士課程》 設置し，北海道経済や地域社会に貢献する努力を行っている。
(1) 平成１８年度の入試広報・高大連携事業計画を立て，各種大学説明会，高校 (4) 学部４年に，入学前３年，卒業後３年を加えた「キャリアデザイン１０年
生を対象とした本学独自の「通常授業体験講座 「夏期連続講義」等を実施 支援プログラム」を実施している。」，
し，高校生に本学のアドミッション・ポリシーを周知するとともに，社会科 (5) 同窓会組織である(社)緑丘会と連携して，国際交流，教育支援，就職支援
学に対する関心を高める努力を行った。 等を行っている（以下２ 。）
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３．研究活動の推進(5) 同窓会組織である(社)緑丘会と連携して，国際交流，教育支援，就職支援
○研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況等を行っている。
○研究活動の推進のための有効な組織編成の状況(6) 札幌医科大学，北海道東海大学と文理融合型連携協定を締結し共同研究，
○研究支援体制の充実のための組織的取組状況２大学のシーズを基本にした大学発ベンチャーや事業創出の支援を行ってい

る。 平成１８年度に 本学の重点研究領域の策定・支援を審議・実行するために 研， 「
究推進会議」を設置し，重点研究領域に研究費を優先的に配分する体制を整備
した。○他大学等での教育内容，教育方法等の取組の情報収集及び学内での情報提供の

状況
○若手教員，女性教員等に対する支援のための組織的取組状況( ) 教育開発センターにおいて，他大学等からの情報誌を整理整頓し，閲覧に1

供した。 (1) 若手研究者のうち，採用後１年以内の教員に対して初動経費として２５万
円を研究費とは別に配分している。
(2) 平成１７年度に女性教員の採用目標値を２０％と設定し，公募書類に女性２．学生支援の充実
教員の勤務支援体制について記載することとした。○学生に対する学習・履修・生活指導の充実や学生支援体制の改善のための組織

的取組状況
５．社会連携・地域貢献・国際交流等の推進(1) 同窓会組織である(社)緑丘会から財政的支援を受け，学部と大学院の成績
○大学等と社会の相互発展を目指し，大学等の特性を活かした社会との連携，地優秀者（学部１０名，大学院２名）に奨励金を交付する「緑丘奨励金」制度
域活性化・地域貢献や地域医療等，社会への貢献のための組織的取組状況を設置した。

(2) 株式会社北洋銀行から財政的支援を受け，優れた研究成果を挙げた学生を (1) 前年度に設置した「小樽商科大学地域連携協議会」の連携事業として，東
褒賞する学術奨励事業「学生論文賞」を運営している。 アジア・マーケットリサーチ事業（小樽市・東アジア経済協議会，小樽商科
(3) 成績優秀者，課外活動等で顕著な成果のあった個人・団体を表彰する制度 大学）及び体験型アセスメント事業（北海道，後志支庁，小樽市，岩内町，
を運用している。 余市町，小樽商工会議所，北海道中小企業家同友会しりべし・小樽支部，小
(4) 株式会社北洋銀行と提携して，本学学生を対象とした低利の教育ローンを 樽商科大学）等を実施した。
導入した。 (2) 大学と地域との交流の場に「駅前プラザ」を設置した。
(5) 履修指導教員制度を設けて，成績不振の１，２年次学生に対し履修指導を

○産学官連携，知的財産戦略のための体制の整備・推進状況行っている。３，４年次学生については研究指導（ゼミナール）教員がこれ
を行っている。 (1) 「国立大学法人小樽商科大学利益相反マネジメントポリシー」を制定し，
(6) 学生の生活面，学習面でのトラブル，悩み，苦情等を早期に発見し対処す 知的財産の管理のため，外部からの人材も登用して「知的財産管理委員会」
るために 「学生何でも相談室 ，教育担当副学長への投書制度，学生団体と を設置した。， 」
の懇談会等の制度を設け運用している。 (2) 産学官連携の推進母体であるビジネス創造センター（ＣＢＣ）が毎年「産

学連携研究成果報告会」を開催している。
(3) 北洋銀行と相互の発展及び地方経済の発展に資することを目的として「包○キャリア教育，就職支援の充実のための組織的取組状況

(1) 同窓会組織である(社)緑丘会及び学生の就職支援団体キャリア・デザイン 括連携協定」を締結し，研究交流，人材交流，人材育成等の分野において相
・プロジェクト（ ）と連携して，就職ガイダンス，企業セミナー，就職 互協力することとした。ＣＤＰ

アドバイザーによる就職相談，就職支援融資，各種資格講座の開講等の就職
○国際交流，国際貢献の推進のための組織的取組状況支援事業を行っている。

(2) 学部４年に，入学前３年，卒業後３年を加えたキャリア教育「キャリアデ (1) 学生の国際交流事業は，国際交流委員会と国際交流センターを中心に行わ
ザイン１０年支援プログラム」を実施している。平成１９年度からは，その れている。同窓会組織である(社)緑丘会から毎年財政的支援を受けている。
ための専門的な組織として教育開発センターに キャリア教育研究開発部門 (2) 学生交換協定により受け入れた外国人留学生のために講義を英語で行なう「 」
を設置することを決定した。 「短期留学プログラム」を全学協力体制で運用している。

○課外活動の支援等，学生の厚生補導のための組織的取組状況 ６．その他
○以上の事項に関する他大学との連携・協力についての状況(1) 同窓会組織である(社)緑丘会と提携して，地域における学生の活動を支援

するために公募型の財政支援制度「グリーンヒル・プロジェクト」を運用し 北海道東海大学並びに札幌医科大学の２大学との間において，文理融合型連
ている。 携協力に関する大学間協定を締結した。共同研究として，平成１８年度に「訪
(2) 学生の健康，安全に資する目的で毎年「学生生活支援セミナー」を開催す 問看護分野における看護器具・用品の改良」研究プロジェクトを立ち上げた。
るとともに 「学生のための安全マニュアル」を作成し配布している。，



- -67

国立大学法人小樽商科大学

Ⅲ 予算（人件費見積もりを含む。），収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１．短期借入金の限度額 １．短期借入金の限度額
な し

４億円 ４億円

２．想定される理由 ２．想定される理由

運営費交付金の受入れ遅延及び事故 運営費交付金の受入れ遅延及び事故
の発生等により緊急に必要となる対策 の発生等により緊急に必要となる対策
費として借り入れすることも想定され 費として借り入れすることも想定され
る。 る。

Ⅴ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

な し な し な し

Ⅵ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

決算において剰余金が発生した場合は 決算において剰余金が発生した場合は 平成１７年度において発生した剰余金， ，
教育研究の質の向上及び組織運営の改善 教育研究の質の向上及び組織運営の改善 については，教育研究の質の向上及び組
に充てる。 に充てる。 織運営の改善に一部充当した。
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

１ 施設・設備に関する計画 １ 施設・設備に関する計画 １ 施設・設備に関する計画

施設・設備の内 予定額（百万 財 源 施設・設備の内 予定額（百万 財 源 施設・設備の内 決定額（百万 財 源
容 円） 容 円） 容 円）

小規模改修 総額 施設整備費補助 小規模改修 総額 施設整備費補助 小規模改修 総額 施設整備費補助
災害復旧工事 １００ 金 除去工事 ２９ 金 除去工事 ９３ 金アスベスト アスベスト

１００百万円 （１３百万円） （７７百万円）（ ）
財務・経営セン 財務・経営セン
ター施設費交付 ター施設費交付
金 金
(１６百万円) (１６百万円)

（注１） （注）
金額については見込みであり，中期目標を達成 金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施

するために必要な業務の実施状況等を勘案した施 状況等を勘案した施設・設備の整備や，老朽度合
設・設備や老朽度合等を勘案した施設・設備の改 い等を勘案した施設・設備の改修等が追加される
修等が追加されることもある。 こともあり得る。

（注２）
小規模改修について１７年度以降は１６年度同

額として試算している。なお，各事業年度の施設
整備費補助金，船舶建造費補助金，国立大学財務
・経営センター施設費交付金，長期借入金につい
ては，事業の進展等により所要額の変動が予想さ
れるため，具体的な額については，各事業年度の
予算編成過程等において決定される。

○ 計画の実施状況等
， ， ，耐震対策事業が 平成１８年度補正予算により示達され 耐震用ブレースの設置

コンクリート壁等の設置により耐震性能の改修を図る予定であったが，これらの設
置時に発生する騒音が図書館を利用する学生の勉学に影響を及ぼすことから，工事
の作業時間を制限する必要が生じたため，工法の選択にあたり不測の日数を要した
ため，年度内の完成が見込めなくなった事により，平成１９年度への繰越事業とし
て手続きをした。
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

２．人事に関する計画 ２．人事に関する計画 ２ 人事に関する計画

（１）教員の雇用については，本学の教育方針に 人材育成については，民間の手法を調査・研究す
沿った最適配置を促進するため客員教授制度の ることはもとより，北海道地区各国立大学法人等共 『 Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達「
導入 任期制の活用・基準等について検討する 同実施事業や新国立大学協会主催の研修を通じて， 成するためにとるべき措置」 ５～Ｐ７参照』， 。 P
なお，その際，ジェンダーバランスの改善，外 国立大学法人運営の基礎となる法務，財務，労務等
国人の登用等についても考慮し，有効な方策を 専門性の高い業務に精通する人材育成に努める。
検討する。

（２）事務職員の雇用については，国立大学法人等 （参考１）平成１８年度の常勤職員数 ２０６人
職員採用統一試験からの採用を基本としながら また任期付き職員数の見込みを１人とす，
本学の特殊性を考慮し，語学，情報処理等特殊 る。
な能力・技能を有する者を民間から選考採用す
るために必要な制度を検討する。 （参考２）平成１８年度の人件費総額見込み

（３）人材育成については，民間の手法を調査・研 １，９７３百万円（退職手当を除く）
究することはもとより，北海道地区各国立大学
法人等共同実施事業や新国立大学協会主催の研
修を通じて，国立大学法人運営の基礎となる法
務，財務，労務等専門性の高い業務に精通する
人材育成に努める。

（４）また，人材育成の一環として大学運営に関す
る知識・経験を有する職員を養成するため，民
間企業，独立行政法人，政府各府省等との人事
交流の実施体制の整備を検討する。

（参考）中期目標期間中の人件費総額見込み
１１，８７２百万円（退職手当を除く）
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（ ， ）○ 別表 学部の学科 研究科の専攻等

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
(人) (人) (％)

商学部
（昼間コース）経済学科 ５４１ ４７３ ８７．４３

商学科 ５８４ ５３４ ９１．４３
企業法学科 ４１８ ３７６ ８９．９５
社会情報学科 ２９２ ２５２ ８６．３０
商業教員養成課程 ２５ １ ４．００
教育課程 ４９８

計 １，８６０ ２，１３４ １１４．７３

（夜間主コース） 経済学科 ５６ ６０ １０７．１４
商学科 ６０ ５３ ８８．３３
企業法学科 ５６ ５３ ９４．６４
社会情報学科 ７８ ８１ １０３．８４
教育課程 ５３

計 ２５０ ３００ １２０．００

学士課程 計 ２，１１０ ２，４３４ １１５．３５

商学研究科
経営管理専攻 ７
現代商学専攻 ２０ ２３ １１５．００

修士課程 計 ２０ ３０

商学研究科
アントレプレナーシップ専攻 ７０ ８２ １１７．１４

専門職学位課程 計 ７０ ８２ １１７．１４

○ 計画の実施状況等

・商業教員養成課程は，平成１６年度に廃止した。経過措置により当該課程に
学生が在学しなくなるまでの間存続する。
・昼間コース，夜間主コースとも，卒業不可能者が多く在籍しているためであ
る。
・昼間コース，夜間主コースの「教育課程」は，初年次学科所属を行わないた
めこのように表記した。
・大学院経営管理専攻は，平成１６年度に現代商学専攻に名称を変更し，平成
１６年度から学生募集を停止し，経過措置により学生が在学しなくなるまで

の間存続する。
・学部夜間主コース及び大学院アントレプレナーシップ専攻において，長期履
修制度を利用した学生がいる。


